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日本レジャー・レクリエーション学会第36回学会大会発表論文集 原稿提出要領

1.印刷・製本

発表論文は、提出された原稿をそのまま縮写し、論文一題につきB5版見聞き 2ペー

ジまたは 4ページにオフセット印刷され、「レジャー・レクリエーション研究(大会

発表論文集)Jとして製本される。

2. 原稿用紙

提出原稿は、指定の原稿用紙 (A4版) 4枚以内に限る。なお、予備を含め合計 6

枚の原稿用紙が同封されている。

3.文字

本文文字は、邦文タイプ (4号活字)またはワードプロセッサー (12ポイント・ 24
ドット以上)を用いて、横書き印字したものに限る。

4. 演題・氏名等

①演題は、原稿用紙上部第 1行と 2行を用い、副題がある場合には行を改めて記載す

る。

②演題には、本文より大きな活字または倍角文字を用いること。

③氏名は、演者と共同研究者について行を改めて区別し、演者には氏名のすぐ前にO
印をつけることO

④所属機関名は、氏名に続いて( )付で記入する。また、複数の共同研究者が同

ーの機関に所属する場合には、まとめて( )付で記載すること。

5.本文

①本文は、目的、方法、結果、考察など、できるだけ分かりやすくまとめ、研究論文

として完結していることO

②本文各段は、最初の一字分をあけて書き始めること。

③原稿用紙の字数は、 40字x40行の1600字となっている。

④図表などを使用する場合にも、必ず本文枠内に収めること。

6.送付要領

①同封の厚紙にはさみ、原稿とそのコピー 2部を同封のこと。

②同封の提出用封筒を使用し、書留郵便(簡易書留可)で郵送のこと。

③提出要領が守られていない場合には、原稿を受け付けない場合がある。

7.締切期日

2006年 9月30日(土) 当日消印有効

8.送付先

干354-8510 埼玉県入間郡三芳町藤久保1150-1
淑徳大学 国際コミュニケーション学部

西田俊夫研究室内

日本レジャー・レクリエーション学会編集委員会

電話・ FAX 0492-74-1511 
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日本レジャー・レクリエーション学会

第36回学会大会開催に寄せて

日本レジャー・レクリエーション学会(JSLRS)

会長鈴木秀雄

(関東学院大学人間環境学部)

第36回学会大会のテーマは「ともに育つために求められているレジャー・レクリエー

ション」です。平安女学院大学(大阪:高槻キャンパス)の多大なご協力をいただき、

ここに盛大に開催できますことを心から感謝するしだいです。

特に、マーレー寛子大会実行委員長には多くの時間とエネルギーを割いていただき、

大会の企画から運営まで深くかかわっていただきました。役員初め、学会員の皆さん

の心からの感謝もこめて、ここに深く御礼を申し上げます。

さて、小田切毅一学会副会長は、先の「学会ニュースNO.83J (2006年11月)の挨拶

で、 “レジャー・レクリエーションから「生活の質J(QOL)への挑戦を"と題して、

今、抱える社会の諸問題を、レジャー・レクリエーションの課題として捉え、これか

らの時代に挑戦する「キ一概念」とレジャー・レクリエーションをみなし、そのため

の研究対象を一層横断的・複合的に再検討していく必要がある、と述べています。

この“Qualityof Life"は、時に、生命の質であったり、生活の質であったり、人

生の質であったりもしますが、超高齢化社会、そして既に人生の三分のーが余暇であ

る超余暇社会に生きる我々にとって、 QOLもさることながら、むしろもっと先にあ

る「個人の生活の喜び (EPL=EnjoyingPersonal Living)とは何なのか」を学会として

も明確に示していかなければならない専門領域でもあります。

特に高等教育機関(研究科、専攻、.学部、学科、コースなど)において、レジャー・

レクリエーションの研究・教育が制度化され、カリキュラムとして位置づけられたレ

ジャー・レクリエーションの高度な研究・教育の実践とともに、その高度で学際的な

Disciplineを有する研究者、教育者、指導者の養成・輩出も急務です。

甚だ卑近な例ではありますが、関東学院大学では人間環境学部 (4学科構成)に対

応する形態で、 1研究科1専攻5領域の大学院を2008年に設置することを目途に準備を進

めています。 5領域のひとつに、学会と全く同じ共通言語を有する「レジャー・レクリ

エーション環境領域」が設置されます。レジャー・レクリエーション環境論;レジャー・

レクリエーション・スポーツ特論・セラビューティックエクササイズ特論;スポーツ

医学特論;運動栄養学特論・レジャー・空間・リゾート環境特論;修士論文対応のレ

ジャー・レクリエーション環境演習 1"-'町などが開設予定科目です。

今後、多くの高等教育機関でのレジャー・レクリエーション研究・教育が活発にな

され、高度な人材育成がなされることを願うばかりですが、本学会長としても、また

前述大学院研究科設置構想における研究科委員長予定者としても、学会と密接な連携

をとりながら博士課程までの実現に力を注ぎたいと願っています。

今回の学会大会も多様な発表形式により研究成果の発表の場が準備されています。

また、学会総会では、学会活性化に向けて、いくつかの新機軸が提案されます。多数

の学会員のご参加とご協力により、第36回学会大会が実り多き研究・交流の場になり

ますことを心から願っています。
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日本レジャー・レクリ工ーション学会

第36回学会大会開催要項

大会テーマ「共に育つために求め5れているレジ.ャー・レクリ工ーションJ

1.主 催:日本レジャー-レクリ工ーション学会

2.主 管:日本レジャー・レクリ工ーション学会第36回学会大会実行委員会

3.期 日:平成18年12月2日(土)、 3日(日)

4.会 場:平安女学院大学(高槻キャンパス)

干569-1092 大阪府高槻市南平台5丁目84-1

5.日程

第 1日目 12月2日(土)

11 : 00-----12 : 00 理事会(1号館 2階会議室C.D)

12 : 00-----13 : 1 0 受付 ( 4号館 1階)

13 : 00-----13 : 15 会長挨拶鈴木秀雄 (学会会長)

大会名誉会長御挨拶 山岡景一郎(平安女学院大学学長)

13 : 15-----14 : 30 基調講演 ( 9号館 l階 9-101教室)

「現代社会におけるレクリ工ーションの意義と課題

~保健福祉学の立場から~J

岡本民夫(同志社大学社会学部・同大学院社会学研究科教授)

14 : 45-----16 : 45 シンポジウム(9号館 1館 9-101教室)

共に育つために求められているレジャー・レクリ工ーション

コーディネーター:高橋伸(国際基督教大学)

パネリスト

「こどもの遊びの現状J
酒井妙子(手づくりほいく研究会代表)

「地域福祉の推進に福祉現場としてどのように取り組むかj

村田明子(兵庫県社会福祉協議会総務企画部主任)

「さらに増加する余暇(自由時間)J

吉田圭一(武庫川女子大学文学部教授)

パネリストとコーディネーターのご紹介

第36回学会大会実行委員茅野宏明

17 : 00-----18 : 30 懇親会 (食堂)
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第 2日目 12月3日(日)

9 : OO~ 受付開始

9 : 30~ 10: 30 研究発表

11 : OO~ 14 : 40 

11 ・ 40~12 : 10 

11 ・ 40~12 : 40 

12 : 40~ 13 : 40 

13: 40~14: 40 

( 4号館会議室C.D)

A会場 (4号館4-1 0 4教室 3題

B会場 ( 4号館4-1 0 5教室 3題

C会場 ( 4号館4-1 0 6教室 3題

10 ・相~11 : 40 研究発表 A会場 ( 4号館 4-1 0 4教室 3題

B会場 ( 4号館4-1 0 5教室 3題

C会場 ( 4号館4-1 0 6教室 3題

ポスター発表会場オーブン(4号館 4-101・102教室)

ポスター指定発表時間(発表者配置時間)

昼食(食堂)

総会

研究発表 A会場

B会場

C会場

ポスタ一発表

A-②会場

B-①会場

( 9号館 1階9-101教室)

( 4号館 4-1 0 4教室)

( 4号館 4-1 0 5教室)

( 4号館4-1 0 6教室)

題

題

題

門

d

n

/

」円。

11 : 40~12 : 10 ( 4号館4-1 0 1教室)

( 4号館 4-1 0 2教室)

8題

8題

理事会平成18年12月2自由 11: OO~ 12・00

総会平成18年12月3日(日 12: 40~ 13 : 40 

会場 1号館 2階会議室 C.D. 

会場 9号館 1階 9-101教室

大学食堂:12月2日、 3日両日とも大学食堂の営業はしていませんが、場所のご利用

が可能です。

喫煙所.喫煙は指定された場所でお願いいたします。(学内図参照)
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日本レジャー・レクリエーション学会

第 36回学会大会組織委員会

大会名誉会長

大会会長

大会副会長

匡七 冨量Z
Z回. 守司「

大 会委員長

委員

山岡景一郎〔平安女学院大学学長〕

鈴木秀雄〔学会会長関東学院大学〕

小田切毅一〔学会副会長〕

坂口正治〔学会副会長東洋大学〕

大谷 善 博 〔 学 会 監事福岡大学〕

寺島善一〔学会監事明治大学〕

西田俊夫〔学会理事長淑徳大学〕

麻生 恵〔学会常任理事東京農業大学〕

小椋一也〔学会常任理事国擦医療福祉大学大学院〕

片桐 義晴〔学会常任理事 (社福)新宿区障害者福祉協会〕

嵯峨 寿〔学会常任理事筑波大学〕

下村彰男〔学会常任理事東京大学大学院〕

田中 伸彦〔学会常任理事 (独法)森林総合研究所〕

西野 仁〔学会常任理事東海大学〕

沼津秀雄〔学会常任理事立教大学〕

松尾哲矢〔学会常任理事立教大学〕

山崎 律子〔学会常任理事 (開余暇問題研究所〕

横内靖典〔学会常任理事城西大学〕

天野 勤〔学会理事聖徳大学〕

浮田千枝子〔学会理事群馬松嶺福祉短期大学〕

小野寺浩三〔学会理事 東北福祉大学〕

上村都貴絵〔学会理事 (柑コーソル〕

古城建一〔学会理事大分大学〕

銀持 武〔学会理事社会福祉法人伸生会〕

高橋 伸〔学会理事国際基督教大学〕

田中 光〔学会理事洗足学園短期大学〕

茅野宏明〔学会理事武庫川女子大学〕

土屋 薫〔学会理事江戸川大学〕

マーレー寛子〔学会理事 平安女学院大学〕

師同文男〔学会理事上智大学〕
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日本レジャー・レクリエーション学会

第 36回学会大会実行委員会

マーレー寛子〔平安女学院大学〕

大谷善博〔福岡大学〕

寺島善一〔明治大学〕

西田俊夫〔淑徳大学〕

茅野宏明〔武庫川女子大学〕

小酉治子〔大阪体育大学〕

田島 栄文〔甲子園短期大学〕

長岡雅美〔武庫川女子大学〕

松尾 純子〔大阪医療秘書福祉専門学校〕

麻生 恵〔東京農業大学〕

小椋一也〔国際医療福祉大学大学院〕

片桐 義春((社福)新宿区障害者福祉協会〕

嵯峨 寿〔筑波大学〕

下村彰男〔東京大学大学院〕

問中 伸彦〔独立行政法人森林総合研究所〕

西野 仁〔東海大学〕

沼津秀雄〔立教大学〕

松尾哲矢〔立教大学〕

山崎律子((株)余暇問題研究所〕

横内靖典〔城西大学〕

天野 勤〔聖徳大学〕

浮田千枝子〔群馬松嶺福祉短期大学〕

小野寺浩三〔東北福祉大学〕

上村都貴絵((株)コーソル〕

錫持 武〔社会福祉法人伸生会〕

古城建一〔大分大学〕

高橋 伸〔国際基督教大学〕

田中 光〔洗足学園短期大学〕

土屋 薫〔江戸川大学〕

師岡文男〔上智大学〕

O

※※。。

。。。。。。。。。。。
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0
0

大会実行委員長
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長
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参加者へのご案内

1 .受付

平安女学院大学高槻キャンパス

12月2日(土)12:00"'" 15:00 人間社会学部事務室前

12月3日(日) 9 :00より 人聞社会学部事務室前

2. 参加費

。正会員 4，000円

。その他の一般の方 (大学院生含む)2，000円 (12/3のみ)

。ただし、基調講演・シンポジウムについては公開のため参加費無料

O 学生(学部、短大、専門学校の在学生)参加費無料

3.大会本部

平安女学院大学高槻キャンパス

12月2日(土)…人間社会学部学生研究室

12月3日(日)…人聞社会学部学生研究室

4.昼食

大学付近は住宅街による規制のため、コンビニエンスストア等はありません。

昼食を予約されている方は、 12月3日(日)受付時に食券をお受け取りの上、学食に

てお召し上がりください。学食は、学会昼食予約者のみの対応です。

5.駐車場

お車でのご来場はご遠慮くださL、。

6.喫煙

学内指定箇所での喫煙にご協力くださ L、。
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(発表者へのお願いとお知らせ)

1.発表受付

各発表会場の入口で受付を行います。各自の発表時刻の 30分前までに受付をすま

せ、「次演者席」におつきください。

2.発表資料

口頭発表に関する補足資料等については、 50部を発表受付時に提出してください。

なお、資料には必ず演題番号(例:A -1 )、演題、演者氏名を明記してくださ~'0 

3.発表会場のメディア対応状況

(1 ) パワーポイントの使用

発表会場にはWindows対応ノートパソコンを設置しております。使用希望の方は、

Windows対応のCD又はUSBフラッシュメモリをご持参の上、受付時にお申し出
ください。

(2) OHC ・OHPの{吏用

発表会場にはOHC・OHPを設置しております。使用できるものは、写真や現物、

紙媒体です。希望の方は、受付時にお申し出ください。

(3) スライドの使用

スライド映写機へは対応可能です。希望の方は、受付時にお申し出くださ~'0 

4.発表時間

各発表演題につき、発表15分です (13分ーベル 1回、 15分一ベル 2回)。

なお、質疑討論はー演題につき 5分とし、各発表セッション毎にまとめて行います。

(座長へのお願いとお知らせ)

各発表会場の入口で座長時間の30分前までに受付を済ませてくださ~'0開始20分前

には「次座長席」にお座りください。

時間を厳守して進行するようにご協力くださ~'0 
質疑討論は、各セッション毎にまとめて該当時間でとり行うようにお願いします。

発表取り消しなどで空き時聞ができた場合、討論や休憩にあてられるなど、自由に

ご裁量ください。

(討論者・質問者へのお願い)

挙手のあと、座長の合図を待って、所属・氏名を告げたのち、参加者にわかるよう

に発言してくださL、。
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-第36回学会大会開催地略図

-会場平安女学院大学高槻キャンパス

干569--1092大阪府高槻市南平台5丁目84-1

大学までのアクセス

遠隔地から平安女学院大学まで

古新幹線利用の場合

新大阪 (JR東海道・山陽本線新快速 11分)→高槻

大航空機利用の場合

-関西空港

(JR特急はるか約 50分)→新大阪 (JR東海道・山陽本線新快速 11分)→高槻

.伊丹空港

(大阪モノレール)→南茨木(徒歩一分)→南茨木(阪急京都本線急行)→高槻市(徒歩 8分)

→高槻

-神戸空港

(神戸新交通ポートアイランド線)→三宮(徒歩2分)→三ノ宮 (JR東海道・山陽本線新快速

37分)→高槻

6 

:i:侮a

.a 
注)バス停は「平安女学院大学前Jで下

車ください。この2つ前のバス停が「平

安女学院大学東Jですが、キャンパスま

で少しわかりにくいと思います。
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平安女学院大学高槻キャンパスへは、

JR i高槻Jへ新快速で「大阪」から

約15分、阪急「高槻市Jへ快速特急で

「河原町」、「梅田」から約20分。
J円高槻駅北(京都寄り出口)から市

バス67番「平安女学院大学J行き、 70
番「平安女学院大学経由関西大学」行

きに乗車約15分、「平安女学院大学j

下車すぐ。

JR高槻駅北パスターミナル5番のりぱ

が本学行きののりぱです。



一学内案内図一

理事会会場

( 1号館 2F会議室 C.D.) 

バス停「平安女学院大学前」

4号館 1階(受付、発表

A、日、C会場、ポスター会場)

会議室C、D(理事会会場)

9号館 1階

4号館 1階

9号館 1階(基調

講演・シンポジウ

ム、総会会場)

________.________..............................______...._---------------....--______1 
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日本レジャー・レクリエーション学会

第 36回学会大会

基調講演

シンポジウム



日本レジャー・レクリエーション学会第36回大会基調講演

現代社会におけるレクリ工ーションの意義と課題

~保健福祉学の立場かう~

同志社大学社会学部・同大学院社会学研究科教授

岡本民 夫 氏

大会テーマと講演までの経緯ならびに講師のご紹介

今大会のテーマを決定するにあたり、レジャー・レクリエーションは人が育つには欠かすこ

とができない、という学会会員にとっては当たり前のような視点が出発点となった。人の育ち

に関わるイメージは保育の領域を重複することが多分にある。幼少期に人格形成はおおよそ決

まるとか、少年少女のための児童厚生施設では遊びの指導者が配置されているとか、「育ち」

は子どもを中心に理解されていることは否めない。

他方、人は生を受け死に至るまでのライフサイクルの中で生きている。歳を重ねる度に、そ

の時々にふさわしい生き方を学んだり、継承したりして、人として育っていく O つまり、「育

ち」は保育の領域にとどまらず、生きる人すべてに関係するという視点に、レジャー・レクリ

エーション研究はどう対応していくべきかを論じ合おうという主旨で設定された。

今大会のテーマ「共に育つために求められているレジャー・レクリエーション」にあたり、

基調講演を岡本民夫先生にお願いした。岡本先生は、長年にわたり日本の社会福祉分野や精神

保健福祉分野の発展に貢献されており、 1980年代よりメディアや ITを駆使した教授法の実践

開発にも携わっておられる。また、高校時代に短距離選手、学生時代にはキャンプカウンセラー

を経験され、多くのレジャー・レクリエーション研究者と共通した体験をもっておられる。そ

れらの体験については、岡本先生からお話していただく予定であり、ご講演を依頼した理由も

理解していただけることと思う。(講演当日、配付資料あり)

岡本民夫(おかもと たみお)氏略歴

1936年、和歌山県生まれ。関西学院大学文学部卒業後、浅香山病院神経精神科医局臨床心理部に所属。その

後、熊本短期大学(現熊本学園大学)教授を経て、 1980年より同志社大学。現在、社会学吉開;会福祉学科教授・

大学院社会福祉学研究科教授。

専門分野:社会福祉援助技術(ソーシャルワーク理論史)

社会活動:

主著

元日本社会福祉実践理論学会会長

文部科学省教科書審議会第八部長・会長代理

日本社会福祉学会・学会賞審査委員長

関西社会福祉学会会長

宇治市福祉サービス公社理事長

「ケースワーク研究J(ミネルヴァ書房、 1973年)

「医療福祉の研究J(ミネルヴァ書房、 1980年)

『世界の社会保障・カナダJ(東大出版会、 1998年〉

「世界の社会福祉9 アメリカ・カナダJ(旬報社、 2000年)

「社会福祉原論J(ミネルヴァ書房、 2002年)

-12 
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第36回日本レジャー・レクリエーション学会大会シンポジウム

共に育つために求め5れているレジャー・レクリ工ーション

ノfネリスト 酒井妙子(手づくりほいく研究会)

村田明子(兵庫県社会福祉協議会)

吉田圭一(武庫川女子大学)

コーディネーター:高橋 伸(国際基督教大学)

大会テーマ「共に育つために求められるレジャー・レクリエーション」のもとに開催される

シンポジウムは、テーマ決定過程で、練られた次の 3つのキーワードを中心に展開する予定であ

る。

1.子ども、遊び

2.地域、住民、

3.余暇、将来像

手づくりほいく研究所代表の酒井妙子氏は、子どもの遊び環境の整備を中心に、子どもの遊

び現場を見てきている。特に、子どもは「遊びの天才」という表現についての問t¥かけを始め、

遊びの成立要素の検証、子どもにとっての遊びと大人が考える子どもの遊びの考察、遊びは子

どもに必要か、必要な遊びとは何かについて問い直しているO 本シンポジウムでは、「子ども

の遊びの現状」を中心にご報告とご提案をしていただく。

兵庫県社会福祉協議会総務企画部主任の村田明子氏は、地域と社会福祉を主に日々の業務に

携わっている。他方、高齢者の介護予防や心身の健康保持のための各種体操の啓発にも積極的

に関わっておられる。社会福祉士としての幅広い現場経験をもとに、本シンポジウムでは、

「地域福祉の推進に福祉現場としてどのように取り組むか」を中心にご報告とご提案をしてい

ただく。

武庫川女子大学文学部心理・社会福祉学科教授の吉田圭一氏は、レクリエーション上級指導

者、レクリエーション・コーディネーターとして長年日本レクリエーション協会や兵庫県レク

リエーション協会を支えてこられた。また、各種種目の指導技術の実践的研究だけでなく、レ

クリエーションの定義づけ、ワークシェアリング、そして余暇(自由時間)の変化などの理論

的研究にも携わっているO 本シンポジウムでは、「さらに増加する余暇(自由時間)Jを中心に

したご報告と問題提起をしていただく O

コーディネーターには、国際基督教大学教養学部助教授高橋伸氏にお願いした。国際的なキャ

ンパスで国際色豊かな学生たちを教育している幅広い視野を活かしたコーディネートをお願い

しfこ。

これらの意見やそれを受けての活発な討論を通して、ご自身の研究を振り返り、再認識や新

たな着想へのきっかけとなるなど、今後の研究活動あるいは教育活動に寄与できたら幸いであ

る。

なお、シンポジストの発表概要は次のとおりである。
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こどもの遊びの現状

手づくりほいく研究会代表 酒井妙子

いじめ、自殺といったとても残念な事件報道が相次ぐなか、近年の子どもたちの引きこもり・

不登校・無気力・指示待ち・若年性欝・拒食等という心の問題や変わった行動もとても気にな

るO そして、これらのことが少なからず、本日私に頂いたテーマである「子どもの遊びの現t;ltJ

に関係しているのではないかと思う。

1.果たしてこどもは遊びの天才か

こどもと言えば「遊び」が容易に想像されるように、私達は「こどもは遊ぶものだ」とか、

「こどもは遊びの天才だ」とか思いこんではいないだろうか。果たして本当にそうだろうか。

私が関わっている冒険遊び場に大勢のこどもたちがやってくる。遊び場だけど「遊びにくる」

というよりは「やってくる」と表現した方が彼らの行動を表すのにしっくりしぺ場面が少なか

らずある。例えば、屋外の遊び場なのに大人とお喋りをしたり、ゴロゴロ寝ころんだり、家か

ら持ってきたゲームをしたり、私達が考える「遊び」とはだいぶかけ離れた時間を過ごしている。

2.遊びが成立するための「遊び環境4要素」

「あそびの環境デザイン』の著者、仙田満氏によると、こどもの遊びが成立するには「時間」

「空間Jr友達Jr方法」という「遊び環境の 4要素Jが必要である。「遊びたい!Jという強い

気持ちがあれば、 4要素の成立を待たずして彼らは遊ぶ。しかし、その気持ちに少し元気がな

い時にこれらの要素が必要となる。そこには「自由」が保障され、こども自身が十分な時間が

あると感じること、十分と思える面積や管理や制限のない自由な空間が保障されていること、

遊びたい友達が遊びたい時にいること、そして遊びの方法を伝えてL、く機会や組織が存在して

いることである。遊びの天才と言われたこどもたちがその才能を発揮には、大人社会に存在し

ている時間・空間・人間関係を見直す必要がある。

3. こどもにとっての遊び、おとなが考えるこどもの遊び

最近、遊び場で次のような親子の会話を耳にすることがあり興味深く受け止めている。遊び

場には電車が一両設置され、中で絵本を読んだり、玩具で遊んだりできる。座席に寝ころんで

ゴロゴロするのもなかなか居心地が良くこどもたちには人気。来るなり電車の中に入ってくる

こどももいるが、そこで親たちの「今日は遊ぶっていったでしょ!早く外に出てきて遊びなさ

い !Jという言葉を聞く O かつて「勉強しなさい」と言っていた親たちが今度は「遊びなさい」

と言っている。先ほど「遊びにくる」よりは「やってくる」と記したが、本当にこどもたちは

遊んでいないのだろうか。結論から言うと、大人が「こどもの遊びだ」と考えているような遊

びをしなくなった。「遊び」とは本来どんな活動であっても本人が「遊び」と自分の中で位置

づけた事柄のみが「遊び」であって、これが遊びという活動などなL、。お絵かきが遊びである

時もあれば、そうでない時もあるように、時には算数の計算ドリルや国語の漢字ドリルが遊び

であることもある。
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4.何故「遊び」が必要なのか、必要な「遊び」とは何か

こどもたちは遊びを通して多くのことを育むと言われ、こどもたちが抱えている問題に対し

て「遊び」には大きな期待がかかっている。けれども、こどもたちの「遊びの出発点」は「お

もしろそう、やってみたいな」であり、「あー楽しかった、またやりたいな、よーしもう一度」

である。この気持ちが彼らの「遊び」に対する全てであり、何ものにも代え難い宝物、まさに

生きるエネルギ一、生きる力の源である。大人が期待するものは、こどもの将来にとって必要

不可欠ではあるが、かれらにとってはたまたまの産物にしかすぎなL、。私は「こどもの遊びを

こどもの世界に帰してあげたい !Jと願っている。こどもたちの遊びがこどもたちの世界に帰

ることで、少しずつかもしれないが、何かが、いろいろなことが健康的に変わっていくのでは

なL、かと考えている。

地域福祉の推進に福祉現場としてどのように取り組むか

兵庫県社会福祉協議会総務企画部主任村田 明子

福祉専門職は、常に人を支援することの難しさに日々直面している。地域における他機関・

多職種との連携や支援困難事例だけでなく、利用者・家族からの苦情やトラブ、ルにも対応しな

ければならない現状もある。また、社会的に援護を要する人たちに対する生活圏域を基盤とし

た援助のあり方や、終末期への支えのあり方など、今後、ますます重要になってきている。本

人の真のニーズは何か、最後までその人らしく生きることを支えるということがどういうこと

なのか、地域福祉の推進に取り組む福祉現場の現状から問題点や課題について、次の 4つの観

点、から報告したい。

1.社会福祉・地域福祉の現場を大きく変えた介護保険制度

2.福祉専門職の実態とは

3.問われる権利擁護の視点と地域で暮らすということ

4.求められる協働・多様なネットワークの構築の必要性

さらに増加する余暇(自由時間)

武庫川女子大学文学部教授吉田 圭一

レクリエーションの価値やレジャー(余暇)の機能への期待とともに、それらを司能にする

「量Jとしての余暇(自由時間)に関心を持つことも重要であると思う o 21世紀を迎えて、余

暇の量は増加するのか、減少するのか。

1 労働時間短縮と余暇

わが国、平成17年 (2005)の年間総実労働時間は1，834時間であった。戦後最も多かった昭和



35年(1960)の2，432時間からみると 1年間の総実労働時間が598時間減少したことになる o 1 

日の労働時間を 8時間として換算すると74日間分の減少であるO このように先進諸国における

20世紀後半の労働時間短縮に関する政策あるいは労使聞の努力は、労働時間の短縮による自由

時間の増加を目指したものであった。

2 21世紀の労働量

20世紀の労働は、ある意味で働きたいだけ働ける状態であった。大量消費を支える大量生産

は年々仕事量を増加し、それをまかなう労働力を必要とした。

しかし、資源の枯渇や地球環境再生の必要から、 21世紀の労働は20世紀とは異なった在り方

を模索しなければならなくなったのである。大量消費への反省は地球資源を消耗する生産面で

の仕事量の減少をもたらすであろうし、さらに高度化すると予想される機械化は、人間の労力

が担う部分をさらに奪うことになる。それは必要とされる労働量の減少を意味することになり、

全体としても個人にとっても、量的に今までと同じだけ働くことができなくなる状態を意味し

ているのである。

3 労働力の増加

仕事量・労働量の減少が予想される21世紀は、その一方で労働力の量が確実に増加する世紀

である。国連は50年後の地球人口を89億人と予測している。さらに、働ける年齢が肉体的にも

高くなってきていることや、男女共生社会に関する意識の高まりによる女性の社会進出などか

ら、働きたい人、働ける人がますます増加することは否定できない事実である。

4 労働の分配

今後予想される仕事量と労働力の量のアンバランスをいかにして解決するかは、人類に課さ

れた21世紀最大の課題であるといえる。

その観点のキーワードの一つが労働の分配(ワークシェアリング)である。一定の仕事量の

中で、より多くの人が働くことができる労働環境を作るためには、仕事を分け合うという単純

な法則へ行き着くことしかないのである。当然、自由主義社会・自由経済社会において、それ

ぞ‘れの仕事の持つ意味あいや金銭的な価値まで分け合うことはできないにしても、少なくとも

働ける時間を分け合うことは可能である。

5 余暇(自由時間)の増加

21世紀における余暇(自由時間)の増加は、働きたくても働けない時間が増えてくることに

よる増加である。望まなくても増加する余暇(自由時間)は、これまでの増えることを望んだ

余暇(自由時間)とは少々別の意味を含んだ時間としての認識が必要になってくるのである。

もっと働きたいという意欲や余裕がある労力を、余暇(自由時間)のなかで受け止めなけれ

ばならないのである。余暇活動のひとつとして、働く意欲や労力を発揮できる場を作り出すこ

とが求められることになるO
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日本レジャー・レクリエーション学会

第 36回学会大会発表演題



日本レジャー・レクリエーション学会

第 36回学会大会一般研究(口頭)発表演題

-研究発表 A会場(4号館 1F 4-104教室)

口座長:酉野仁〔東海大学J9 : 30-10 : 30 

A -01 地域青少年活動における学生リーダーの活動意識に関する報告

~都内A区リーダー達の事例~

0栗原邦秋〔余暇問題研究所〕

A-02 デンマークにおける公営高齢者(含認知症者)介護型住居・デイサービスセンター

併設についての報告

.......1 F A会議における訪問見学プログラムから~

0山崎律子〔余暇問題研究所〕

上野幸〔余暇問題研究所〕

高橋和敏〔余暇問題研究所〕

A-03 高齢者介護サービス事業施設別におけるレクリエーションに対する関心について

~レク・セミナー参加者アンケートの

質疑応答

結果から~

O慶田治久〔余暇問題研究所〕

山崎律子〔余暇問題研究所〕

上野幸〔余暇問題研究所〕

口座長:沼津秀雄〔立教大学J1 0 : 40 -11 : 40 

A-04 大学生のオープンウォーター講習における生きる力の変容

0山下雅彦〔福山平成大学〕

A-05 レジャー教育としてのキャンプ・プログラム

""'Camp O-AT-KAにおける実修活動~

0高橋伸〔国際基督教大学〕

慶田治久〔余暇問題研究所〕
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A-06 幼稚園における 2泊3日のキャンプに対する保護者の考え

~私立H幼稚園サマーキャンプを対象とした事例研究~

0知念嘉史〔東海大学〕

大質疑応答

口座長:山崎律子〔余暇問題研究所J13: 40~ 14 : 40 

A-07 民間スポーツクラブに通う中・高校生の生活時間について

0阿部純士〔東海大学大学院〕

西野仁〔東海大学〕

A-08 総合型地域スポーツクラブの運営の実態

~神奈川県内18クラブを事例として~

0吉原さちえ〔東海大学〕

西野 仁〔東海大学〕

A-09 昭和初期刊行の余暇・娯楽関連書籍の情報源

質疑応答

~中田俊造著『教育上より見たる娯楽と休養』と WLeisureand Its Usej 

by H.L.May and D.Petgenの場合~

0西野仁〔東海大学体育学部〕
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.研究発表 B会場(4号館 1F 4-105教室)

口座長:土屋薫〔江戸川大学J9: 30"'" 1 0 : 30 

B -01 介護予防教室における目的別レクリエーションプログラムの開発と効果に関する研究(1)

0小池和幸〔仙台大学〕

高崎義輝〔仙台大学〕

B -02 老人病院における余暇支援

~行事参加者増加への試み~

0左近慎平((医法社)慶成会青梅慶友病院〕

草壁孝治((医法社)慶成会青梅慶友病院〕

B-03 老人病院における余暇支援

~余暇自立支援の試み~

0草壁孝治((医法社)慶成会青梅慶友病院〕

左近慎平((医法社〉慶成会青梅慶友病院〕

質疑応答

口座長:佐橋 由美〔大阪樟蔭女子大学J10: 40"'" 11 : 40 

B-04 高齢者施設における楽しいレクリエーションプログラムの楽しさについての研究

0吉岡尚美〔東海大学〕

植木順子((医)鳳香会デイサービスセンターパラソj川

佐藤宏子((医)鳳香会デイサービスセンターパラソル〕

日
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B-05 温水プール利用者の特性と利用決定要因に関する研究

~ケアポートみまき・温泉アクティブセンターを事例にして~

0徳田つづる〔東京農業大学地域環境科学部〕

上岡洋晴〔東京農業大学地域環境科学部〕

岡田真平〔身体教育医学研究所〕

本多卓也〔東京大学教育学部〕

B-06 伊勢志摩国立公園成立の特異性

0油井正昭〔桐蔭横浜大学、(財)国立公園協会〕

質疑応答

口座長:小池和幸〔仙台大学)13: 40""'14 : 20 

B -07 ["レジャー活動」と「レクリエーション」に関するランダム化比較試験のシステマティック・レビュー

0上岡洋晴〔東京農業大学〕

津谷喜一郎〔東京大学大学院〕

高橋美絵〔身体教育医学研究所〕

本田卓也〔東京大学教育学部〕

春日朔子〔東京大学教育学部〕

山田有紀子(東京厚生年金病院図書室〕

真喜志まり (横須賀市立市民病院鴎室)

下 嶋 聖〔東京農業大学〕

B-08 メディア・ビオトープ構築に関する基礎的研究

0土屋 薫〔江戸川大学〕

質疑応答
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.研究発表 C会場(4号館 1F 4-106教室)

口座長:小野寺浩三〔東北福祉大学)9: 30~ 1 0 : 30 

C-01 元気高齢者に対する要介護予防的運動の積極的導入を図るための視点

~運動形態からの提案~

0田中 光〔洗足学園短期大学〕

鈴木英悟〔東海大学非常勤〕

鈴木秀雄〔関東朝関胤環境調U

C-02 障害者のスポーツにおける EquityとEqualityの視点

~英国の事例から~

O田中暢子〔英国ラフパラ大学大学院〕

鈴木秀雄〔関東鞭増刷環境期

C-03 余暇活動における水の事故に関する研究

~特に新聞の掲載記事分析を中心に~

0鈴木英悟〔東海大学非常勤〕

質疑応答

銀持武((社福)伸生会、関東学院大学大学院〕

鈴木秀雄〔関東!輸大学地調群蹴

口座長:嵯峨寿〔筑波大学) 10: 40~ 11 : 40 

C-04 福祉領域におけるレクリエーションに関する専門家の導入をめぐる提言

~セラビューティックレクリエーションを中心に~

0鈎持武((社福)伸生会、関東学院大学大学院〕

鈴木英悟〔東海大学非常勤〕

鈴木秀雄〔関東明寛博人間環i茸朔D

C-05 社会福祉におけるレクリエーションの展開と課題

~文部科学省検定教科書を通して~

0滝口 真〔西丸訓快割麺襲爵出持団
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C-06 レクリエーション組織とプロスポーツクラブ

とのパートナーシップ事業に関する報告

0竹田隆行〔日本文理大学〕

質疑応答

口座長:滝口 真〔西九州大学J13: 40~ 14 : 40 

C-07 教員養成大学学生における「野外活動」の意識に関する研究

~教員志望者と非教員志望者に着目して~

0佐藤修大〔大阪体育大学〕

松永敬子〔対反体育大学〕

鈴木祐志〔大阪体育大学大学院〕

井津悠樹〔大阪体育大学大学院〕

C-08 地域スポーツイベントにおけるプログラムの満足度に関する研究

0鈴木祐志〔大阪体育大学大学院〕

松永敬子〔大阪体育大学〕

井;畢悠樹〔大阪体育大学大学院〕

C-09 レクリエーション講習会参加者の特性とニーズについて

~平成17年度大阪府レクリエーション協会アンケート調査より~

0横山 誠((財)大阪府レクリエーション協会〕

相奈良律((財)大阪府レクリエーション協会〕

質疑応答
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1 A -011 

地域青少年活動における学生リーダーの活動意識に関する報告

都内 A区リーダー達の事例

栗原邦秋(余暇問題研究所)

キーワード:青少年健全育成 リーダー養成 活動意識

I問題意識

レクリェーションと青少年教育は歴史的にも実際的にも密接な関係にある。近年、暴力

行為、いじめ、自殺、不登校、家出などの増加に象徴される青少年に関わる問題が大きく

クローズアップされている。

こうした背景のもと、地域における青少年教育に関心が集まるなか、橋本らは (2000)、

リーダーセミナー参加者と一般中学・高校生との友人関係意識を比較検討した結果、セミ

ナー参加者に「ひとりよりも友人といることが落ち着く JI互いに悩みを打ちあけられる J

とする傾向が有意であることを検証した。さらに、橋本らは (2001)、リーダーセミナーへ

の参加理由の把握を試み、「学校外の人と知り合える JIさまざまなことに挑戦したい」と

する傾向があることを示した。その一方で、私的生活領域の関心に止まっており現代青年

の特徴(いわゆるミーイズム)の存在を指摘している。

報告者は、従来よりレクリエーション専門家として地域の青少年教育活動に携ってきた

が、平成 17年 4月より都内 A区における青少年健全育成事業の一環である「中学・高校生

対象リーダー養成事業」に携る機会を得ている。ここで、スタッフである 6名の学生リー

ダーの活動姿勢・態度に着目した。それは、互いに親密に和みながらも自分達の役割に対

する責任や使命を充分に果たそうとする真撃な姿であった。

そして、彼らのスタッフ活動を促しているであろう意識の在り様やその形成過程の特徴

を探り得た上で、リーダー養成の受講生を対象に検討を進めた前述の先行研究の結果も加

味して考察を進めるならば、今後の青少年活動の運営に有益な示唆を得られるのではない

かと考えるに至った。現在はスタッフの側にある学生リーダー達自身も、以前はプログラ

ムの受講者だった経緯をもつからである。

E目的

本研究の最終的な目的は「リーダー養成事業等の地域青少年活動におけるリーダー(ス

タッフ)の活動意識とその形成過程を把握し、今後の運営に有効な示唆を得ること」とし

た。その上で、今回は I~ A区中学・高校生対象リーダー養成事業』の学生リーダー達が一

連の運営場面において示す活動姿勢・態度の特徴を探ること j とした。

E方法

報告者が平成 17年 4月より都内 A 区「中学・高校生対象リーダー養成事業 j にディレク

ターとして携るなかで、学生リーダー6名が企画会議・準備作業・プログラム実施中・事

後評価会などの運営場面および関連するインフォーマルな場面において示した行動を観察

し、その具体的な事例を抽出・整理した上で検討を加えた。

4
4
 

0
L
 



IVA区『リーダー養成事業Jの構図と概要

「リーダ}養成事業 jはA区における青少年健全育成事業の一環として、その主旨に「青

少年の意欲を引き出し、青少年がいきいきと取り組み、充実感を味わえる育成活動をめざ

し、青少年が試行錯誤して成長できる場、リーダーとしての力を発揮できる場となること」

(A区長期基本計画・分野別プラン)を掲げて運営されている。当該事業は昭和 43年より

教育委員会の主管により開始され、平成 14年度からは区民生活部へ移管されながら現在に

至る。同区内では 18地区ごとに配置された「青少年対策地区委員会」の主導により小・中学

生を対象にする「リトノレ/ジュニア・リーダー養成」が実施されており、子ども会、祝祭

行事参画、地区キャンプ、各種スポーツ大会などの活動展開を図っている。

本報告で取り上げる「中学・高校生対象リーダー養成事業」は、下図に示すように区内

の青少年リーダー養成事業の到達点的位置に在り、また発信所的機能をも果たしている。

s 六ミ
~ても

A区青少年活動(リーダー養成)の構造園

「中学・高校生対象リーダー養成」のスタッフである学生リーダー達と受講生は、各地

区におけるリトルリーダーや Jr. リーダー活動にも携る機会があり、それぞれにリーダー

シップを発揮している。そして学生リーダー自身も地区の青少年活動における受講者だっ

た経緯をもっている。「持ち上がり/順次指導制」と「循環/還元」の関係が成立すると考

えられる。

中学・高校生対象リーダー養成年間プログラム概要

対象 実施時期 時間×回数 テーマ・概要など

春期 高校生 5・6月 3 x 6回 グル}プワーク・リーダーシップ

夏期 中・高 7 . 8月
5 x 6回

協力・協働・企画・実行
宿泊研修 3泊 4 日

冬期 中・高 1・2・3月
3 x 4回

「遊びの広場(校庭開放)J 
5 x 2回

年度の開始にあたる春期の講座では高校生を対象にする。夏期、冬期へと続く講座にお

いて高校生達が中学生達のまとめ役となることを想定している。夏期の講座は中学生と高

校生がミックスされ、互いに協力し合い共同作業(プロジェクト)を試行することに焦点を

置く。冬期は、受講生が近郊の小学校に赴き児童達に対して遊びのリードを体験する「遊

びの広場(校庭開放)Jをメインに据えている。
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V結果'考察

学生リーダーのプロフィーノレは次のとおりである一一

リーダ -A 女性 保育専門学校生 (保育士志望)

リーダー B 男性 教育大学生 (小学校教諭志望)

リーダー c 女性 体育大学生 (教職・インスト7クト志望)

リーダー D 男性 法学部学生 (具体的志望先不明)

リーダー E 女性 看護専門学校中退 (具体的志望先不明)

リーダー F 男性 教育学部学生 (教職志望)

最年少 20歳。最年長 22歳 O 全員が、 A 区内に在住。同時期に A区 Jr.リーダー養成

講座をおよび中学・高校生対象リーダー養成講座を受講した共通体験がある。

学生リーダー達が示した行動事例

観察場面

事前会議

スタッフ会

行動事例

・議事内容やディレクターの発言を九帳面にメモする

・単に受け身な出席ではなく 自発的に意見を発する

-ディレクターから提供される課題をむしろ期待している様子

・難題(挑戦)課題については、先ず質問して内容の理解に努める

・その上で、簡単に拒否や諦めをせず、「やってみる」と意志を示す

事前準備

話し合い

準備作業

-自主的に集合している

.茶菓を持参する

・話し合うべき主題から容易に逸れて長時間におよぶこともある

.むしろ長時間集うことを楽しんでいる様子

・雑談に夢中となって作業がほったらかされることもある

-準備作業を進めながら受講生の様子を頻繁に会話している

・「前はアアだったのに… Jr学校で旨くいってないのか…」など

.宿泊研修の下見へ自主的に出掛ける

・「全員がその目で確かめて、同じ感覚や意識になりたし、」と言う

.新しいゲームを指導していくことに意欲的

・<ゲームの本>を持参して、内容やリードの方法を質問してくる

.昼休みにソングリードやゲーム指導の練習を自発的にしている

フ。ログラム

実施中

-自主的に余裕のある時間を考えて早めに集合する

・これに遅刻するリーダーには寛容でありつつ互いに「ダメジャン」

自主的に打ち合わせやリハーサノレをすることもある

・受講生への挨拶を意図的に明朗にするように努めている

・「正しく立つ Ji話し方」などには互いに留意を促し合っている

.適切な服装を自主的に心掛けるようになった

・消極的(引込み思案)な受講生には親身にフォローする

.感情が入りすぎて時間配分を疎かにする場面もある

ρ
h
u
 

Q
，ム



• 6色のカバーオールを自費で揃え着用する

-体力的に辛い準備作業にも“嫌な顔"はしない

・重い臼の移動も楽しんでいる様子(男性リーダー)

・追跡ハイクのポイント設定など労力のかかる準備をむしろ好む

・受講生の日記へのコメントを「眠いー」といいつつ詳細にする

・キャンプファイヤーの実施に及んではさらに真剣な顔つきになる

.自分達もよく感激して涙を流している

-全力を出しきる意気込みを示す

・互いのプライパシーにもオープンでよく知っている

・当日に病気や体調不良でも出てくる(安易に休もうとしない)

.女性リーダー達は周到・執劫で男性リーダー達は比較的ドライ

・「もっとできるんじゃない?J Iそこまでやるか?J 

・互いの傾向(個性)を容認して旨くバランスを保っている

・「先輩達がしてくれたことを今後は自分達が…」と言葉にする

O茶菓を持参して長時間に及ぶ“井戸端会議的"な話し合いや和気あいあいと準備作業

を進めている場面には、同好サークル的に交友を楽しんでいる様相が伺える。

Oスタッフとして集うことは、彼らにとっても<居心地のよい場所>になっていると考

えることができる。学生リーダー達は、かつては同じ講習の受講者であったことから

も、橋本らが指摘したセミナーへの参加理由および友人関係意識にある「学校以外の

友人を求めて JIひとりよりも大勢でいることに落ち着きを感じる」という特徴がその

宿泊研修

その他

まま継続しており、さらに補強されているかに考える。

Oリーダー達が示す役割遂行に対する意欲は惜しみないものに伺える。「先輩の後をしっ

かり継いでいこう J とする発言に代表されるように、責任感・使命感を強く抱いてい

るように伺える。これも、かつての有意義な体験を通じて実感した共通の価値観に基

づくのであろうと推察できる。

Oリーダーとしての実質的な役割の遂行には、“仲間意識的"な寛容もみられるが、一定

の厳しさも示ししている。体調不良であってもそれを押して出てくることや、ユニホ

ーム、重労働も厭わずにすること、キャンプファイヤーではとくに真剣になることで、

彼ら自身が“より良き先輩"になろうと努めていることが伺える。

VI結論

今回の研究は A区リ ー ダ ー 養 成 事 業 の 学 生 リーダー達が一連の運営場面で示す活動姿

勢・態度の特徴を探ることであった。その結果、「彼ら自身にとって良き居場所である JI受

講者だった当時に実感した共通の価値観JIより良き先輩として、自分達が実感した価値観

を継続しようとする意識」などを伺い知るに至った。リーダー養成に代表される青少年教

育をより一層有意義に運営していく為には、「順次指導制 Jの成果といえる、これらの特徴

を重視した上で、青少年がその時期に獲得するに相応しい普遍的な価値を導く長期的視野

に立つことの必要性を再認識することができた。しかしながら、今回の研究では客観的な

基準による系統的な分類・分析には至らなかった。今後は、さらに研究方法の検討を加え

ながら研究を継続していくことで、より有効な成果を得るよう努めていきたい。
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デンマークにおける公営高齢者(含認知症者)介護型住居酋

デイサービスセンタ一併設についての報告

-IFA会議における訪問見学プログラムからー

O山崎律子、上野 幸、高橋和敏(余暇問題研究所)

キーワード:高齢者介護型住居、 IFA、高齢者レクリエ}ション、統合介護

Iはじめに

本報告に至った IFA会議・・・ IFAとは、 International Federation on Ageingの省略

名で、老年(加齢)を考える国際連盟といわれる国際 (NGO) 組織である。 1992年に設

立された。全世界における高齢者の QOL向上のための政策や現実を知らせ、教育し、推

進する使命をもっ。昨年までは、 YitzhakBrick(イスラエル)が会長であったが、本年デン

マークの会議において、 IreneHoskinsCアメリカ)夫人が指名された。全世界から 60カ国

以上が参加している。日本からも白石 正昭氏がアクティブに参加し、今年より、穂積 久

医師が理事になった。隔年ごとに世界会議が開催されている。今年デンマーク・コベンハ

ーゲンにおいて第 8回会議が行われた。会議は大別して、経済関係、住宅関係、アクティ

ブ・エージング・ QOL向上関係、高齢者参加によるメリット関係の多領域にわたる。日本

からも 10数題発表された。その他に高齢者介護関係の訪問見学プログラムがあった。

E本報告の目的

本報告は、高齢者介護型集合住居の訪問見学より、介護方針と現実を観察した結果の報

告、およびデンマークにおける高齢者への対応傾向を考察することを目的とした。

盟デンマークの概要

デンマークは、デンマーク王国 (Kingdom of Denmar k) と称されているように、立憲

君主制である。北欧の中で最も南に位置し、国土は、約 4. 3万平方キロメートル(九州

とほぼ同面積)の面積を有する。ヨーロッパ大陸と陸続き(ドイツ)のユトランド半島と

500近い島々からなる。なだらかな地形が続いて、丘陵、森、海岸線などが美しい。人口

約 541万人。 (2005年デンマーク統計年鑑)その首都は、コベンハーゲンである。人口約

50万人であるが、広域首都圏では約 108万人 (2003年)という。 19世紀後半から酪農国

として、経済的にも発展し、農産物加工、造船、機械・化学工業、美術工芸などを基盤と

した近代的工業国となっている。現在、一人当たりの GNPが世界でトップレベルに位置

し、先進的な社会保障制度をもっ福祉国家として知られている。

Nデンマークにおける高齢者への対応傾向

その背景・・・デンマークにおける社会保障制度は、租税による保障方式である。この方

式は、北欧型として北欧一般にみられる。高齢者福祉においても 1974年制定の“社会支

援法" (1998年社会サービス法となり、廃止した)や 1987年の“高齢者住宅法"などが

契機となり、その形態を従来の施設ケア中心から、在宅ケア重視への移行が主流となって

きた。それは、デンマークそのものの核家族中心の家族形態が大きな要因となった。子ど

もは親と同居するようなことはなく、親を扶養することはない。加えて女性の社会的役割

や高齢者の捉え方の変化も要因となった。すなわち 1970年代までは、高齢者を半病人扱

いにして、日常生活に少し支障があると、プライイェム(臼本の特別養護老人ホームに相

当する)に入り、医療と介護を受けるに止まっていた。しかし、 1970年代後半以降から、
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高齢者は誰からの束縛も命令も受けることなく、自由に自分の時間を使える人生であるが

ゆえに、老齢期ではあるが、 QOLをより高められ得る最も充実した時期として理解されて

きた。また 1988年から“社会支援法"によって、プライイェムの新設が禁止された。な

ぜなら、プライイェムは高齢者の真のニーズを無視して一方的に「ケアパッケージ」をサ

ービスするだけで、かえって高齢者の自立を損ない、事実経済的負担が大きすぎるという

事態があったからであろう。それらを是正する基本に、高齢者福祉の 3原則(1989) が打

ち出された。すなわち、継続性、自己決定、自己資源開発などの原則である。

一般的な現状・・・現在、デンマークの高齢者福祉は“統合介護"に代表される。その拠

点になっているところは、地域にある“高齢者センター"で、多様な機能を統合した地域

高齢者サービスを行っている。具体的には、地域ごとの高齢者センター+高齢者住宅+デ

イケアセンター(コモンを含む)を目指している。現在は、高齢者住宅、介護型住宅、ケ

アハウス、プライイェム、グループホーム、プライセンター、アクティピティセンタ一、

配食サービス、ホームヘルプなどあり、多様なサービス機能を果たしている。その結果、

プライイェム入居者数やケアハウスも減少傾向にあるという。

v訪問見学による観察結果

訪問見学対象の概要・・・コベンハーゲン市郊外にある“プライセンター"(かつてはプラ

イイェムとして機能していた施設であったが、改装して介護型集合住宅+デイケアセンタ

ーとして現存している)で、認知症者も居住する。総数 70アパートメントがあり、その

一角にはデイケアセンターも併設されている。介護職員とその他の職員 10数名、および

ボランティアで運営されている。 2階建で中庭もあり、落ち着いた件まいであった。デイ

ケアセンターでは、レトルトのキッチンとその用具が用意され、内装にも家庭的な配慮が

なされていた。

観察結果・・・ちょうど十数人の入居者が集会室で、お茶を飲みながら談笑していた。以

下ディレクターの説明と主な観察結果を列挙することにしたい。

-個々のアパートメントは、狭いながらも、個人の家具が持ち込まれ、内装も個人の噌好

が反映されていた。

・入居者は、圧倒的に女性が多い。

-認知症者の俳佃・無断外出が時々あるが、その事態になると、スタッフが手分けをして

探し出して、連れ戻すとのことである。デンマークの安定した国情によるものと考えられ

る。

・全体的に概観すると、要介護入居高齢者も介護スタッフも、ともに“ゆとり"を感じさ

せた。ごく普通の生活を楽しんでいる様子であった。

VIまとめ

この訪問・見学プログラムは、一瞥ではあるが、レクリエーション関係者に対しでも大

きな示唆を与えてくれた。すなわち、国状の違いがあるにせよ、ゆとりを感じさせたこと

は大きな刺激となった。高齢者レクリエーション活動支援に関しでも、その置かれた状況

によって柔軟に対処する必要を再確認した。現在日本の高齢者福祉においても、制度的に

は目覚しく進展しているが、名実ともに高齢者の QOLを高められるように期待するとこ

ろである。 以上
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高齢者介護サービス事業施設別におけるレクリエーションに対する関心について

ー レ ク ・ セ ミ ナ ー 参 加 者アンケートの結果から一

O 慶田治久(余暇問題研究所) 山崎律子(" ) 上野幸(" ) 

キーワード: 高齢者介護、レクリエーション・セミナー

1 .はじめに

高齢者介護福祉とレクリエーションに関する問題は、近年本学会をはじめ他の学会にお

いても注目されており、多くの研究発表がなされている。山崎、上野、慶回らもデイサー

ビスや特別養護老人ホームの現場事例を基に研究を行なった(レジャー・レク研究 39号

1998、51号 2003年)。その中でレクリエーションに対する正しい理解やプログラムに対

するマンネリ化を危慎している実態や指導・支援のための技術の向上や教育の必要性を述

べている。

介護福祉に関するレクリエーションの教育プログラムとしては とくに日本レクリエー

ション協会が公認する福祉レクリエーション・ワーカーや各介護福祉資格取得のためのカ

リキュラムとして行なわれている。しかし、このような公認の資格としてではなく「レク

リエーション」をキーワードに民間組織として研究者らがセミナーを主催してきた。この

セミナーに多数の参加者が集まっている背景には、レクリエーションに対する介護福祉施

設の関心が潜在的に高いことを示すのではないかと考える ο また、参加者により良い内容

のセミナーを開催し、高齢者介護福施設におけるレクリエーションの啓蒙を進めていくた

めには高齢者介護施設のレクリエーションに対する関心の実態を把握することが重要と考

える。

2.目的

本研究は実践研究として、高齢者介護サービス事業施設別のレクリエーションに対する

関心の実態を把握する。あわせて民間有料セミナー参加者のアンケートに見られるセミナ

ーへの参加動機やセミナーへの感想を分析することを目的とした。

3.研究方法

・対象 A社が主催する有料の「レクリエーション・セミナー」の参加者

-方法:セミナー終了時に実施された参加者アンケートをもとにその参加者所属施設、

参加動機を集計。また、アンケートに書かれた感想をまとめる

・期間:2005年 8月から 2006年 5月

・セミナ一実施回数:調査対象期間中全 27回

.参加者総数 1601名

・実施都市:青森(1)、仙台(1)、高崎(2)、千葉(1)、埼玉(2)、東京都内(1)、府中(1)、

横浜(1)、静岡 (2)、名古屋(3)、大阪(2)、京都(2)、神戸 (2)、岡山(1)、

広島(1)、金沢(1)、福岡(1)、北九州 (1)、沖縄(1)

※(  )数は、 1会場における実施回数

・アンケート回収数 1523

"A社セミナ}の主な内容:rレクリエーションの正しい理解Jrプログラムの立案方法」

「具体的支援方法J
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4.結 果

表 1 事業施設別参加数割合

施設名
通所系 グノレ」プ 介護老人 特別養護 有料老人

その他
施設 ホーム 保健施設 老人ホーム ホーム

% 51.13 7.65 14.10 11.70 3.39 12.03 

表 2 参加動機

参加動機: 本人の意思で

%47. 2 1  

<アンケートの感想>

・レクリエーションの基本的な考え方を学び、知識が広げることができた 0

.介護現場を経験した上での具体的な説明や支援方法がわかりやすかった

・「大人の幼稚園」と言われて心が痛んでいたが救われた気がした。

・職場が変わりレクを担当することになり、何をどのように行なったらわからなかったが

上司に勧められて その他

47.67 5.12 

ヒントを得られた。

・車椅子や身体麻療、認知症利用者への対応を学ぶことが出来た。

.可能ならば定期的に職員を受講させたい。

5.考察

・事業施設別参加数では、デイサービスに代表される通所系施設が全体の半数を占めてお

り、これらの施設での関心が最も高いことが明らかとなった。

・通所系施設に比ベグループホームや特別養護老人ホームなどの参加数の少ない理由は、

認知症や麻療などの高齢者に対して「レクリエーション活動は難しい」といった先入観

が背景にあるのではないかと考える。

・レクリエーション・セミナーへの参加の動機は、「本人の意思」、「上司の勧め」が約半分

ずつを占めている。これは管理者側にレクリエーションに対する関心が高いものと推察

される。

・参加者はレクリエーションに関する継続的な教育機会への参加意欲は高いと考えられる。

・レクリエーションの基本的な考え方、介護の現場や要介護高齢者を熟知した支援方法を

学ぶことは、本人の自信を高め、今後のレクリエーション支援への意欲を高めることに

もつながっている。

・認知症や麻療、車椅子など多様な利用者に対するプログラムやそれらを一同に支援する

現場を持つことへの課題を感じている現状にある。

6.まとめ

今回得られた知見から、研究者らの先行研究と同様な結果となった。すなわち、レクリ

エーションへの正しい理解を促すこと。またそれらを理解した上で、認知症や身体能力の

低下のある高齢者へのレクリエーション活動支援にも、支援の基本や技術を高めていくこ

とが高齢者介護福祉のレクリエーションにより必要であると考える。

これらのことを踏まえて、今後もより良いセミナーの実施に努力していきたい。
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戸三田

大学生のオ}プンウォーター講習における生きる力の変容

O山下雅彦(福山平成大学)

1 .目的

わが国は，中緯度帯に存在して南北に延び

四方を海に固まれた島国で，海岸線 34，000km

余りを持つ，環境的には海洋スポーツ・レクリェ

ーション活動の場に恵まれた特徴をもっている.

中でも，スクーパダイピングは， SSF(2006)の調

査によれば大学生が今後行いたい運動・スポー

ツの上位種目である.また，教育的潜在能力が

高く，ストレス解消の効果に優れていると報告さ

れている.

そこで，本研究では， 2泊 3 日のオープンウォ

ーター講習が受講した学生の「生きる力 jの変

容について検討していく.

II.方法

1.調査対象

調査対象は大学生 28名(男子 17名，女子

11名)で、あった.

2.講習概要

講習内容は，指導団体 PADIオープンウォー

ター講習のプログラムに沿って平成 18年 6月

13，20，27日に学科講習を大学学内で行い， 7 

月 7日'"""'9日の 2泊 3Sで，高知県柏島にお

いて海洋実習を実施した.

講習以外の行動計画は全て受講者全員で

計画を立てるとともに，宿泊についてはテント泊

とし，食事は自炊を行なった.

3.調査方法

調査は， Pre-testとして実習出発前に，

Post-testとして大学到着後に行った.IIKR評

定用紙Jによる評価とともに，自由記述による評

価も行い，学生のスクーパダイビングへの印象を

とらえる手段とした.なお，統計処理にはヱクセ

ノレ統計 2006(アドインソフト)を用いた.

4. rIKR評定用紙」

橘らは (2003)，長期自然体験村で小中学

生を対象に行ったキャンプに対して， fIKR評定
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用紙jを用いて評価を行い， f生きるカ jの変容

に焦点をあてたキャンプの評価およびキャンプの

環境条件やプログラムの差異から生じる変化に

ついて報告している.この報告では， r生きる力 j

を伸ばすキャンプとそうでないキャンプが存在す

ることが示され，プログラムの違いによって，キャ

ンプの効果に差が出ることを客観的に指摘して

いる.fIKR評定用紙jは 14の下位尺度ごとに 5

つの質問が用意され， 70からなる質問項目で

構成されている.そして， 14の下位尺度は 3つ

の中間尺度でまとめられ，これら 3つの尺度をま

とめたものを「生きるカ jとし，この「生きる力 jを

utg定するために作られた評定用紙である.

fIKR評定用紙」の評価 1'"""'6をそれぞれ， 5 

点-----0点とし， 70項目の質問の合計点を求め，

参加者全員の得点をもとに平均点を求め，講

習前後で比較した.なお，各下位尺度 5項目の

うち， 1項目は反転項目としているため，それら

については，評価の 1~6 について，それぞれ O

点 -----5点を配点した.

m.結果および考察

1. fIKR評定用紙jによる総合評価

評価の結果は，図 1に示すとおりとなった.講

習開始前の得点は 132で、あったが，講習終了

時には 269 となり，有意に得点が向上した

(pく0.01). 

このことから，受講した大学生に対して， 2泊

3 日と短期ではあるが，ダイビングの効果として，

生きるカの全体にわたって好ましい影響を与え

たと考える.
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2.下位尺度の変化による評価

14項目からなる下位尺度の変化は図 2に示

すとおりとなった.図から明らかなとおり，すべて

の指標において，受講後の得点が上昇し，その

上昇が統計的に有意であった(pく0.01). 
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このことから，海中，海底と閉ざされた自然環

境と制限された動きなど，様々な課題を克服し

ながら行ったことで，オープンウォーター講習をと

おして自然のすばらしさを体感していることが窺

える.

3.中間尺度からみた評価

下位尺度の 1から 7の心理的社会的能力， 8

から 11の徳育的能力，そして， 12から 14の身

体的能力の視点からみた評価が図 3である.図

に示すとおり，すべての項目において，講習実

施後の得点は増加しており，その増え方は統計

的に有意で、あった(p(O.ol)• 

この結果から， 2泊 3日とし、う短期ではあるが，

受講生にとって，これらの能力を向上させる上

で十分な影響力を与えることが示唆された.

心理的社会的能力特

徳育的能力紳

匝国
身体的能力梓

50 100 

「生きるカJ各能力の実習参加前後の比較
P<O.Ol 

N.まとめ

1.本報で調査したrIKR評定用紙jによる評価

は，講習実施後，有意に上昇しオープンウ

ォーター講習が「生きるカ」を上昇させる意

味で有効であることがわかった.

150 

2. r心理的社会能力 Jr徳脊的能力 Jr身体的

能力 jの 3上位指標すべてで有意に上昇が

認められ，オープンウォーター講習において

これらの能力を高めることがわかった.
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レジャー教育としてのキャンプ・プログラム
-Camp O-A T -KAにおける実修活動一

高橋 伸(国際基督教大学)慶田治久(余暇問題研究所)

キーワード: レジャー教育、組織キャンプ、キャンププログラム、実修、 CampO-AT-KA 

1、はじめに

本報告は、アメリカ合衆国で行われている夏期少年長期キャンプにおいて、プログラムの中心

として日課的に行われている各種スポーツやハンドクラフト アート活動に焦点を当て、キャン

プで行われるレジャー教育としての意義及び機能を明らかにすることを試みたものである。

アメリカ合衆国の組織キャンプは 19世紀末から 20世紀初頭に数多くのキャンプが設立された。

既に 100年以上の歴史を持ち 現代アメリカ社会において子ども達の代表的な夏のプログラムと

して定着している。期間は 1週間から 4週間、居住型キャンプ施設に滞在し、スポーツ、ハンド

クラフト、アート、音楽、演劇、里子外活動などさまざまなレジャー活動を体験する c こうした活

動は長年にわり子ども達の心身の成長に有効であると実施、改善されてきたものである G 今回は

特にキャンプの中心的プログラムである日課的活動を取り上げ、キャンパーの生涯に関わるレジ

ャー教育としての機能という視点から、これらの活動の内容やその狙い、さらにその意義を明ら

かにし、今後の日本における諸活動に応用することを目的として検討したの

本報告は高橋が 1997年(6-8月、 8週間)及び 2006年(6-7月、 5週間)にアメリカ合衆国メイン

(Maine)州セベーゴ (Sebago) 湖畔のキャンプ・オーアトカ (CampO-AT-KA) にスタッフと

して参加し、その実地調査および参加経験を通して報告するものである。

尚、ここでは日課的活動を「実修J活動と呼ぶこととした。キャンプ・オーアトカではこの活

動を ICrafts Jと呼んでいる。 ICrafts Jの持つ「技能、特殊な技術Jという意味合いとキャン

プにおけるその目的・役割から、各種スポーツ活動、創作活動、芸術活動などに豆る固有の技能を

学び修めるという意味で使用されていると考え O 日本語で言うクラフト=手工芸という意味合い

とも区別するために「実修J という呼び方をする。

2、キャンプ・オーアトカの概要

設 立:1906年(明治 39年)、米国キソスト教聖公会(EpiscopalChurch)デネン牧師(Rev_

Dennen) によって創設され、本年 100周年を迎えた。メイン州で現存する 3番目に

古いキャンプ。

名 称:Camp O-AT-KAo O-AT-KAは“OurAim to Keep Achieving" というキャンブ標語の

頭文字。

所 在:米国メイン州(米国最東部)南部、セベーゴ湖畔(南西部)、敷地約 12.3万坪

施 設:キヤンパー用キャビン 20棟、本部棟、食堂、教会、講堂、看護棟、スタッフ用キャビ

ン等 30棟、水上活動施設、各種スポーツ施設、各種クラフト工房、砂浜、小島等

期 間:スタッフ・トレーニング、準備 (6119-24)、第 1セッション (4週間、 6125-722)、第

2セッション(3週間、 7/23・8/12)

参加者:主に東部州からの少年 (7~15 歳)約 110 名 (2006 年、第 1 セッション)。スタッフ・

看護師、キャビンカウンセラ一、 CIT、管理担当等約 45名

構 成・ 1 グループ 5~7 人にリーダー、アシスタント 2 名 C グ、ループの年代によりジュニア (7

~11 歳)、ミドル(12 ・ 13 歳)、シニア(14 ・ 15 歳)の 3 つのユニットに分けている。

日 課:旗揚げ、食事、掃除、水泳、実修活動、午睡、イブニングプログラム、キャビンタイ

ム等。
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特別行事:ギャラハードプログラム(儀式行事)、日曜礼拝、ハイキング、海水浴、独立記念日、

スポーツ大会、ダンスパーティー、野球観戦、 トリップデー、アウトトリップなど。

3、実修活動の概要

キャンプ・オーアトカにおけるキャンフ0 ・プログラムは、大別すると日課的に行われる実修活動、

食後のイブニング・プログラム、毎週水曜日ユニット別に外出するトリップ・デー、希望者のみ参

加のアウトトリップ、そしてスポーツ大会やキャンプファイアーなどの特別行事などがある。

その中でもキャンプの中心となるのが実修活動である。実修活動は 1コマ 55分(移動 10分)

で朝 9時から 3コマ、午睡後 2時半から 3コマおこなわれる。キャンパーは事前に自分が参加し

たい活動を申請し、プログラム・ディレクターによって予定が決められる O 但し、午前中 1コマは

水泳(必修)が入る。 2週間で合計 8~10 回行われ、このスケジュールは 2 週間毎に変更される。

活動種目には水上活動(水泳、カヌー、カヤック、ヨット、競技ヨット、水上スキー、ライフ

ガード)、スポーツ活動(テニス、サッカ一、バスケットボール、野球、ラクロス、アーチェリ一、

ライフル射撃、陸上)、野外活動 (Jr.メイン・ガイド、自然・環境、クライミング・ウオール、釣り、

フライ製作、釣竿製作)創作活動(陶器、ステンドグラス、木工、写真、アート&クラフト、ロ

ケット製作、音楽、スチールドラム、演劇、オーアトカ補修)など 30種目以上あり、それぞれ

の活動には専門的技術や資格を持ったリーダ-~アシスタントが 1 ~3 名っき指導に当たる。

4、レジャー教育としての実修活動

1 )生涯行える活動を学べる。

種目はどれも生涯を通して楽しめるスポーツ・趣味活動で、多岐にわたる種目が用意されてい

る。キャンパーは自分の興味や希望で最大 10種目(水泳を除く、 5種目 X2週)を経験できる。

さらに 1 種目につき 8~10 回できるので、ある程度の練習によりその活動をより理解し、自分に

合った活動であるか確かめる余裕もある O さらに、気に入った活動は 4週間続けて楽しむことが

でき継続して能力・興味を伸ばすことも可能である O

2 )活動の技術、知識、態度が体系化されている。

各活動には年代を加味した、技術、知識、態度の習熟目標が体系的に設定されている。この習

熟度には年代とともに段階が設定されていて、担当リーダーによって評価され認定される。この

認定の段階によって活動の自由度や創作範囲が増したり、難易度が高くなったり、使用器具が増

えたりする。認定の証として山形袖章 (Chevron) が授与されインセンティブにもなっている。

また通常の活動に加えて、スポーツ活動においては本人の希望、予選会、リーダーによる選考

により年代ごとにキャンプ代表チームが組織され、近隣キャンプとの対抗試合を行う。創作活動

では展示の機会を設けるなど、向上心や達成感を高めるように配慮、されている。

3 )異年齢聞の交流がある

それぞれの活動は個人の希望から参加者を構成するので異年齢のキャンパーが一緒に活動を行

う。但し、年齢層によっては体力差、技術差があるので練習効果や安全面を考慮し、なるべく近

い年齢層を集めて行うよう配慮されている。年少者は年長者の行動を見習い、年長者は年少者の

面倒を見たりすることがごく自然に行われ、異年齢聞の交流もなされている。

5、まとめ

幼少期、青年期に遊び経験の多い者は、その後のレジャー活動に積極的で満足度も高いといわ

れている。年少時から多様な活動を体系的に経験するとは、自分の興味、噌好に合った活動を見

出すことができ、生活の質を高めること、そして豊かさへとつながる C この実修活動が例えば、

これから期待されている青少年育成を目的とした継続的な地域活動や放課後プログラムなどを進

めてゆく上でも有用であると考える。

ロリ
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幼稚園における 2泊 3日のキャンプに対する保護者の考え

ー私立 H幼稚園サマーキャンプを対象とした事例研究一
知念嘉史(東海大学)

I.はじめに

多くの幼稚園や保育所では、年中児 (4~ 5歳)または年長児 (5~ 6歳)に、圏内お

よび、圏外の施設を使用して l泊ないし 2泊の宿泊を伴う行事を「お泊まり保育Jや ro
Oキャンプ」などと称して実施している。はたして、生後 3年から 6年間ほとんど親から

離れる経験の少ない子どもたちが、 2泊 3日のキャンプを行うことを保護者はどのように

考えているのであろうか。そして、 2泊 3日のキャンプは子どもたちにどのような影響を

与えるのであろうか。

本研究は、幼稚園における 2泊 3日のキャンプを保護者がどのように考えているのか、

意識調査を行い、幼稚園における 2泊 3日のキャンプの必要性や実施する際のポイントを

明確にすることを試みた。

II. H幼稚園年長児サマーキャンプの概要

私立 H幼稚園は、 1973年に神奈川県伊勢原

市に開園した。 1976年度から 30年に渡って

圏外の施設で 2泊 3日のキャンプを「サマー

キャンプJ と称して実施してきた。現在は、

幼稚園からパスで 1時間以内の神奈川県愛甲

郡愛川町の「愛川ふれあいの村」で実施して

し、る。

2006年度は 7月 18日から 20日の聞に、年

長児 63名とスタップ 24名(教職員 19名、医

師 1名、大学生 4名)で実施された。

キャンプは、教員 1名に対して園児 7名の

グ?ループで様々な活動を行う。日中は、自然

を生かした工作やネイチャーゲームのコーナ

ーを施設内に数カ所設置し、グループで話し

合いをしながらコーナーを回る活動(コーナ

ー活動)を中心に、夜は一般のアンサンプル

バンドを招いてナイトコンサートやキャンプ

ファイヤーを行った。このキャンプは「ゆっ

くり、ゆったり」をモットーとし、時間通り

にプログラムを進めることに拘らず、園児と

話し合い、教員が園児の様子を見ながら、そ

れに合わせて 3日間を安全に過ごすようにし

ている。
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1日目

9:45 

10:30 

11 :30 

13:00 

15:00 

]7:00 

18:00 

19:30 

21:00 

表 1 サマーキャンプ日程表

活動 2日目 活動 3日目 活動

7:00 起床 7:00 起床

7:30 執のつどい 7:30 朝のつどい

8:00 朝食 8:00 朝食

9:00 コーナー活動

登園(自主登園)

10:00 Fr田 time

出発

到着 ]]:30 昼食

昼食 12:00 昼食

散策 12:30 退村式

入村式 13・00ふれあいの村出発

13: 15 休息

コ}ナー活動 l4:00 お話広場 14:00 到着

おやつ 15:00 おやつ 15:00 解散

入裕 ]7:00 入浴

夕食 18:00 夕食

ナイトコンサ}ト 19:30 キャンプファイア}

就寝 21:00 就寝

スタッフミーティング スタップミーティング
」



rn.研究目的

本研究は、幼稚園で実施された 2泊 3

日のキャンプが保護者にどのように評価

されているかを明らかにし、今後のキャ

ンプ実施に役立てることを目的とする。

N. 研究方法

H幼稚園の年長児 63名の保護者に幼稚

園行事に 関 す る 意 識調査を実施した

(2006年 9月)。その調査の「サマーキ

ャンプについて」の項目の中から、「キャ

ンプの日数について」、「出発前は心配だ

ったか」の質問と、自由回答項目の「幼

稚園教育における宿泊を伴う行事の必要

性Jr子どもを参加させる前に心配だった

理由、心配ではない理由」について分析

を行った。

V. 結果及び考察

今回の調査は、年長児保護者 63名中

56名(回収率 88.9%)から回収した。

1 . r幼児教育における宿泊を伴うプログ

ラムの必要性について

宿泊を伴うプログラムの必要性につい

ては、「必要J53名 (94.6%)、「わから

ないJ3名 (5.4%)、「不要J0名であっ

た。

「必要Jと回答した理由(表 2) は、

主に「自立、自主性を養うから」、「貴重

な経験になる」、「成長するから」、「その

他j に分類できた。この結果は、文部科

学省の中央教育審議会スポーツ・青少年

分科会が実施した「子どもの意欲・やる

気等の向上・低下に係る調査研究成果・

事例の収集調査」の結果において、「達成

感や成功体験が得られ、自信を持たせる

活動」として、キャンプや野外体験活動

を上げている事と一致し、幼稚園におけ

るキャンプでも、同様な効果が期待でき

るO

表 2 幼稚園教育における宿泊を伴う

プログラムの必要性

自立、自主性(全11コメント)

親も子供を思いつつも巣立ちの心の準備が必要。子供|
も自立が必要。

親から離れ友達とキャンプすることで、自立する心が
養われると思う。

自立心を養い、友達同士の連帯感をやしなうのにとて
もよい経験になると思います。

子供の自立(精神面、生活面)を後押しするものとな
る。仲間と協力して過ごす大切さを学べる。

親と離れる自立心やお友達と過ごす仲間意識は、家庭
では経験することの出来ない貴重な行事です。

経験をするから(全7コメント)

やはり親冗を離れてお友達や先生と過ごす事は子供に
とって、とても貴重な体験だと思う。園以外では結局
は「身内のお泊まり j しかできない。

家庭から離れての集団生活は子供達にも刺激になり、
たくさんの事を経験できると思います。

絶対に必要であるかはわかりませんが、普段生活をと
もにしているお友達と力を合わせながら、親と離れて
過ごした経験は、とても貴重だったと思います。友情
や自立心、自分にとっての家族という意識、そんな大
切事を心に芽生えさせて頂いた気がします。

お友達とともに、親のいない夜の時間を持つという機
会があっても良いと思う。それにより、子供も親も成
長、また何か新たな発見につながると思う。

成長するから(全10コメント)

子供自身がいろいろな意味で成長すると思う。

親と離れて精神的な成長が絶対あると思うからです。

精神的な成長が見られことが大きいです。年中の 1泊
2日では、本人が不安な様子がありましたが、 2泊3
日のキャンプとなると、自分達でどうにかしなくては
と思うのか、洋服の出し入れを考えたり、生活に工夫
が見られるようになりました。

親と離れて集団で宿泊することで精神的成長が見られ
たように思います。

その他

新しい世界を知る良い機会。

集団生活に慣れる為に必要だと思う。

幼稚園を決める時に、お泊まり保育があるかどうかで
決めている人に出会い、子供は楽しかったといつまで
も思い出に残ると聞いたけど、私にとっての必要性は
わからない。
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2. キャンプの日数について

H幼稚園では、年長児の精神面や体力面

を考慮し、 2泊 3日で実施している。それ

に対して保護者は、 46名 (93.9%)が「適

度J0 r長しリ「少なしリ「わからなしリと回

答したのはそれぞれ 1名 (2.0%)であった。

この結果から、ほとんどの保護者は 2泊 3

日を適度であると考えている。ちなみに

[キャンプに対するご意見、感想」の自由

記述項目で、「親の方が 3日以上は心配にな

って待っていられなくなりそう」との意見

もあった。実際、キャンプが終了して幼稚

園で再会した時、涙を流すのは親の方が多
し、。

3. キャンプ実施前の心配する事について

キャンプ実施前に保護者が子どもの事を

心配していたかについては、「とても心配だ

った」と「まあまあ心配だったJを合わせ

ると 16名 (32.7%)、「あまり心配ではなか

ったJr全く心配ではなかったJを合わせる

と33名 (67.3%)と予想していたのと逆に

心配はしていなかった。その理由(表 3) 

は、心配する理由として、「ケガ、体調面で

の心配」、「親から離れたことがなし、から心

配J、「友達とトラブルを起こさないか心配」、

「排世に関する心配Jに分類できた。逆に

心配ではない理由は、「引率者に対する信

頼人「楽しみにしている子どもの様子からJ、

「宿泊経験があるからJなどであった。

ちなみに H幼稚園では、年中児に幼稚園

のホーノレで 1泊するプログラムを行い、

翌年に 2泊のサマーキャンプを行っている。

その経験が保護者や子どもたちに心配させ

ないのであろう O

表4は、今年度の年中児と年長児の保護

者の x2検定を用いた比較を見ると理解で

きる。年中児の保護者の方が年長児の保護

者よりも心配している事が明らかである O

日む
の
〈
リ

表 3 実施前に心配する理由、
ケガ、体調面での不安

ケガ、発熱等が心配。

健康面の心配以外は特になかった。

気候が不安定のため健康面が心配だった。

帰りたいという気持ちが強すぎて体調をとわす
のではなし、かとし、うこと。

1人で身のまわりの事もできていましたので、|
そういう点では先生にあまりご迷:事惑をお掛けす
る心配はないと思いましたが、 故やケガにつ
いて少しJじ、配でした。

親から離れたことがないことからの不安

親から離れたことがないので、どうなるかわか
らなかった。

いつも母と親耳蔓と一緒に寝ていたので、お友達と
ちゃん オLるか少し心酉己でした。

幼稚園のサマーキャンプ以外、親と離れて泊
まったことがないので心配だった。

友達とのトァブノレを起こす不安

幼稚園では我慢出来ているような事が、家庭で
は我慢できず甘えたり、怒ったりする事が多い
為、友達と過ごす時間の長いキャンプで、 トラ
ブノレを乗り越えられるか心配で、した。 しかし、
頑張って欲しいという期待もありました。

トァブ、ノレなしに長時間お友達と過ごせるかど、う
か。お家に帰りたいと言い出すのではないか。

排世に関する不安

夜におねしょをすることがまだ、あるので。

トイレ面のみ心配でした。

弓|率者に対するイ百頼による安心

日にちが近づくと本人は少し気弱になりました
が、家庭ーでできることは練習しておいたので、
あとは、幼稚者園の全てのスタップを信頼してい
たので、保護 は全く心配しておりませんでし
た。

先生方がたくさんいるので、心配ないと思いま
した。日常生活から他の学年の先生も、子供を
みていてくださるのがわかるから。

先生方を信頼していたので。

毎年同じ施設を利用してし、る為、先生方が慣れ
ているから。医師も同行して頂いているから o

先 生 方 を 信 頼 し て い ま す し 、 園 医 が 同 行 し て く
ださるので心配はありません。

塵l医が一緒なので心配がない。すぐに迎えに行
ける場見斤で行われているから。

楽しみにしている子供の様子を見て安心

年中時に一度経験しており、本人はとても別l白j
きに楽しみにしていた為。

子供自身がサマーキャンプをとても楽しみにし
ていた為。

実施前から楽しみにしていたし、親は「ついて
来てはダメだよ」ど話してし、たので心配はして
いませんでした。

親がいると甘えてきますが、いないと思うと
しっかりしなければという自覚を持つタイプだ
と信じているので。

宿泊経験による安心

年長だし昨年 1泊経験しているので。

年中時に宿泊を経験していたから。

子供だけでお泊まりしたことがあるから。

年中サマーキャンプを経験しているので。

その他

国
H
はま主庭賛成の教し育て方針が自主、 自斗斗Lなので

| いる。



VI. まとめ
表4 宿泊前の保護者の心配する年中児

保護者と年長児保護者の比較本研究は、幼稚園における 2泊 3日のキ

ャンプに対する保護者の評価を考察したも

のである。この研究で明らかとなった点は

次のようである。

1.約 9害11の保護者が宿泊を伴う行事を

「必要Jと考え、 2泊 3日の日数について

も「適度」であると回答した。

2. I必要Jな理由は、「自立や自主性が

養われるJI貴重な経験J 成長するから」 ※x2 =10.71 P=O.013 

であった。

3. 約 3割の保護者はケガや体調面、友達とのトラブ、ルなどを心配していた。残りの約

7割の保護者は引率者を信頼している事、出発前に楽しみにしている子どもの姿を見る事、

事前の宿泊経験がある事などから心配してはいなかった。

4. 事前に 1泊での予行演習などを行っておくと、子どもたちは次のお泊まりを楽しみ

に迎えることができ、保護者も安心して送り出すことができる。

全体を通して、幼稚園における 2泊 3日のキャンプについて、保護者は肯定的に捉え、

高く評価している事が伺えた。

今回の調査では、保護者側のみに調査を行った。今後は、スタッフ側の評価や、プログ

ラムや運営の検討も行い、幼稚園や保育所での宿泊行事がさらに質が向上するよう探求し

ていきたい。

とても心画己 まあまあ心配 あまり心配で 全く心配では
だゥた だった はなかった なかった

人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 合計
(人)

年中児 18 27. 7 21 32.3 20 30.8 6 9.2 65 保護者

年長児 4 7. 1 16 28.6 29 51. 8 71 12.5 56 保護者
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百三回

民間スポーツクラブに通う中・高校生の生活時間について

O阿部純士(東海大学大学院生) 西野仁(東海大学)

1 ，はじめに

1997年中央教育審議会は、一人一人の能力・適性に応じた教育を実現する上で、それまでのよう

な与えられた教材や機会を単に受け入れるのではなく、主体的に行動することが必要であるという

主旨を第二次答申に盛り込んだ、。 1) また、 2000年 9月にスポーツ振興基本計画が文部省(現文

部科学省)によって策定され、 10年間で全国の各市町村に最低 Iつの総合型地域スポーツクラブの

育成を全国展開するという目標が掲げられた。 2)

こうした社会状況の変化に伴い、中学生・高校生のスポーツは、それまでの学校教育の一環であ

る部活動一辺倒から、民間スポーツクラブ、あるいは総合型地域スポーツクラブなどを含めたより

広い範囲へと、機会・空間が急速に拡大しつつある。このことは、それまでの学校と家庭・地域と

いう単純な図式に、学校の部活動とは異なるスポ}ツクラブという別の機会・空間が加わったこと

になり、その結果、中・高校生の日常生活経験は、活動内容も、行動範囲も、仲間関係も変化して

きていると容易に想像される。どのような変化が起きつつあるかを明らかにするためには、単純に

民間・地域スポーツクラブに通い始める前と通い出した後を、時系列を追って比較することが論理

的に妥当である。他には、通っている人の群と、通っていない人の群を比較することでも可能であ

る。しかし、いずれの方法でも、まずは、それらのクラブに通っている生徒が、どのような日常生

活を送っているかを把握することからスタートすべきであるの本発表は、そのスタート部分として

行った民間スポーツクラブに通う中学生・高校生の生活時間調査の結果をまとめたものである。

n，研究の目的と方法

1、研究の目的

民間スポーツクラブに所属する中・高校生は、どのような日常生活を送っているかを明らかにす

ること。

2、研究の方法

民間スポーツクラブに通っている中・高校生を対象に、アンケート調査と生活時間調査によりデ

ータを収集し、特徴を記述する。

1)アンケート調査

アンケートは、調査対象者の属性を明らかにするために、「学年・年齢」の他に、「クラブ活動

についてJr学校の活動についてJrクラブ・学校以外の活動についてj 質問した。

2) 生活時間調査

国際比較調査で使用されたザライ方式を基に原らによって設計された調査票(原式)を参考に

鑑・高橋・西田らによって構成された調査票を使用した。記入内容は、川、つJrどこでJr誰と Jr何
をJr自由・義務Jr2次的行動」とし、 5分以上継続して行った活動を

1 s 24時間の行動票に記入してもらった。

m，調査の実際

1、対象と調査期間

対象は、サッカーを中心に活動している神奈川県の都市部にある Kスポーツクラブに所属し、現

在練習に通っている中学生・高校生とした。 Kスポーツクラブには 2006年 6月現在、男子中学生が

21名、男子高校生が 25名所属しているが(女子はいなし、)、休部状態の生徒もおり、 9月の調査時

点では、中学生 20名、高校生 20名が通っていた。それらの合計 40名全員にアンケート及び生活時

間調査を実施した。しかし、実際に調査に協力してくれた生徒は、中学生 18名 (90%)、高校生 12
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名 (60%)であった。アンケート調査からは、学校の部活動にも参加している生徒は中学生が 6名

(33.3%)で、高校生は一人もいなかった。塾に通っている中学生は 7名 (38.9%) で、高校生は

4名 (33.3%) であった。高校生の中で 1名のみがアルバイトをしていた。

調査期間は、中学生は 2006年 9月 14日(木)から 20日(水)まで、高校生は 16日(土)から

22日(金)までの連続した 7日間であった。この期間中に、中学生は、 14日(木)、 17日(日)、

19日(火)が、高校生は 16日(士)、 19日(火)、 21日(木)が練習日であった。

2、集計と分析

統計的な分析にはデータ数が十分ではないと判断し、生活時間調査を基に、クラブの活動がある

平日とない平日、クラブの活動のある休日とない休日を比較した。

N，結果

( 1目盛りは、 15分。 ・一一-・スポーツクラブでの活動時間、ーー+その他の活動時間)

1、中学生A君の一日:中学 2年生 14歳。 Kクラブ所属歴6年。学校の文化部活動にも所属して

いる。塾に週 4回通っている

1 )スポーツクラブ活動Rの平日 :9月 19日(火)

0 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

睡眠 起九電量L... ~動 授業 | 
行動 ! ，...- ...，..，.... 

みじたく

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

2) スポーツクラブ非活動日の平日 :9月 20日(水)

0 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

睡眠 起屯宅1宅宅見 授業 | 
行動 | ....-....-.，....- .......-

みじたく ! 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

3) スポーツクラブ活動日の休日 :9月 17日(日)

0 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 睡眠 起床朝食みじたく サッカー練習|

引 〉→帯二 1 
トレーニング クラブにて l

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
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4) スポーツクラブ非活動日の休日 :9月 18日(月、敬老の日のため休日)

02  3 4 5 6 7 8 9 10 " 12 

1 睡眠 起床朝食学習ゲーム | 

繍~→+→引
予レピ i 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

2、高校生B君の一日:高校 1年生 15歳。 Kクラブ所属歴 1年。学校の部活には所属していない。

塾に通っていない。バイトはしていない

1)スポーツクラブ活動日の平日 :9月 21日(木)

02  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 睡眠 起床朝食みじたく 授業 i 
行動 i h h hh  』 』....-....-....-

入浴 移動

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

2) スポーツクラブ非活動日の平日 :9月 20日(水)

02  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 睡眠 起床朝食みじた〈 授業 | 
行動 ' 

F F 文芸 移動，....

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

3) スポーツクラブ活動日の休日 :9月 16日(士)

02  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

睡眠 起床入浴自由時間休息繍| 主主.... .... 
FF司l"1

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

4) スポーツクラブ非活動日の休日 :9月 18日(月、敬老の日のため休日)

02  3 4 5 6 7 8 9 10 " 12 

行動 | 睡眠 起宅入浴

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

円
/
“

A
斗
A



V，考察

中学生A君の平日の生活は、スポーツクラブ活動が週 2回と塾が週 3回あり、平日は 5日間とも

きまった活動がある。スポーツクラブの活動は、 19時から 21時であるが、準備や身支度、移動に

活動の前後 1時間が費やされ、自由な時間は睡眠前 30分余りのテレビの視聴のみであった。スポ

ーツクラブの無い日には塾に行く C 帰宅時刻はいずれの日も 22時を越えるが、クラブの無い日に

は、身支度や移動が少ない分、テレビ、パソコン、買い物などに費やす余裕が若干伺える O

A君のスポーツクラブ活動がある休日は、やや、遅めに起床し、朝食後、まもなく、練習にでか

ける。しかし、午後 2時には帰宅し昼食後、友人と遊び、テレビやゲームに費やす。スポーツクラ

ブのない休日は、やはり、遅めに起床し、ゲームとテレビが大半で、途中 1時間半程度の昼寝をし

ている。朝と夜に勉強をするが、多くはない。

A君のデータが示すように、塾とスポーツクラブの活動が夜間に行わざるを得ないことから、平

日は極端に忙しく、休日は、それを解消するためか、極端にリラックスする様子が伺える。

高校生B君の平日の生活は、スポーツクラブがある日はもちろん、無い日も、ストレッチや、サ

ッカーのためのトレーニングを行っている。ゲームやテレビの視聴はあるものの自主的な学習はほ

とんど見当たらない。

B君のスポーツクラブがある休日は、平日の 6時起床からは遅い 9時に起床し、入浴や休息の後、

遅い朝食(昼食)をすませ、 トレーニングの後、練習に出かける。その後、自由な時聞を過ごした

後、ゲームやテレビ視聴をし、就寝直前に宿題をしている。スポーツクラブのない日の休日は、朝

日時過ぎにようやく起床し、昼食後、また昼寝をする。それから、ゲームをした後、ストレッチを

1時間ほど行い、 3時間ほどサッカーのトレーニングを行う。夕食後、テレビを 2時間ほど視聴す

る。

B君は、平日、休日ともに、スポーツクラブの活動があろうとなかろうと、生活の中心がサッカ

ーにあることが伺える。休日は、しっかりと休養し、自主的な学習活動、読書、趣味活動などに費

やす時間がほとんどない。

忙しい中学生のA君と、サッカ一一筋の高校生B君の生活ぶりは、スポーツクラブに通う青少年

にとって特殊なケースではないだろうと推測する。青少年が全人格的に発達することを望む立場か

らは、こうした生活ぶりは、マイナスの影響を及ぼしはしないだろうかと懸念する。今後、さらに

データ収集を重ね、実態をより明確にして行きたい。

参考文献

1)中央教育審議会， 1997， r中央教育審議会第二次答申の概要J

2)文部省， 2000， rスポーツ振興基本計画J
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1 .はじめに

総合型地域スポーツクラブの運営の実態
一神奈川県内 18クラブ、を事例として一

0吉原さちえ(東海大学)、西野仁(東海大学)

全国各地で総合型地域スポーツクラブが相次いで創設されている。 2006年 7月に聞かれた中央

教育審議会で、「スポーツ振興基本計画の見直し」に対する意見交換が行われた。それに基づいた

「スポーツ振興基本計画」改訂版 (2006年 9月 21日付、文部科学省)によれば、 2005年 7月現在、

全国の市区町村の約 33%にあたる 783市町村で 2，155クラブ、が創設したとのことである。1)クラブ創

設数だけを見れば、全国の市区町村数にほぼ相当する値であるが、 783 市町村以外の残りの約

67%にあたる市区町村においては、未だ、クラブの創設に至っていない状況である。 2000年に発表さ

れた「スポーツ振興基本計画」に記された到達目標は、 2010年までに全国の各市町村において少な

くとも lつは総合型地域スポーツクラブを育成することで、あった。これを踏まえ、「スポーツ振興基本計

画J改訂版では、クラブが存在しない市区町村への働きかけを積極的に行い、クラブ、を育成するため

の更なる取り組みが求められている。

しかし、ここで考えなければならないことは、これまでのようにクラブの育成に関してだけ力点をおい

た施策であればよいのかということである。 2000年から本格的に始動してきた総合型地域スポーツクラ

ブの推進事業は、今年で 6年目を迎えた。総合型地域スポーツクラブの現状は、創設を目指して活

動している「育成段階のクラブ、」と、自立してクラブ運営を行っている「創設後のクラブ、jが混在している

状況である。つまり、今までは、育成段階にあるクラブ、に対しての取り組みにだけ力点を置いていれば

よかったのであるが、今後は、創設後のクラブ、の取り組みに対して比重を置くべき必要があり、その時

期は間近に差し追っているのである。すでに現場では、クラブ、を創設したものの、それをどうやって運

営すればよいのか、クラブ運営に関する様々な問題に直面している。

今後、各市区町村において創設後のクラブがクラブ運営に関して怒涛に迷うことなく、地に足をつ

けた取り組みをしていくことが出来るようにしなければならない。これを踏まえて、創設後の総合型地域

スポーツクラブの運営の実態を正確に把握し、その実情を積み上げていくことが、今後のクラブ運営

を行う上で、貴重な資料となるに違いないと考え、本研究に着手するとととした。

本研究の目的は、神奈川県内で総合型地域スポーツクラブ、としてクラブ運営を行っている 18クラ

ブを対象に、それらの運営の実態を明らかにすることである。 18クラブのうち、 10クラブPは、クラブ、運営

歴が l年未満である。 8クラブ、は、 1年以上のクラブ運営歴があり、これらの中には、 25年以上もの問、

地域で、総合型地域スポーツクラブ、として(創設時は、総合型地域スポーツクラブ、を目指して)クラブ

運営を行ってきたところもある。

尚、本研究では、県立体育センターが 2006年 6月に実施した神奈川県内総合型地域スポーツク

ラブ(創設済み 17クラブ、)に対する聞き取り調査結果を参考資料として用いたO

ll.研究の目的と方法

1.研究の目的

研究の目的は、 J11県内総合型地域スポーツクラブ、 18クラブにおけるクラブ運営の実態を把握する

ことである。

2.研究の方法

1)調査方法

調査方法は、質問用紙によるアンケート調査である。

アンケ}ト用紙は、 18クラブの代表者、理事長、クラブ、マネジャー、事務局長など、いずれもクラブ

運営のキーパンソンに対して、郵送による配布をし、回答後、返信用封筒にて返送するように依頼し
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た。

調査項目は、クラブ創設年月日、運営スタッフ(クラブマネジャーの有無、事務担当者の有無な

ど)、年間予算額(年間収入と年間支出)、資金確保の方法、施設(活動場所、クラブ、ハウス、事務

局)、財源、情報についてなどである。

2)調査対象クラブ

調査対象クラブ(18クラブ)は、表 1のとおりである。調査範囲は、神奈川県内 7市 l町にわたる。

YH市が 5クラブ、、 KS市が 3クラブ、 YS市 1クラブ、、 HT市が 2クラブ、 KK市 lクラブ、、 FS市が lク

ラブ、 SH市が 4クラブ、、 SK町が 2クラブである。これら 18クラブのうち、アンケート調査に対して回答

が得られたのは、 12クラブ、 (67%)で、あった。

表 1

NPO法人 Kウラブ 1 7 IK中学校区 rwクラブ J

NPO法人 YR A 181Mスポーツヴラブ

3IKポーツウラブ I 9 INPO法人 88スポーツクラブ

a ・Sスポーツくらぷ 110lMスポーツクラブ

Hスポーツレクリエーシヨンウラブ 1111NPO法人 8Rスポーツヲラプ
6 INPO法人 Tスポーツクラブ I ~ ~ 1 _  _ 叫 ι 】」

3)調資期間

13188スポーツレヴリエーシヨンウラブ

141NP 0法人 8Fヲラブ

1518スポーツコミュ二子イ

161NPO法人 8C1994 

17188スポーツクラブ

181NPO法人 Y8Cクラブ

調査期間は、 2006 年 9 月 10 日 ~9 月 20 日までの 10 日間である。しかし、 20 日以降も随時アン
ケート用紙を受け取った。

lli.結果

1.人材について

図 lは、クラブ、運営におけるキーパーソンの年齢である。 12クラブ、のうち f40代Jが 3名、 f50代jが

7名、 f60代Jが 2名であった。

図 2は、キーパーソンのクラブ運営以外の仕事の有無である。 4名が「無(専業)J、8名が「有(兼

業)Jと回答した。後者が兼業している職業は、「会社員J、「ランドスケープデザイン」、 fIT関連企業」、

「スポーツクラブ経営」、「印刷業j、「アルバイト」で、あった。

図 3は、運営スタッフの発掘と育成状況である。 7クラブが「行っているJ、4クラブ、が「どちらとも言え

ないJ、1クラブ、が「行っていない」と回答した。

50代，

7名.58也

図 1圃クラブ運営のキーパーソンの年齢
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どちらとも言え

ない，41ラ7¥
33也

行っていない， 1

ヲラプ，8也

行っている，
7ヲラフ¥59覧

圏 3，運営スタッフの発掘と育成状況

2.施設について

クラブマネジャーの有無については、

7クラブが川、る」と回答し、 5クラブが

「し、ないJと回答した。

専従スタッフの有無については、

「し、る」と回答したクラブ、「し、なし、Jと

回答したクラブどちらも 5クラブずつで

あった。

事務担当者の有無については、 11

クラブが川、るJと回答し、 lクラブが

「し、ないjと回答した。

実技指導者の有無については、 10

クラブが「し、るJと回答し、 2 クラブが

「し、なしリと回答した。

活動場所の所有については、 12クラブともに、所有しているのではなく、「借用しているjと回答した。

それらのうち、 3クラブ、は、その場所を「優先的に利用することができるJと回答した。

活動場所の数については、 lクラブ、が、 rlヶ所jと回答し、残りの 11クラブ、は、複数の場所で活動を

行っていた。それらのうち 8クラブがr2"-' 3ヶ所」と回答した。 3クラブは、 r10ヶ所前後 jの活動場所を

確保していた。

クラブ、ハウスの有無については、 3クラブが「あるJと回答し、 9クラブが「なし、」と回答した。「あるJと回

答した 3クラブ、ともに、それは、クラブが所有しているものではなく、「借用しているクラブハウス」であると

のことであった。

事務局の有無については、 9クラブ、が「あるjと回答し、 3クラブが「なし、」と回答した。「ある」と回答し

たクラブ、のうち、 2クラブ、については、「クラブ所有の事務局 jであるとのことであった。

3.財源について

図 3は、クラブ、の年間収入と年間支出の

予算額についてのグラフである。 7クラブが

r 100"-' 500 万円 J、1クラブが r1，000 "-' 

3，000万円 J、lクラブが r5，000"-'10，000

円」、 1クラブがrlO，OOO万円以上」と回答

した。また、未回答のクラブ‘が 1クラブ、あっ

た。

クラブの財源確保の方法については、 3

未回答

1ヲラプ， 9首

10∞o万円以

上， 11ラプ， 9首

50∞~ 
10000万円，
11ラフ¥9首

クラブふが「会費収入jのみであった。残りの 1000- 冒圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃.100-500万円，

9クラブのうち、 2クラブが「会費収入+事 3000万円，可・・・・・・・・・・・r7ヲラフ¥64拓

業収入」であり、 2クラブPが「会費収入+補

助金/助成金Jであり、 3クラブが「会費収

入十事業収入+補助金/助成金」であり、 図 3，クラブの年間収入と支出の予算額

1クラブが「会費収入十事業収入+補助

金/助成金+団体/個人賛助金Jであった。

また、残りの1クラブは「会費収入+事業収入+賛助金」でクラブの財源を確保していた。
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補助金/助成金の内容については、 rtoto助成金」、「行政(市や町から)からの補助金J、「企業

広告収入jであった。

4.情報について

クラブ内外における情報提供についてである。クラブの内外部ともに、複数の手段で情報提供して

いることが分かった。

クラブの内部に対する方法は、 8クラブ、が「ホームページ」を活用していた。また、 5クラブ、が「電話連

絡Jや「メール(携帯電話、パソコン)Jを使用していた。その他 3クラブ、が「ニュースレター」を発行して

いた。クラブ、の外部に対する方法は、 8クラブFが「クラブ、ホームページ」を活用していた。 7クラブ、が「クラ

ブFパンフレット/クラブリーフレットjを作成し、配布をしていた。 4クラブ、が「クラブの広報誌」を発行して

いた。また、 4クラブが「地域の広報誌」を活用し、 lクラブが「メディア(新聞・ラジオなど)Jを使用して

いた。それから、 5クラブ、が「口コミJで情報提供していた。これらの他には、月間/年間スケジュールを

定期的に配布しているクラブ、もあった。

N.考察及びまとめ

「人材J・「施設J・「財源J• r情報Jの 4つの観点からクラブ運営の実態を把握した。

Lム:t;fJ :クラブ運営の鍵を握るキーパーソンの年齢は、 50代が最も多かった。この年代は、クラブ

運営だけを専念して行うことは難しいと考えられる。運営スタップの発掘や育成は、すぐに出来ること

ではないので、日頃から地道に取り組むことが必要であると思われる。「クラブマネジャー」・「専従スタ

ップ」・「事務担当者J・「実技指導者」については、特に「事務担当者jの配置が今後のクラブ運営の

透明化を図る上で、重要なポイントになると思われる。 r撞盆斗:r活動場所Jは比較的確保されてし、

るが、クラブP会員の増加によっては、不足する事態も念頭に入れておかなくてはならない。「クラブハウ

スJ・「事務局」の有無については、「事務局 jはなんとか確保しようとしているようであるが、「クラブPハウ

スjの確保まではなかなか手が回らない状況と言えよう。 r旦lJIJ :クラブ、の規模によって「年間収入と

年間支出予算額」に違いがあるようだ。一概にどのぐらいの財源が必要であるとは言い切れないが、

クラブ運営に支障のないように財源を確保することが大切である。運営費用の確保には、「会費収

入J・「事業収入」・「補助金/助成金J• r賛助金 jなどがあるが、クラブ、によって様々な組み合わせを行

い、財源の確保に努めているようだ。 r皇並よ:クラブ内外に対して、情報提供を行ってし、る。ホーム

ページを活用するクラブが比較的多く見られる。特にクラブ、の内部関係者には、電話連絡のほかに、

パソコンや携帯電話のメールを利用しているようである。クラブ、を運営してし、くには、クラブ内外に対し

て、極め細やかな対応が必要である。偏った情報提供にならないように、関係者に見合った方法を随

時検討し、工夫していくことが今後もクラブに求められるであろう。今後は、より詳細にクラブ、運営の実

態を把握できるよう、心がけていきたい。

主な参考文献及び参考資料

1) http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/09/06092217.htm (2006) rスポーツ振興基本計

画」の改訂について，平成 18年 9月 21日文部科学省，文部科学省ホームページ，スポーツ・青少年

局企画・体育課，別添 (PDF:519KB) pp .13-22 

2)県立体育センター (2006)神奈川県内総合型地域スポーツクラブ(創設済み 17クラブ)に対する

聞き取り調査結果

3)NPO法人クラブ、ネッツ，黒須充・水上博司 (2002)rジグソーパズルで、考える総合型地域スポーツ

クラブ， (株)大修館書庖

-47 



EヨE

はじめに

昭和初期刊行の余暇・娯楽関連書籍の情報額

一中田俊造著『教育上より見たる娯楽と休養』と

n.eisure and 1土sUsd by H.L.May and D.Petgenの場合一

西野仁(東海大学)

わが国において、レジャー・レクリェーションへの関心が高まったのは、大正期に入ってからである。

館暇にレジュアとノレビ、をふり、『日常生活上の必須時間を控除した飴剰時間』と定義し、娯楽休養にリ

クリエーションとルピをふって、『アメリカに於いては、遊戯なる内包的な意義と同義に制限されて居

るが、……敵羅巴に於いては成人教育も教義的修業も、又政治的研究及び活動も、鈴暇の慰安的使用と

されて居る事であるから、この鶴暇的活動を以って事宜上我々のここに云う娯築休誌と同意義と見る事ー

が出来よう o~ (pp.356・357)と解説した中田俊造の著作『教育上より見たる娯楽と休養』は、昭和9年

(1934) 1月に中文館書店から発刊されたD

その鋭い洞察とアメリカ、イタリ一、ドイツ、イギリス、ベルギ}、デンマーク、チェコスロパキア、

そしてフランスでのレポートに一度は舵l葉したものの、あまりにも詳細な内容に、中田が文部省教学官

であった時期の二年間の留学で‘これだけの調査が果たしてできたのだろうかという疑念を感じ始め、本

研究が始まった。中田が文部省の役人であったことから、国立教育研究所附属教育図書館(現国立教育

政策研究所教育研究情報センター・教育図書館)に『中国俊造文庫』があることをつきとめ、その目録

にHerbertL. MayとDorothyPetgenによるI.eisureand Its Use :Some International Observations 

と題する AS.Barnes and Companyから 1928年に出版された書籍があることを確認した。この英文

書籍と、中国の著作とを比較し、具体的にどのような関係にあったかをまず、明らかにすることとした。

結果は、予想以上に二つの書籍には酷似点があったため、なぜ、そのようなことが生じたのかを考察す

ることとした。なお、この中国の著作は、石川が監修した『余暇・娯楽研究基礎文献集』第 12・13巻

として、 1989年に復刻刊行されている。

中田俊造のプロブイ-/レ

中国俊造文庫白録によれば、中間俊造の略歴は、次のようである。

『明治 14年(1881)、 5月富山県に生まれ、富山県師範学校、東京高等師範学校卒業、広島高等師範学校

助教授を経て文部省に入札社会教育講師、東京博物館学芸官、社会教育官、図書監修官、教学官に

の間欧米留学2年)等を経て、昭和 21年(1946)に退職、昭和 23年(1948)5見学校図書株式会社取締役。

昭和 46年(1971)1月 22日他界。』

また、『余暇・娯楽研究基礎文献集~ (1990)の解説によれば、大正 9年(192ωから約 30年間文部省で

映画、幻燈、レコードなどの教育的利用にたずさわり、昭和 6年(1931)から 7年(1932)にかけて欧米を

旅行した。

『教育上より見たる娯柴と休養』の内容構成と論評
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昭和9年 (1934年)l月に中文館書庖から発刊された中国俊造の『教育上より見たる娯楽と休養』は、

上巻が本文 364ページ、下巻が本文 313ページ、付録 28ページの大著である。上巻は、次のような、

14章からなっている。

第一章社曾教育の意義

第二章社曾娯楽の重要性

第三章社合娯楽と現代日本の教育

第四章 アメリカの社合事業概観

第五章伊太利に於ける「新商品蚕J

第六章 復興調逸のヴンダーフォーゲノレ運動

第七章濁逸と閑暇問題

第八章 填太利に於ける青年舎卒業とウラニヤ曾館

第九章英吉利に於ける撰集

第十章 白耳義に於ける娯築

第十一章 丁抹に於ける徐暇使用問題への関心

第十二章チェッコスロヴァキア

第十三章傍1M!西に於ける「娯築」の研究

第十四章 娯婚と休袋、官余暇問題への再吟味(上巻の所論を了るに嘗って)

下巻は、蓄音機や、ラヂオ、演側、博物館、活動写真、公園や遊間地などの実情を紹介し、農村娯婚

の問題などに触れた後、結論として娯楽の社会的活用について論じている。

これらの内容を持つ中田の著作は、どのように識者には論評されてL、るのだろうか?

石川は、『アメリカ、イタリー、ドイツその他 10カ国近い外国の余暇と娯楽の現状をリポートしてい

る。ナチズムによって娯楽が統制のための手段としてフルに利用されるまさに前夜の状況を記録したも

のとしても興味ある仕事である』と、述べている。(余暇・娯楽研究基礎文献集解説 p.9・10)

また、有末は、『非常に広範な内容を持った著書でよ『単なる欧米の娯楽状況の視察報告書に止まら

ない、本格的な研究書となっている~ (余暇・娯楽研究基礎文献集解説 pp.15I)と評価している。と

くに、上巻のまとめにも当たる第十四章 娯柴と休養、鶴暇問題への再吟味(上巻の所論を了るに嘗っ

て)において、中国が余暇の定義をしていることを紹介している。

WLeisure and 1也 Use: Some In加mationalObservationsJと f教育上より見たる娯難と休養』

との酷似箇所

Mayらの著作と中田のそれとを、照らし合わせたところ、次のような笛所が、酷似していた。それ

らは、全くの逐語訳、抜粋部分の訳、あるいは要約であったりした。

The Leisure Problem General Considerations (p.3-1I) 

→第 14章第十四章娯楽と休義、鈴暇問題への再吟味 (pp.356・364)

The International Labour Office and Workers' Spare Time (pp.ll・19)

→(下巻)付録の四 国際労働局と労働者の閑暇問題(pp.26・28)

Notes on Children's Playgrounds (pp.19-25) 
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→(下巻)第 20章の六 児童遊園地の問題(pp.578-585)

Some phase of Recreation in France， Germany and England 

France (p.29-67) 

→第 13章の二 フランス人は果たして娯楽の埴設に冷淡であるか?(Pp.330・334)

→第四章の三娯楽の特殊方面(pp.334-355)

Germany (p.68-140) 

→第 7章の二一般的考察(pp.241・245)

→第 7章の三濁逸に於ける娯梁の特種方面(pp.245・246)

England (p.148旬210)

→第 9章の二 それの一般的観察(pp.285・288)

→第 9章の三英吉利に於ける娯柴休誌の特称方面(pp.289・306)

Notes on Belgium， Denmark， C盟 cho・Slovakia，Austria and Italy 

Belgium (p.213-p.226) 

→第 10章 白耳義に於ける娯楽(pp.309・312)

Denmark (p.226・233)

→第 11章 丁掠に於ける飴暇使用問題への関心(pp.318-32U

Czecho剖.ovakia(p.233・241)

→第四章チヱツコスロヴァキア(pp.324帽 328)

AustrIa (p.241・246)

→第 8章の付記 オーストリア人はいかに閑111受を利用しつつあるか。 (pp.280・282)

ltaly (p.246駒 254)

→第 5章の第 1節序説(pp.152・157)

Supplement Recreation in the United States (p.254・268)

→第 4章の付記 北アメリカ合衆国に於ける娯梁休誌問題(pp.137-15U

これらの分析から、 MayとPetgenの著作の大半は、中間の著作の上巻に(一部は下巻iこ)翻訳され

引用・抜粋されていることがわかった。とれは、中国のこの著作は、全て Mayの著作の引用だと主張

しているのではない。中田が見開し、収集したであろう情報に基づいた記述と思われる箇所も多くあるc

しかし、第 7章、第8章、第 9章において典型的に見られるように、第一節では、中国自身の旅行の様

子を記述した後、第二節、第三節の引用。抜粋部分へとつなぐ。例えば、第七章「濁逸と閑II[望問題Jで

は、第一節 「はしがきjで、欧州旅行中、三回ドイツを訪問したことを中間がドイツ人家族と撮路し

た写真とともに紹介し、終わりの部分で『さて、このドイツに於けるリクリエーションは、いかにして、

又、し、かなる方法に於いて存在するか。之が私の本論なのであるが、この部分に於いては主として関暇

の利用に関して、論歩をすすめることとしたいのである~ (pp.240・241)と計;き足している。そして続く

第二節『一般的考察』で、 May らの ~GERMANY General Observations~ と第三節『繍逸に於ける

娯柴の特耕方面』で、 May らの ~Speci宣c Ac抵抗出s~ を部分的に抜粋・引用して桃成している。しか

し、その'Ji:実は、中田の著作には明記されていない。内容はそのままで抜粋し、順序を変えて構成し直

し、載せたことが明確となった。つまり、中国の『教育上より見たる娯楽と休技』には、明らかに基と
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なる書籍があったということである。

まとめと考察

余暇・娯楽基~文献集の一冊として復刻刊行されている書籍の中心となる内容の多くが、同じ時期に

アメリカ合衆国で刊行された菩籍を抜枠 B 引用 e 要約したものであったという事実は、著作権が孤;立さ

れている現代では、理解し難く、県j窃に当たる行為であろう。しかし、文部省の高官であった人物が著

作権法に抵触するような行為をしたということを指弾するつもりはない。 2年間の留学時に遭遇した書

籍に共感し、見問。経験し触発されたことを交えながら、日本人に紹介したかったのだ、ろうと素夜に解

釈することも可能ではある注1)。当時は、出典を明記しないまま、外国文献の引用を是認してきた土岐

があったのかもしれない。注2)

本研究で明らかとなったことから、大きく、二つのことが示唆される。一つは、昭和初期の余111更・娯

楽基礎文献の中には、著者が出典を明記しないまま 他者の考えや定義を著者の考えかと誤認しかねな

い記述で紹介されている場合があり、注意が必要であること。二つ日は、我々が、外国文献に基づいて

著作を行う際には、それが、パンフレットやインターネット上の情報でも、できるだけ、その出典を明

示することが必要であること。この点に関して、本研究者の過去の雑誌掲，民記事にも、ページ数の関係

等で、出展を記さなかったものがいくつかある。著者に県j窃の意識は1!tliくとも、著作権の見地からだけ

ではなく将来の再検証のためにも、出典をきちんと明示すべきであった。

本研究では、中国の縄訳の適否については触れなかった。しかし、外国文献を紹介する場合にさらに

重要なことは、 B本語訳が果たして適訳で、あったかどうかである。中田はRecreationを娯柴あるいは

娯艶休必と訳し、 le泊四eを鎗H肢と訳している。さらに、原典があるのかどうかは別として、ロス a ア

ンジヱルスやサンフランシスコのレクリエ}ション政策についても詳細に紹介している。今回の研究を

出発点として、 recreationや leisureがどう訳されてきたかについて、今後、改めて探ってみようと言十

画している。

〈註1) しかし、中田は、序で『上巻に於いては、本問題に関して自分が日頃抱懐する教育観を記)1配し

た』とはっきり述べている。

〈注2) 佐々木等、富問彦二郎共著、『女子のティームゲームス』 大正 15年(192ω 山海堂出版部発

行は、内容から原査の存在が予想されるが、それは明記されていない。また、中島海著 小平校の遊戯

昭和9年(1934)目黒書店発行は、その表紙に Gamesfor Schoolとあり、『ノ《ンクロフト女史・アレン氏。

フォーブ、ツ、ンュ氏の遊戯配嘗表によって見た~ (p.1) 

との記述があるが、出典を明確にはしていない。もちろん、大谷武一、安J!I伊三著 『ティームゲーム

ス』 昭和 4年(1925)目黒書店 のように『参考書目』として出典を明記している書もあるG

参考 e 引用文献

石川弘義監修、余暇・娯当5研究基礎文献集 解説、大空社、 1990

向上 第 12巻、中田俊造著 『教育上より見たる娯換と休義~ (上)、(下)

Herbert L. May and Dorothy Petgen， Leisure and Its Use: Some International Perspective， New 

York， A. S. Barnes and Company， 1928 
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巧E
介護予防教室における目的別レクリエーシヨンプログラムの開発と効果に関す

る研究(1 ) 

O 小池和幸(仙台大学)

高精義輝(仙台大学)

1 .はじめに

平成 18年 4月に介護保険法が改正された。これによって、従来の介護中心の

サービスから介護予防重視型への転換が図られる。改E介護保検法には、 「新予

防給付」が創設され、新しく設けられた「要支援 1J 要支援 2Jという範曙で

介護予防サービスが実施される。また、介護予防通所介護における選択的サービ

スにはアクティピティ(集団レクリエーション)の実施が設けられた。従来のサ

ーピスに加えて要介護認定の非該当者へ地域支援事業として運動器機能向上、栄

養改善、口腔機能向上、閉じこもり予防・支援、認知症予防 e 支援等の新しいサ

ービスが盛り込まれた。

S大学では「転倒予防教室」を平成 13年より近隣の市町村の住民を対象に実

施してきた。現在では 2市 5町の自治体と協力して転倒予防、認知症予防を中心

に介護予防教室(現在の地域支援事業)と介護予防にかかわる指導者の養成事業

を並行して実施している。

本研究は S大学のこれまでに実践してきた介護予防教室の内容を基にこの教

室におけるレクリエーションプログラムの役割と効果を整理することを目的と

する。

1[.S大学の介護予防プログラムの概要(レクリヱーションプログラムを中心に)

S大学の介護予防プログラムの対象者は主に地域支援事業参加者の範曙であ

るために、日常生活に大きな支障きたす対象は少ない

S大学の介護予防プログラムの大きな特徴の一つは「楽しし汀運動による運動

継続の促進と運動コミュニティの形成による活動性の向上である。

プログラムの構成は健康講話と筋力トレーニングレクリエーションナノレトレ

ーニングである。 r正しい健康知識の理解」と「楽しい運動実践」のコンビネー

ションプログラムである。

レクリエーションナルトレーニングはアイスブレーキング、ニュースポーツ、

脳の元気アップゲーム、レクリエーショナノレアクティピティから構成される。

m.研究方法

S大学のこれまでのレクリエーションプログラムを活動分析の視点を用いて

整理し、既製のレクリエーション財の介護予防プログラムへの活用までのプロセ

スとその構造について分析する。

1V.結果と考察

1. 介護予防教室で活用された各レクリエーションプログラムの活動分析

S大学の介護予防教室で活用された主なレクリエーションゲーム 8 種を身体

つ白亡リ



的要素、情緒的要素、知的要素、社会的要素の 4つの要素で活動分析を試みた。

(表 1) 

活動分析したレクリエーションゲームは既にオリジナルのゲームを介護予防

に必要な要素を組み込んで変化させたものである。

2. 介護予防プログラムへの変化の過程と構造

介護予防に役立つレクリエーションゲーム開発過程は 2つある。一つは既製の

レクリエーション財を活動分析して介護予防に効果のある身体的要素や知的要

素を含んでいるものを選び出して変化させる方法。(図 1)もう一つは、ランダ

ムに既製のレクリエーション財と介護予防に必要な要素を掛け合わせる方法で

ある。(図 2) 例えば、転倒予防に効果のあるレクリエーション財へ変化させ

る場合は主に歩行動作等下肢筋群(腸腰筋、大腿四頭筋、下腿三頭筋等)の運動

要素を加える。

表1 活動分析的視点から整理した介護予防(主に転倒予防)!こ役立つレクリエーション・ゲーム
ゲーム名 オリジナル 主な身体的要素 主な情緒的要素 主な知的要素 主な社会的要素

干里の道も一歩から
ジャンケン 一歩踏み出す運動 勝って嬉しい i勝負の仕組みの 1対多数の関係

ゲーム 片足支持(1¥ランス) 負けて悔しい 理解 競争

股関節の柔軟性 焦り
ジャンケン 歩く運動 |勝って嬉しい |勝理負解の仕組制

1対1の関係
壁タッチジャンケン ゲーム 腕立て 負けて悔しい 競争

命令ジャンケ スクワット 焦り
:" 
ジャンケン 一歩踏み出す運動 勝って嬉しい

醐理鹿メ解醐5の3仕組みの 酔別れても好きな人 ゲーム 片足支持(J¥ランス) 負けて悔しい 共同

上股枝関の節バのラ柔ン軟ス性
焦り とボディイ

ジャンケン 歩く 勝って嬉しい 路負の仕組みの 1対1の関係

世界一周ウォーキン ゲーム 阜歩き 負けて悔しい 理解 競争

グ スゴロクジャ 焦り
ンケン

シンギング スクワット リズムにのる心地よさ リズム 1対多数の関係

あんたがたどこさ ゲーム 前腔骨筋 リズムに乗れないもどか 規則性の理解 競争

しさ

シンギング 足踏み リズムにのる心地よさ リズム 1対多数の関係

うさかめ ゲーム スクワット リズムに乗れないもどか 規則性の寝 |競争
筋力トレーニング つま先立ち しさ

腹筋

犯人は誰だウオーク
誰突つついた 歩く 当てて嬉しい 予測 1対多数の関係

外れて悔しい 競争

一歩踏み出す運動 得点できて嬉しい 距離惑とパワー 競争

片足支持(バランス) うまくコントロールできず の理解

J¥ツコ，ー 上肢のバランス 残念だ
股関節の柔軟性
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図1 介護予防プログラムへの変化の過程
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図2 介護予防プログラムへの変化の構造

v.まとめ

これまでの学校教育や社会教育現場で培われてきたレクリェーション財(主に

グループを介したゲーム)の中には、転倒予防や認知症予防に必要な身体的、知

的、情緒的、社会的要素が含まれているものが存在する。

予め、転倒予防や認知症予防に必要な要素を抽出して、既存のレクリエーショ

ン財の「楽しみ」の要素を損なわないように工夫して変化 (modify) させること

によって、介護に効果的かっ容易に動機付け可能なレクリエーションプログラム

を創造することができると思われる。
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そのためには、レクリエーション財の「楽しみ」の所在を的確に知ることが重

要である。身体的要素、知的要素、社会的要素のどこが作用するのかの分析が必

要不可欠である。

レクリエーションプログラムは介護予防プログラムにおいて対象者の運動意

欲を向上させるのに効果的である ただし レクリエーション財の中には子供向

けに作られたものあり、その場合には大人の感覚に適応させるための理由づけや

行動するための必然性についての工夫が求められる。

介護予防教室における楽しい運動実践は既存のレクリエーション財を工夫す

ることで相当程度の実施が可能であると思われたが、これは、レクリエーション

財のオリジナルの持つ楽しみとグループメンバーの相互作用による「運動する

場」の雰囲気が運動意欲の向上に起因するものだと推測できる。

今後は、介護予防対象者が介護予防教室という運動グループを離れた時にレク

リエーション財をどのように効果的に介入し、作用させる仕組みづくりが課題で

ある。
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三三回

1.諸言

老人病院における余暇支援

一行事参加者増加への試み-

0佐近慎平草壁孝治(医療法人社団慶成会 青梅慶友病院)

A老人病院では、経営理念である「豊かな最晩年をつくる」の実現に向け、多職種が連

携し患者へアプローチしている。 A老人病院リハビリテーション(以下リハビリ)室では、

理学療法士(以下 PT)、作業療法士(以下 OT)、言語聴覚士(以下 ST)、臨床心理士(以下

Cp)、レクリエーションワーカー(以下 RW)、マッサージ師、個室サービス、リハビリクラ

ーク、リハビリ助手が在籍し、病院全体の非日常活動はレクリエーション科が中心に、リ

ハビリ室スタッフ、事務職員、病棟スタッフ、看護師(以下 Ns )、ケアワーカー(以下 CW)
と連携し余暇を支援している。

A老人病院リハビリ室では、入院時に患者を各専門職の視点からアセスメント、評価し、

患者に負担なく最適な日常活動を提供するために、介護予防活動の場面、作業活動の場面、

処方的活動の場面、内発的動因からの活動の場面(選択は制限)、本来の余暇活動の場面か

ら選択し支援している。主な活動種目は、日常会話、体操、手芸、歌、書道、クラフト、

回想法、散歩、マッサージ、新聞雑誌図書、喫茶プログラム、離床促進プログラム、余暇

自立者対応環境プログラム、ビデオ鑑賞、コーラス、映画、季節の行事、宗教的行事、コ

ンサート等である。

老人病院に入院する高齢者の余暇生活は、擢患する疾患、現存能力、個人特性、環境因

子に余暇活動が制限される場面がみられる。余暇、趣味、活動の継続を制限する要因は、

現存の心身機能、構造であり、発症前と変わらない余暇、趣味、活動の技術、機能を保持、

再獲得することができれば、活動の種類も制限されにくく満足度も得られよう。しかし、

老人病院に入院する患者の多くは、老化や発症による機能低下をもち、現存機能の維持、

ソフトランディングが重要な目標となる o 前述の理由から発症前の余暇活動を継続するこ

とが難しい患者が多く、機能低下を考慮せずに発症前同様の活動を支援した場合、建設的

情緒、満足感は得られず、活動結果から喪失体験を助長してしまう恐れもある。さらに、

旅行等の消費的で非日常性が高い余暇歴をもっ患者が多くみられ、同様の建設的情緒を得

るためには、制眼された施設環境での代替活動が必要となる。

本研究では非日常感の経験が可能な季節の行事に着目し、その参加動向を把握し、より

多くの患者へ非日常体験の機会を提供する方法を模索する。

1I.方法

調査期間は、 2005年 10月から 2006年 7月とし、対象はA老人病院在院患者 930名(月

間在院平均 762.8::t21. 61名)、標本数は 930件であった。研究方法は、調査期間に開催し

た行事の参加状況を把握し、日常生活自立度(寝たきり度)、認知症高齢者の日常生活自立

度にカテゴライズし、参加層の拡大のために参加阻害因子を検出しその対応を試みた。
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1. A老人病院の概要

平成 18年 8月現在で、患者総数 732名(男性:21. 3%、女性:78.7%)、平均年齢は 87.1 

歳(男性:84.4歳、女性:87.8歳)、許可病床数 745床(医療保険病床 248床、介護保険

病床 497床)、在院期間 1，223日 (3年 5ヶ月)、年間死亡退院 242名 (62.7%)、平均介護

度 4.0、余暇時間約 9.6時間。

2.参加阻害因子の検出

調査期間中に A老人病院に在院した患者総数 930名である。調査期間中に在院した患者

の日常生活自立度、認知症高齢者の日常生活自立度をクロス集計した結果を表 1に示した。

表 lから日常生活自立度、及び認知症高齢者の日常生活自立度は、 B-N、C-N、C-Mが多

く67.2%を占める。

表 1

A老人病院では年間月間行事を 1週間に 1度の頻度で、非日常の場面の提供している。

その中でも季節の行事は非日常性が高く、四季にあわせて開催し、いず、れも個人生活の場

所、社会との接点の場所から離れ、第 3の場所で季節の食物を食べ、会場デ、イスプレイか

ら季節感を感じる活動である。また、個人に参加の採択が委ねられ内発的動因からの活動

の場面(選択は制限)、本来の余暇活動の場面が多く自由度が高い。

本研究では、 A老人病院の 7割を占める B-l¥人 C-N、C-Mレベルの移動、摂食を参加阻

害因子と考え、移動、摂食の面から参加増加を試みた。

1.移動

日常生活自立度の B、Cレベルは、寝たきりに分類されるグループであり、 Bレベルでは

座位保持、 Cレベルでは自力で寝返りがうてるかどうかでさらに分類される。いずれも移

動に制限があり自身で病棟を移動する患者が少数であり、大半は移動には他者の送迎を要

する。認知症老人の日常生活自立度、 Nは日常生活に支障を来たすような症状、行動や意

思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする、 Mは著しい精神症状や行動障害

あるいは重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とするとされ、町、 Mレベル共に場所の

見当識の低下がみられ送迎を要する。

B-N、C-N、C-Mは、送迎により季節の行事に参加可能なカテゴリーであり、生活の場

を離れ、非日常感を味わうためには他者の送迎が重要な要因である。病院職員の送迎増加

には物理的限度があり、家族参加増加がふ町、 C-N、C-Mの参加増加の一要因と考える。

2.摂食

余暇活動に制限があり座位が保持できない B-N、C-N、C-Mの多くの余暇活動は、能動

的な活動、散歩、音楽、映画等が中心になる。しかし、食べることに対して能力を保持し
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ている患者も見られ、季節の行事は、活動に制限のある B-1¥人 C-N、C-Mレベルの患者に

とって、建設的情緒を得られる貴重な機会となる。

また、鴨下障害により現物での経口摂取が困難な患者は参加が制限され易く、昨年まで

は参加可能であったが、経口摂取が難しくなり、食事形態も移行してしまい参加を見送る

家族も少なくなく、 Ns、ST、OT、RWで本来の風味を損なわない程度の形状を協議し、行事

当日には、 Ns、STが担当患者の経口摂取支援することで参加増加を試みた。また、経口摂

取が困難であっても会場の雰囲気を感じられるよう会場テ、イスプレイを強化した。

m.結果および考察

図 lに平成 16年 10月から平成 18年 7月の季節の行事参加動向を示した。また、 B-N、
C-1¥人 C-M増加に向けて試みた具体的な支援方法は以下である。

(人)
400 c-一一一 ←一

350 

300 ~ と々¥X299 

250 ト 244 
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21S 
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81 I 

50 

O一一一一一一一」一 一一，---------一一一一一← ーーム 一一一+一一一一~_______ _1 

秋 Aζ 春 夏 秋 え 春 夏

平成 16.10平成 17.1 5 8 10 平成 18.1 5 7 

-xー参加総数-Qー患者数ベ〉一家族数

図l 平成16年10月から平成18年7月の季節の行事参加動向

1.季節の行事「秋」平成 17年 10月

秋独特の匂い、草木、風の刺激をメインに院外で木曜日、金曜日の午後に開催し、家族

参加増加のために家族単位で座れる席を 30席新たに設けた。

実施結果、家族参加が増加した。室内の閉鎖された空間と異なり外での開放された活動

のため、参加している他患の様子、会場の雰囲気、参加可能かどうかを判断でき、参加で

きない場合は散歩して帰ることができ、患者、家族ともに会場へ足を向かせた。参加を見

送っていた層が行事参加の成功体験したことで、今後の行事参加のきっかけにもなった。

2.季節の行事「冬」平成 18年 1月

院内にて木曜日、金曜日の午後に、家族単位で座れる席を中心に会場をレイアウトした。
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病棟誘導に変動は無かったが、正月の面会と同時期であり家族参加は減少した。

3.季節の行事「春」平成 18年 5月

「秋j 同様に、院外で土曜日 1日で実施し、経口摂取困難患者用メニューを準備し、当

日、 ST、Nsが介助した。

事前にポスターで経口摂取困難な患者用のメニューを準備している点、 STが担当患者家

族へ行事会場に常駐している点を告知したことで、経口摂取に不安を抱える患者が 14名、

経口摂取困難な患者 8名が参加し ST、Ns介入のもと楽しみとして摂取し、普段は経口摂取

できない患者と家族は豊かな時間を過ごした。また、 Nsが誘導した食事に対して拒否があ

った患者の場合は、季節の食材や会場の非日常性から経口摂取が可能になり、今後の経口

摂取に貢献した場面も見られた。尚、誤嚇への危機管理は不可欠であり、専門職による介

入はもちろんのこと、誤暗記発生時の対応を明確にする必要がある。

4.季節の行事「夏」平成 18年 7月

院内にて土曜日 l日で実施し、「冬」同様に、家族単位で座れる席を中心に会場レイアウ

トした。さらに、視覚のみならず触覚でも季節感を促進できるよう会場テ、ィスプレイを強

化した。また、介助者の送迎負担の軽減を目的に病棟へのお持ち帰りを新たに設けた。

結果、お持ち帰りが 97名分利用され、参加総数は 400名近い患者になった。また、病棟

での送迎数に変化は無く、お持ち帰り分、新たな参加者が増加したと考えられる。病棟か

ら会場への送迎に要する時間によって参加人数に限度があり、参加者を選択しなければな

らない場合や長時間の離床が困難な患者の参加という点からもお持ち帰りは有効であり、

行事終了後、利用した病棟看護師長からも評価が高かった。

V.結論

患者の身体機能、構造を日常生活自立度(寝たきり度)、認知症高齢者の日常生活自立度

で大きく分け、その特徴から阻害因子を検出し、参加しやすい環境や工夫をすることで、

行事参加者増加できた。

特に家族参加が増え、中には患者 1人に対して複数での家族参加も多く見られた。季節

の行事に参加し四季折々の刺激物による介入は特別な技術も必要とせず、患者と家族が共

に季節感を味わうことにより、現存する認知機能、記憶機能を刺激され、日常あまり見ら

れない表情や発語等を共有することは、患者と家族の豊かな最晩年に貢献する。

また、高度なプライパシー領域でのケアが多い介助者が、第 3の場所で日常から開放さ

れ一個人の人格としての患者と豊かな時間を共有することは、患者を多角的に捉えること

に役立つ。しかし、通常業務の他に送迎することは介助者の業務負担を増やし、送迎に要

する物理的な時間の問題により患者を選択せざるを得ない場合は、介助者の葛藤を誘発し

かねないことも考慮しなければならない。さらに、非日常活動であるため運営スタッフも

通常業務よりも、高ストレスな場面に陥り易く、無理なく効率的に実施できるような計画

が必須であり、その余裕が高品質の余暇活動の提供を可能にし継続開催にも繋がる。

今後も参加阻害因子に対応しつつ、患者の余暇生活向上への試みを継続し、患者と家族

の豊かな最晩年に貢献したい。
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ヨ三百

0草 壁孝治

老人病院のおける余暇支援

~余暇自立支援の試み~

佐近慎平(医療法人社団慶成会青梅慶友病院)

I.はじめに

施設における余暇生活支援は、施設職員やボランティアによる、グループまたは個別の

形態を用いて、直接支援されていることが多い。本来余暇生活は、本人の好きなときに好

きなことを好きなだけ行われるものである。しかし、高齢で疾病、障害がある人にとって

は、一人で余暇生活を思うように過ごすことができない人もいる。可能であれば、本人の

意思にそって、やりたいときにやりたいことが出来るよう支援できないかと考える。

A老人病院の入院患者は、平均年齢約 87.1歳、在院期間約 3年 5ヶ月、 7割から 8割の

人がここで人生の最後を迎え、余暇生活においても人生最後の余暇時間を送ることになる10

「豊かな最晩年をつくる」を目標とし、入院日に多職種によるアセスメントを行い、理学

療法士(以下 PT)、作業療法士(以下 OT)は、 6週間集中ケアを行い、身体、精神機能レ

ベルをあげ、その後の生活を快適に過ごせるように努めている。

今回は集中ケア後、特に余暇生活を自立して過ごせるよう、環境を整備したので、

に報告する。

ll. 目的

1.豊かな最晩年をつくる役割のーっとして、患者自身が自分で好きなときに好きなことを

好きなだけ行える環境を整備する。

2.余暇支援の方法を縦軸に障害老人の日常生活自立度判定基準(以下自立度)、横軸に認

知症老人の日常生活自立度判定基準(以下認知度) 2のセグメント表により分類をする。

m.方法

A老人病院において、余暇自立が可能な人を選出し、リハビリテーション(以下リハビ

リ)棟に来室されたときに一人 10分刻みでどのような活動を行ったかを 1週間調査する。

入院患者とその利用者をセグメント表に落とし込み、能力と支援の関係を分類する。また、

実際に利用した患者に利用しての感想をインタビューし、携わったスタッフに支援上、困

ったことを記述してもらう。

施 設 :A老人病院(療養病床 248床 療養 型 257床、認知症疾患型 240床、計 745床)

男女比 :男性 21.3%:女性 78.7%

調査期間:2006年 8月 1日.-...-7日 (2003年 5月開始)

場 所 :A老人病院リハビリ棟

対象者 :入院患者のうち、上記リハビリ棟利用対象病棟(療養病床 248床、療養型 257

床、認知症疾患型 44床、計 549床のうち調査期間の入院対象者 548人)で、

一人でリハビリ棟へ移動でき、一人で活動を楽しめる人を PT、OTが選出。

内 容:1)フィットネス 有酸素運動トレーニングマシン、大腿四頭筋・大殿筋強化

マシン、三角筋・上腕三頭筋・大胸筋強化マシン、ウォーターベッド型マッ

サージ器

2)趣味的活動 手工芸(ネット手芸、クロスステッチ、刺し子、編物など)、

新聞、雑誌、書籍、そのほか個人のニーズ、のあるもの
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3)おやつ 午前 1回、午後 1回、飲み物を出す。

時 間:午前9時から午後 5時の毎日(但し、年末年始の 5日間を除く)

スタッフ:レクリエーション(以下レク)ワーカー2名、リハビリ助手 2名、 OT1名、臨

床心理士 1名、リハピリクラーク 1名

IV.結果

1.利用者数:47人/548人 8.6% I 12 
(週 1回以上参加した人数 I: 1~ 

2.利用者男女比 :7人:40人 13; 
3.利用者平均年齢:88.4歳 14 

(74歳"'-'103歳数;

4. 時間帯別平均利用人数 (1週間の平均) I グ.，;""'... "，~ ... e' ... ，<S>♂ ..... <S> ... ，，-~ ... 'S~ ... 'S~ ，~~ ... "'~ ... <;-<S> ... <;~ ... .;~ ... .;~ ... "(~ 
: (参照:図1) 碍問

5.利用頻度:1日平均利用人数:26.1人 図 1 時間帯別平均利用人数

6. 曜日別利用人数:月曜日 23人、火曜日 31人、水曜日 30人、木曜日 28入、

金曜日 25人、土曜日 26人、日曜日 20人

7.毎日利用した人:10/47人(内男性2名)

8. プログラムの利用人数と利用時間

(1週間合計) (参照:表 1)

1
 

1
 

1
 

表 1 1週間で利用したプログラムの人数と時間

平均

平均

9. 一人の利用時間:平均時間は 71.1分(1日)02時間以上利用者は 9名、 1時間以上 2

時間未満は 23名(うち男性2名)、 1時間未満は 15名(うち男性5

名) (計 47名)

10.利用トータル時間 (1週間): 23，380分 (47名)

11.スタッフのサポート内容:フィットネスはトランスファ介助、レベル・時間の設定、

見守りなど。趣味的活動は手芸の糸通し・糸止め・折り返しのサポート、手芸の刺す

所の印付、間違いの修正、作品の仕上げ、次作の内容のアドバイス、針・鉄等の安全

管理、話を聞く、患者同士の会話のサポート、 トイレ介助、状態の報告などである。

12.利用内容:フィットネスのみ利用した人は 11名(うち男性 5名)、趣味的動のみ利用

した人は 14名、フィットネスと趣味的活動両方を利用した人は 22名(うち男性2名)

であった。

l人数 1時間 l平均

フィットネス

ホットハ。ツヲ 19 490 24.2 
マッサーシ"f聾 107 2260 20.8 

下肢強化マシン 6 140 20.0 
スヲワット 2 40 20.0 

有酸素運動マシン 38 760 19.2 

平行梅 10 160 16.0 
フ。ーリー 13 120 9.2 
IJ、書十 195 3970 18.5 

盤味活動

刺し子 19 2440 128.4 
ヲロススγツチ 99 12470 126.0 
，、。ス"J~ 9 990 110.0 

ネット手芸 35 2650 75.7 

編み物 1 40 40.0 

読書 18 560 31.1 

お話 7 210 30.0 

書道 2 50 25.0 

4、量十 190 19410 70.8 

合計 385 23380 60.3 

平均
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13. 増やした種目:プーリ一、ホットパック、平行棒、スクワット

14.利用しなかった種目:三角筋・上腕三頭筋・大胸筋強化マシン

15. 患者の声:

(1)手芸をやらせてもらっているので助かります。一日中やることがなかったらどうして

いいかわからない。

(2)私がここに入院して、娘はほしいものを作ってもらえるのですから最高ですよ。

(3)こんな私たちをやさしく面倒見てくれるので、何とかできます。

16.職員の声(サポート上での問題点): 

(1)能力の低下により、本人のニーズ、と能力の差が大きくなる。

(2)能力の低下により、針等の管理が難しくなる。

(3)歩行器のブレーキのかけ忘れがみられ、監視が必要な人がいる。

17.利用者をセグメント表に添付(参照:表 2)
表2セグメント表 縦軸障害老人の日常生活自立度判定基準横軸認知症老人の日常生活自立度判定基準

調贋 I IIa IIb ma mb N M 
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v.考察とまとめ

今回用意した種目のうち、フィットネスについては、 トランスファとセッティングだけ

を行えば、その後はスタップが側にいなくても一人で来ることを考慮に入れて準備した。

そのことにから、より少ないスタッフ(平日は 2----3人、日祭日は 2人)でより多くの人を

サポートすることが出来た。趣味的活動は、女性患者が多いことから手芸が中心となった。

作業自体は単調な繰り返しであるが、仕上がりがきれいで大人の作品として、またプレゼ

ントとしても喜ばれるものを選んだ。結果 患者自身が日常で使うものから、子供、孫へ

のプレゼント、また、面会に来た友人などの来客への手土産としても利用している。

おやつは午前 l回、午後 l回の定時に出している。これは水分補給、楽しみとして、更

らには、集中し過ぎないように手を休めてもらう意味でも必要と考える。選んでもらえる

ように、ホットとアイスのそれぞれ 5種類ずつのメニューを用意した。 3

運営にあたっては、職員の声からも能力の低下による、本人のまだ出来るという思いと

実際には難しくなってくる能力の差を埋めることに配慮が必要となるc 更に進行し一人で、

来室できなくなると、病棟で用意しているプログラムに参加してもらうことになる。ここ

では、病棟で余暇プログラムを展開している多職種のスタッフと話し合い、今まではどち

らかというと、お互い単独で展開していたプログラムの重なりを極力なくすようにし、病

棟においても、楽しみの場が増えるように日常のプログラムを決定するようにした。

今回の利用者 (47名)の 1週間の利用トータル時間は 23.380分(一人あたり 71.1分)

であり、患者は日中、病棟での日常生活場面から離れ、リハピリ棟で穏やかな時間を過ご

すことができ、病棟スタッフはその問、他の患者に目を配ることができることにも繋がっ

た。

表 2のセグメント表では、自立度 B1、認知度lIb以上の、自分で移動が出来、活動も楽

しめるレベルの対象となる人は 84人、そのうち 38(45.2%)人が利用した。半数以下で

はあるが、ご自分で判断できる人で、あるため、自主性を重んじ無理強いはしなかった。高

齢で、病状が安定期に入っていることはあるが、自立度 B2、認知度lIb以上の人について

は、座位保持が出来るレベルで、車椅子操作を取得することでリハピリ棟への参加の可能

性があり、 PTとの協力により患者本人のリハビリへの目標にもつながる場の設定となった。

自立度 B1以上、 Eのレベルの人は、認知症により、車椅子操作、エレベーター操作、道

順を覚えることは困難であるため、多くの人は病棟でのプログラムに参加することになる、

そのため、病棟でのプログラムの充実を図らなければならない。

今回、本来の余暇活動のサポートになるよう、特に日常生活場面から離れ、時間、内容

において自由度の高い環境を設定することが出来た。また、要介護認定に用いられている

自立度、認知度から患者の能力に応じたサポートを予測する分類が出来、本人や家族のニ

ーズとあわせて内容を決定することにより 満足度の高い余暇生活をサポートすることに

繋がる。

今後は更に活動種目を増やし、環境の充実を図るとともに、「豊かな最晩年をつくるj こ

とを目標に、実践を通し研究を進めたい

参考文献

1 草壁孝治・斎藤正彦編著『高齢者のレクリエーションマニュアル』トルト守7
0
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在三回

高齢者施設における楽しいレクリエーションプログラムについての研究

。吉岡尚美(東海大学)

植木順子、佐藤宏子(医療法人鳳香会 デイサービスセンターパラソル)

はじめに

本研究は、日本レジャー・レクリエーション学会第34

回学会大会(笈脳年12月)におし、て、著者の一人が発

表した「楽しいレクリエーションプログラムについての

一考察~楽しい環境づくりの提案~J 1)の内容を具体化

したものである。第 34回学会大会の発表で、高密緒施

設では「楽しいレクリエーションプログラムJを実癒す

ることが窪まれていることをふまえ、「楽しい」とはどの

ような状態を示すのか、またどのような環境の中で「楽

しい」という感情が生まれるのかについて説明し、レジ

ャー行動の先行研究をもとに「楽しみの段階モデルJ個

1)を提案した。本研究の目的は、そのモデルに沿って

様々なレクリエーションプログラムにおける楽しみの状

況を調査することにより、どのような田助において高齢

者は楽しみを得ているのか、またどのようtjj業境で行え

ば、より高齢者に楽しいレクリェーションプログPラムを

提供できるのかを示すことである。

楽しみの第1段階

自分の意見を言える、自己で判断できる機会がある

フィードバックを受けることができる、リラックスできる

目標が持てる、仲間意識・共存意識が持てる

文化を感じる・知ることができる

楽しみの第2段階(集中)

達成f惑が味わえる、自己肯定ができる

不安を取り除くことができる、痛みを取り除ける

安心感を持つことができる、時間を忘れることができる

楽しみの第3段階{笑顔・感情表現・前向きな言動)

自分の存在を感じることができる、感情表現ができる

よい人間関係が保てる、前向きな気持ちが持てる

図1楽しみの段階モデル

← 64 

研究方法

先述の調査を試みるため、 f楽しみの段階モデルJの

中で示される項目の中で、客観的に判断できると居ゐれ

る項目を参加展開i法(表1)にまとめ、リーダーlこチェ

yクしてもらうことにより、参加者がどれくらいその項

目の行動を起こしているかをみることで、楽しみを測定

することにした。観察する項目は 10項目で、 2)~8) 

比楽しみの段階モデルの第 1段階から抽出し、 1)の

「集中しているカサは、ヴオークルら Bが、フロ}モデ

ルの第2段階として白fDa:臨泊町内hぼption懐中・

夢中)を挙げていることから、楽しみの段階モデルの第

2段階をまとめる項目として用いた。lO)の笑瀬につい

ては、田部井ら劫丸、う、笑顔は楽しいときに起こる精

榊包作用であるということをもとに、第3段階の樹賓表

現の中で最も正確に観察できる表現であると判断し、観

察する項呂とした。

研究の実施場所は、 I県M市内にあるデイサービスセ

ンターで、対象者は、デイサービスセンターの利用者33
名明性9名、女性24名)である。データは、 2∞5年

4月から7月までの可能な火曜日と銅産自に収集された。

19稀類のレクリエーションプログラムについて、毎回の

レクリエーションプログラムのリーダーが、プログラム

終了後参加者の様子を参力I評価表にチェックしたさら

に、レクリエーションプログラムに参加中の高齢者の様

子をVTRで言謹安すると共に、職員が繍案ノートを付け、

気づいた参加渚の普動神有感IJ、表情討議した。

データ())分析

参加評価表で集められたデ}タは、行動の頻度を項目

別にプログラムごとで集計し、多変樹事析を用いて楽し

みの要素の関係性を轟くた。参加評価法にある項艮のう

ち、プログラムの内容に極端に左右された8項目を省き、

1)集中しているか、2)ゴール・目標が意識できてい

るれ 3)フィードパックは受けているか、 4)会話はあ

るか、 5)自分の意思を述べている点、 6)リラックスし

ている7J¥7)笑顔・笑いがあるれの 7項目を分析に

使用した。 VTRと記録ノートから集められたデータに

ついては、有意的な行蝦件言動を抽出し、質的

に表すこととした

調査することができた回数が各プログラムによって異

なったため、 1回しカ調査できなかったプロク守ラムと、



表1レクPェーションプログラム参加評価表

利用者名
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のベ参力B者数が20名以下のプログラムを省いた結果、

分析できたプログラムは、「パッゴーJ、「嗣恥、「回想法j、

「円同時球J、「玉入れj、fパラシュートj、「輸送りゲー

ム」、「羽恨っこゲームj、f音楽レクリェーションJ、「対

抗風船バレーJ、「カラオケム fスプーンリレーJ、「箱の

中身j、「つりj、「紅白旗挙げゲームJの 15種類であっ

た。

本稿では、これら 15税額のプログラムについて、参

力野怖表て強められたデータの分析結果のみにつL、て述

べる。
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結果

対象者の平均年鈴は、約加.1歳、平町}強度は 2.39

であったc 指名の内、長谷川式描易知能評価スケーノレが

測定できたのは 15名で、その平均値は 19.0であり、「痴

呆Jとみなされる基準である却点を下回った。また対

象者は、老人性認知症、多発性脳梗塞高血圧、槍尿病、

心不全など、高齢者に多く見られる掬丙弔意書の既往歴

があった。

各レクリエーションプログラムのリーダーがチェック

した諮閉紙の結果が表2である。プログラム毎に、項

目がチェックされた頻度を%で表している。このデータ



をもとに、それぞれの項目の相関関係を調べた結果が表

3である。フィードパックと会話、集中とゴールおよび

会話、持いとフィードパック、会話、及び意思の関係が

それぞれ有意であることがわかる。

さらに、重回帰分析で、楽しみの段階の第2開港であ

る「集中」と、第3邸皆である「笑顔・弥、」に及ぼす

要因を諦くた結果、「集中してし吃」により強い影斡を及

ぼす要因が、「ゴール・目標を意識できてし、むと諦変で

きた俵 4)。しかし、「知双・笑いj に対して強し影響

を及ぼすのに有意的な要因は見つけられなかった。

表2 プログラムsll楽しみの頻度(%)

ゴール・ フィード
目的 ノ〈ック 会話

&3.6 

意思 リラックス 集中 笑顔・笑L、

77ョ2バッゴーゲーム (n"44) I 90.9 

体操 (n=40) 82.5 

回想法 (n=33) 18.1 

円陣卓球 (n=24) 58.3 

玉入れゲーム(n=25) 48 

パラシュート (n=28l 32.1 

愉送りゲーム (n=33) I 78.7 

羽綴っこゲーム (n=22) I 36.3 

音楽レク (n=35) 22.8 

対抗風船バレー(日=47)1 .59.5 

カラオケ (n=53) 18.8 

スプーンリレー (n=22) 1 90.9 
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表3瓶みの各婆識の栂関羽係

88 

82.1 

63.6 

36.3 

85.7 

94.3 

68.1 

68 

88.5 

95.6 

84 

67.5 

60.6 

'15 

74.7 

95.4 

ヲ2.5 52.5 

54.5 27.2 

。)
2

0

4

ι

S

0

6

0

4

5

9

ゆ

印

刷

9

川

5

2

0

8

0

&

8

6

1
』

8

1

9

8

1

8

1

8

8

54.1 

32 

67.8 

57.5 

63ら6

51.4 

87.2 

45.2 

86.3 

64 

74.2 

9 

ゴール Personの相関係数

フィードパック何百開ヌ籾関係数! .495 

話番 P蝋度以来関係数 1.281 

意思 person<1'湘関傍数 I.112 

ジラックス

;集中

何百1の相関係数 I-.045 

Pers∞併笥努係数 I.671(紳)

person広痢調傍数I.417 笑顔・突い

神相調係幼主l~併d.j!，"(清意(両目!D

*相胤轍主5~体準時意(開~j)

ゴール フィードノ4ック 封書

必 5 .281 

.5誠ギ)

.6fil(判

-66 

408 .197 

一.207

.必4

意思 リラックス

.112 -.045 

.5お(*)

一.496 .110 

.5mめ .395

.574(*) .5.却特)

.4(抱一2(J7

.197 -.496 

.110 

.114 

一.お5

持

一

口

例

制

刺

繍

一

正

脂

血

広

中
一

知
一

.671(*対

ー必4

.517(:本)

395 

一.114

510 

265 

l
i
 

nu 
口

4

1



表 4 集中に及ぼす要因の分析(重回帰分析)

項目 標 準化係数(ベータ)

ゴーノレ .653 (唱) 2 .9 7 7 

フ ィ ードパック 合 .289 告1.085 

会話 .350 

意思 .03 3 

ワラックス .43 5 

重相関 係数 .6 8 1 

決定係数 • [i 0 5 

考察

表3の絹関関係、の結果から、フィードパックが多いと

会話も増え、笑顔が多く見られるという傾向がわかる。

また、自分の意思を伝えることも笑顔につながると考え

られる。さらに、ゴールや目標がはっきりしていると、

プログラムに集中していることも示唆できる。これらの

ことから、「ゴール。目標J、「フィードパックム「会話j、

「意思j、f集中J、「笑顔jにはなんらかのつながりがあ

ると思われ、楽しみを得る要因になっている可能性は高

い。これらの要因の頻度を見ると、「パッゴーゲームj、

「円陣卓球J、「対抗風船ノtレーJ、「スプーンリレーJと

いうプログラムにおいて比絞的高いことがわかる。

しかしながら、表4から「ゴール・目標を意識できる

こと」が F集中」につながる要因であることが考えられ

るものの、「笑顔jに対しての強い要因は見つからず、楽

しみの段階モデ‘ルの流れを証明するには至っていない。

これは、それぞれの項目のつながりが大きいため、影料1

カが分散し、「集中j と「笑顔Jへの影響力を弱めている

のではないかと考えられるが、いづれにしても、モデル

の流れが十分量四月できなし、状態では、上記に記したプロ

グラムのみが楽しいプログラムであるとは断定できないコ

また、研究計画にもF摘が多くあった。本研究では、現

場の状況に応じてデータ収集カ'11'われたため、各プログ

ラムへの参加者数や、調査回数など統一することができ

なかった。また、統計的に結果を出すためには、 n数が

イづ示ではなかった。さらに、参加m商表の項目ヘチェッ

クするための基準になるマニュアノレを作成したが、職員

間の主観性や見方の違いを取り除くことは難しかったと

考えられる。今後、楽しみの度合いをプログラム別に調

査する場合、限定した参加者の変化をみていく方法も考

えられるが、高齢者の特徴は滅ーではないため、一寸:投化

は難しく、ケーススタディーとして取り組む方が望まし

いと患われる。

加えて、「楽ししV という感情表現が必ずしも「笑顔j
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1. 637 

.1 4 7 

1 .7 1 9 

だけではないことや、「リラックスJしているときに現れ

る柔らかな笑みをどこまでリーダーはチェックできるか

とし巧問題もあった。自己評価をしてもらうことが難し

い認知症高宙開の楽しみ度を客鰍句に調査する場合は、

映像や会話の言E慨を分析する質的研究法を選択すること

が取り組みとして必要である。

これらのことにより、当初の傍的としていた「楽しみ

の段階モデルj の流れをもとに、融障が楽しみを得て

いるレクリェーションプログラムを確定することはでき

ず、改めて、「楽しさ」という主織的な袋井fを数他的に分

析する難しさがわかる結果となった。しかし、チクセン

トミハイら研究者が表してきた要因が「楽しみJに関係

することが確認できる結果も得られた。このことは、高

紛者施設のl隊員に対して、楽しいプログラムを作り出す

環境の婆国を提案するきっかけになる。例えぽ、どのよ

うなプログラムを行うにしても、活動中には目標やゴー

ルを明確に示すこと、参加躍にフィードパックを行し¥

会話を活発にすること、参加者が意思を述べられるよう

に進めることなどを意識してもらえば、それが参力曜の

集中力や、笑顔につながる可能性があるのではないだろ

うIJ'o また、パッゴーゲ}ムのように、これらの要因を

引き出しゃすい活動を選択することも必要だと考えられ

る。今後は、誠司tしたVTRをもとに、活動中の言動に

注冒して、質的に盤理する計画である。
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匡三回

温水プール利用者の特性と利用決定要因に関する研究

ケアボートみまき・温泉アクティブセンターを事例にして

1.対象施設

0徳田つづる(東京農業大学地域環境科学部造園科学科)

上岡洋晴(東京農業大学地域環境科学部教養分野)

岡田真平(身体教育医学研究所)

本多卓也(東京大学教育学部身体教育学コース)

長野県東御市(旧北御牧村)は地域の急速な高齢化に備えて保健・医療・福祉の拠点施

設を必要とし、平成 7年 4月に日本財団(I日:財団法人日本船舶振興会)の事業助成を受

けて、高齢者総合福祉施設「ケアポートみまきJを開所させた。ケアボートみまきは、対

象施設の「温泉アクティブセンター」に加え、市立温泉診療所(医療)や市健康福祉部(保

健)、特別養護老人ホーム(福祉)、デイサービスセンター、ヘルパーステーション、訪問

看護ステーションなどを有している。

その中でも健康増進部門を担うのが「温泉アクティブセンター」であり、高齢者福祉施

設と地域住民との交流の場として、また、リハビリテーションや健康づくりの場としての

役割がある。

平成 18年 6月 1日現在、会員数 1143名、非会員を含め 1日平均 430名の人々が利用

している。会員は 50""'-'60歳代が多いが、子どもから高齢者まで幅広い年齢の人々に利用

されている o

2. 目的

本研究は、子どもから高齢者、障害者からスポーツ選手まで、多くの人々に利用されて

いる「温泉アクティプセンターJを事例とし、利用者の特性と利用決定要因を明らかにす

ることを目的とした。

3. 調査方法

調査期間は、平成 18年 8月 29日から 9月 3日の 6日間で、午前 11時から午後 21時 40

分(土曜日と日曜日は 21時)までの時間帯に、無作為抽出法※により被験者を決定し、面

接でのアンケート調査を行った。

調査項目は利用目的、利用頻度、滞留時間、教室参加の有無など 47項目だった。倫理

面への配慮、として、被験者は同意のあった者だけを対象とし無記名回答とした。また、事

前に東京農業大学総合研究所へ「人に関する実験・研究計画書j を提出して承認を得た。

※調査者による選択バイアスを除去することを目的として、営業時間内の 00分、 20分、

40分に時刻を定め、プール利用後、その時刻から一番始めに更衣室から出てきた者に対し

て実施した。
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4. 結果と考察

6日間で 195名にアンケートを依頼し、男性 76名 (47則、女性 86名 (53九)の計 159名

から回答を得た(回答率 82九)。年代は 10歳代未満 6名 (4則、 10歳代 5名 (3九)、 20歳代

3名 (2九)、 30歳代 7名付先)、 40歳代 10名 (6覧)， 50歳代 42名 (26九)、 60歳代 55名 (35児)、

70歳代 25名(16%)、80歳代 6名 (4%)で 50歳代'"'-'60歳代が多かった。会員が 130名、

非会員が 29名であった。

利用理由としては「健康のためj が 89名 (55%)、「リハビリ j が 25名(16%)、「泳力

向上Jが 15名 (9%)、「ダイエットJが 12名 (8%)、「くつろぐためJ9名 (6%)、その

他「紹介されたj が 6名 (4%)、「コミュニケーションJが 3名 (2%) であった。

利用頻度は、週 6日が 29名(18%)、週 5日が 20名(13%)、週 4日が 26名(16%)、

週 3日が 32名 (21%)、週 2日23名(14%)、週 1日が 15名 (9%)、週 1日未満が 14名

(9%) だった。

滞留時間は、 1時間が 41名 (26%)、1.5時間が 58名 (36%)、2時聞が 43名 (27%)、

2. 5時間が 11名 (7%)、3時間が 5名 (3%)、最も長かったのは 4時間が1名(1%)だっ

た。

料金に対する質問では、 45名 (28%) が「とても安いj、57名 (35%) が「安いj、39

名 (25%)が「どちらでもなしり、 16名(10%)が「安くないj、2名(1%)が「全く安く

ないj だった。

また「スタップの親切さ」を 5段階評価してもらったところ「とてもそう思う Jが 96

名 (60%)、「そう思う j が 54名 (34%)、「どちらでもないj が 9名 (6%)、「そう思わな

しリ「全くそう思わない」が O名だった。

温泉アクティプセンター内には 30.5
0Cの 25mプールを始め、 42

0Cの全身浴プール、 32"C

の歩行専用流水プール、寝湯・打たせ湯のある 370Cのリラクゼーションプーノレ、ドライサ

ウナ・スチームサウナなど様々な種類のプールがあり、利用方法も泳く¥歩く、教室に参

加する、サウナで汗を流すなど様々である。運動方法が制限されないことや、スタッフが

親切だという意見が多いことも中高年層が多く利用する理由だと考えられる。しかし、ク

ロス集計や多変量解析をまだ行っておらず、現段階ではこれが議論の限界である。

5. 結論

分析の中間段階であるがプール内での利用方法が多様であり、スタッフが親切であるこ

とが多くの者に利用される理由だと推察される。今後、利用要因を定量化するために、細

かな分析を進める必要がある。
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E三E

伊勢志摩国立公園成立の特異性

油井正昭(桐蔭横浜大学・(財)国立公園協会)

1 .はじめに

伊勢志摩国立公園が、 13番目の国立公園として指定されたのは昭和 21年 (1946)11月初日、第二次

世界大戦が終鷲した翌年で、まだ戦後の混乱の時代で、あった。以来今年 (2006)は指定 60周年を迎えた。

指定当時の国立公園行政は、大戦中の業務停止から復活早々であり、職員も整わない中で伊勢志摩国立公

園指定のエネルギーはどこから出たのであろうか。戦後の疲弊した国民の士気を高める「国敗れて山河有

り」の認識だけでは、当時の国立公園行政では指定できる状況ではなかったと思われる。

そこで、本研究は戦後早々に指定された伊勢志摩国立公園の成立要因とともに、指定された国立公園の

特性を明確にすることを目的とする。

わが国の国立公園誕生への動向は明治末にさかのぼるが、具体的な動きは大正 10年(1921)に内務省

が全国に 16カ所の候補地を選定し調査を開始したときである。大正 10年は 5カ所の候補地を調査したが、

担当する専門職員が少なく、また予算の問題から翌年からは毎年2~3 カ所を調査し、大正 14 年(1925)

までに 14カ所を実施した。しかし、昭和元年 (1926)と2年 (1927)は経済不況と大正 12年 (1923)

に発生した関東大震災復興事業などの影響から予算が獲得できず、調査は中断し、残り 2カ所は昭和 3年

(1928)に予算が付いてようやく全ての調査を終了した。候補地 16カ所の調査に 8年を要している。伊

勢志摩地域はこの 16カ所の候補地に入っていなかった。

昭和 6年(1931)に国立公園法が制定され、国立公園行政を担当する内務省は、「国立公園ノ選定ニ関

スル方針J(昭和 6年9月制定) 1)を策定し、 16カ所の候補地を基に地域を厳選して国立公園指定を開始

し、昭和 9年 (1934)3月 15日に最初の国立公園として瀬戸内海、雲仙、霧島の 3国立公園を指定した。

以後、昭和 11年 2月までに 12国立公園を指定して終わった。したがって、 16カ所の候補地の中には、

国立公園に指定されなかった地域がある。

2.第二次世界大戦の国立公園行政への影響

昭和 13年(1938)に国立公園行政は、新設された厚生省体力局に移り、時代を反映して体力向上が国

の重要施策になり、国立公園の自然地での健民修練が推進された。戦時体制が強まり、昭和 16年 (1941)

3月に行政機構の簡素化政策が閣議決定され、国立公園君主の寸国立公園委員会Jが廃止になった1)。その

ため、国立公開協会内に私設機関として、政府関係機関の中堅職員や学識者を委員とする「国土計画対策

委員会j が設置され、国民の体力向上、厚生活動、健民修練を行う自然地を確保する必要から、野外厚生

地の適正な配分計画を討議した。この「国土計画対策委員会j の検討で、伊勢志摩地域の朝熊山、志摩台

地、鳥羽海岸一帯が近畿地方、中部地方の人口が多い地域から容易に到達できる自然地として吉野熊野国

立公園の拡張候補地に入った 2)。昭和 17年 (1942)r国土計画対策委員会」は、 9カ所の国立公園新設と

富士箱根など 4カ所の既設国立公園拡張を決め、内務省、厚生省、農林省など政府関係機関へ建議した。

国立公園行政を担当する厚生省は、「国土計画対策委員会」が建議した地域を整理調整して、秩父、大島天

城、志摩、琵琶湖、金剛高野、耳目馬漢英彦山の 6国立公園候補地を選定したベ

ここで明確なことは、戦前指定の 12国立公園は、「国立公園ノ選定ニ関スル方針Jで国立公園の必要条

件として定めた、「我ガ国ノ風景ヲ代表スルニ足ル自然ノ大風景地タ/レコト」、「日常体験シ難キ感激ヲ与フ

ノレガ如キ大風景J、「海外ニ対シテモ誇示スノレニ足リ世界ノ観光客ヲ誘致スノレノ魅力ヲ有スノレJ地域を選定
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したのに対し、昭和 16年 (1941)に選定した国立公園候補地は、体力向上、健民修練を行う自然地と位

置付け、異なる基準で国立公園が考えられている点である。

志摩国立公園候補地の決定は、昭和 18年(1943)8月に三重県へ通達されたが、それより先に厚生省

の調査は行われており、また地元では昭和 17年(1942)6月に志摩国立公園期成同盟会を結成して厚生

省への陳情、国会議員への働きかけなど様々な運動を展開した4)。

昭和 19年 (1944)6月に「決戦非常措置要綱」の閣議決定があり1l、国立公園法に関する事務は停止

し、進行していた国立公園指定関係の業務は中断したため、志摩国立公園は指定が実現しないままに終戦

を迎えることになった。

3.連合軍総司令部 (G.H.Q)の指導

終戦後、国立公園業務は再開されたが、配置されている職員が 1"-'2名の中で、伊勢志摩国立公園指定

業務が進められたことは特異なことである。そこには、連合軍総司令部 (G.H.Q) の指導と伊勢志摩地

域の特殊事情が重なっていたことが背景にある。

昭和 20年 (1945)11月 12日に連合軍総司令部から、「美術品・記念物及び文化的歴史的地域の保護・

保存に関する覚書」の指令が発せられ、戦時中設定した国立公園候補地の再度検討で、志摩国立公園候補

地も対象になり、戦時中は国立公園指定を容認しなかった伊勢神宮から厚生省に神宮林保護のために国立

公園指定の強し、要請が行われている。

連合軍総司令部の方針で国家神道が排除され、戦後の混乱の中で神宮林が荒らされ、伊勢神宮は神域の

保証が困難な状態になり、法的保護の道として国立公園指定を望み、大宮司と小宮苛が厚生省に出向いて

直接要請を行った 5)。要請を受けた厚生省では、伊勢神宮の保護を前面にして国立公園指定を連合軍総司

令部に申し出ることは難しいと判断し、志摩のリアス式海岸風景と荘厳な伊勢神宮林とを一体とする国立

公園を考え、志摩国立公園から伊勢志摩国立公園へと名称を変え、指定を目指している。

戦後の国立公園行政は、連合軍総司令部の承認を受けなければ行うことができない指令が出ていたため、

厚生省は事前に連合軍総司令部へ伊勢志摩国立公園新設のほか、既設国立公園の区域拡張を申し出たが、

連合軍総司令部の指導は、伊勢志摩国立公園のみを認め、既設国立公園区域の拡張関係はアメリカ合衆国か

ら国立公園専門家が来て後日指導する内容で申し出は認められなかったり 5)。

この時の連合軍総司令部国立公園担当官であったウオルター・ポパム大尉 (WalterO. Popham)は、

昭和 21年 (1946)6月以後文化財調査なども含め、何回か伊勢神宮を訪れていて、伊勢志摩に理解を示

したことが、戦後早い時期の国立公園誕生に大きく関わっている。ウオルター・ポパム大尉は申し出のあ

った全国の地域を視察した 5)が、たびたび現地視察を繰り返したのは、伊勢志摩のみであろう。伊勢志摩

国立公園成立には、連合軍総司令部の指導が強くはたらいている。

厚生省は昭和 21年(1946)4月に現地調査を行い、 7月に三重県知事から志摩一帯を国立公園に指定す

る要望、伊勢神宮から神域を国立公園にする陳情が厚生省に提出され、こうした状況を基に、伊勢志摩国立

公園指定は連合軍総司令部に上申された。このような指定経緯は、他の国立公園には存在せず特異な経緯

をたどっている。

特異という点で言えば、国立公園指定には国立公園にふさわしい自然状態を明確にする学術調査を行い、

その成果をふまえて「国立公園委員会(現在は中央環境審議会)Jの審議を経るが、伊勢志摩国立公園はそ

の両方を行っていなし、。伊勢志摩国立公園指定の昭和 21年は、国立公園委員会が復活していなかったこ

とと、連合軍総司令部の指導とし、う特殊事情がその背景だが、平成 18年 (2006)現在 28カ所ある国立公

園で、国立公園委員会または審議会に諮ることなく指定された唯一の国立公園である。

こうした様々な特異事情が伊勢志摩国立公園成立の背景にあったo
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4.国立公橿計画の特異性

伊勢志摩国立公園の指定は、面積 52，036haの区域のみの告示で、国立公薗計画(以下「公園計画J と

する)が立てられていなかった。そのため、全域が普通地域として扱われ、厚生次官から三重県知事に、

特別地域を指定するまでは公園の保護利用上重要な事項は、事前に協議するよう「伊勢志摩国立公園の指

定に伴い取扱い配慮方の件J(昭和 21年 11月 25日)という通知が出され4)、指定当初は公園管理の方向

が明確でない状況にあった。最初の公園計画は、昭和 25年 6月 20日(厚生省告示第 177号)に集団施設

地区 1カ所(賢島)と道路 6路線(車道 4路線・歩道 2路線)の利用施設計画を決定したベ

特別地域を指定した保護規制計画

は昭和 27年 3月 1日(厚生省告示

第 35号)で、公園面積 52，036haに

対し特別地域1O，700ha、普通地域

41，336haを決定した7)。したがって、

特別地域の割合は 20.6%、普通地域

は 79.4%であり、他の国立公園に比

較して特別地域の割合が小さく、普

通地域の割合が大きい保護規制の弱

い国立公園が成立することとなった。

この公園計画では、特別地域の設定

のほか、将来を考え渡鹿野、横山、

小浜、中津浜の 4カ所の集団施設地

区、宿舎、野営場、桟橋など単独施

設 49カ所と歩道を決定した。単独

施設は 20カ所が桟橋であり、船遊

関係と釣魚関係の施設に力を入れた

利用計画となっている特徴がある。

5.考察

第二次世界大戦後、社会が急速に

変動し、国立公園内での大規模な開

発が自然風景に影響をもたらしたこ

と、公園利用が普及したことなど、

新しい時代に対応した自然公園制度

を整備する必要性から、昭和 32年

(1957)に国立公園法が廃止になり、

自然公園法が制定された。国立公園

法の主な内容は自然公園法に継承さ

れた。自然公園法では、国立公園は

「我が国の風景を代表するに足りる

傑出した自然の風景地Jで、その自

然風景地を保護するとともに、保健、

休養、教化の利用増進を図ることを

伊勢湾

内宮
朝熊山

'‘ x 
宮域林 。
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浅間山
a 
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圏一 1 指定された伊勢志摩国立公園区域図

表-1 公画面積と保護規制計画

公園面積 特別地域 普通地主主

昭和 21年 11月 20日

昭和 27年 3月 I日

平成 17年 3月 31日

52，036ha 

52，036ha 

55，544ha 

1O，700ha (20.6 %) 41，336ha (794 %) 

17，509ha (3 L5 %) 38，035ha (68.5 %) 

注 :CL公園区域は昭和 52年再検討、昭和 60、63、平成 6、12年に点検された。

②平成 17年 3月 31日現在、 28国立公園の特別地域の割合は 713%、

普通地域の割合は 28.7%である。
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目的としている。自然公園法が定めている国立公園の定義や目的から考えると、伊勢志摩国立公園には様々

な特異な状況がある。

伊勢志摩国立公園は、公園区域内に市街地が多く含まれており、自然の風景地以外の土地が広いことは、

国立公園として特異な区域設定である。この状態は戦後の国立公園行政が復活早々のなかで、「国立公園ノ

選定二関スル方針」に基づく公園区域の検討が、十分に行き届かない状況で指定した結果と思われる。ま

た、伊勢志摩国立公園指定は、連合軍総司令部の指導の下でお墨付きを得て指定されたが、細部の検討が

行われていなかった面がある。それは、指定時に公園管理の基になる公園計画を定めていない点に表われ

ている。公園計画は、公園の将来像を示すものでもあるが、伊勢志摩国立公園の公園計画は指定から 2年

半後に利用施設計画の一部が、 5年 3ヶ月後に保護規制計画と利用施設計画が決定するなど、指定後随分

時聞が経過してからである。

自然風景の保護に関しては、保護規制計画で特別地域が 20.6%と少なく、普通地域が 79.4%を占めたこ

とから規制の弱い風景保護が図りにくい公園が成立した。この保護規制計画が成立した理由は、公圏内に

市街地が含まれていること、土地所有が国有地や公有地が少なく私有地が多いことによると思われる。こ

の土地所有状況は現在も続いており、公園面積に対して私有地の割合 96.1%、保護規制計画で普通地域の

割合 68.5%は、 28国立公園で最も多い特異な状況にある 8)。

なお、公園利用の増進の点では、伊勢志摩は近畿地方、中部地方から到達性に優れており、年間利用者

数が 1，300万人を超え 8)、利用面では十分機能している。

6.結論

伊勢志摩国立公園が成立した要因と指定された公園の特性を明確にすることを目的にしたが、次のよう

な結論を得た。

①伊勢志摩国立公園は戦後の国立公園行政復活阜々に担当職員が整わないなか、連合軍総司令部 (G.H.

Q.)の指導の下で指定された。②連合軍総司令部には、伊勢志摩国立公園以外にも既設国立公園の拡張を

申し出たが、伊勢志摩国立公園のみが認められる特異な事情があった。③戦後荒らされていた伊勢神宮の

神域林を保護する目的があった。④国立公園内に、広く市積地を包含する区域が指定された。⑤国立公園

の風景保護、利用の方向づけなど公園管理の基になる公園計画の決定が指定後 5年 3ヶ月も経過した。⑥

公園計画は、保護計画で特別地域は 20.6%、普通地域が 79.4%を占め規制の弱し、風景保護が図りにくい国

立公閣が成立した。⑦土地所有の私有地率 96.1%、普通地域の割合 68.5%は28国立公園で最も多い状態

であり、公闇成立時の状態が指定 60周年を迎えた今日にも続いている。このような結論を総括すると、

伊勢志摩国立公園は種々の特異性を有した国立公園として成立している。

参考文献

1 ) 厚生省国立公層部監修 (1951):日本の国立公園、 51-59

2) 国立公園協会 (1942):協会記事、国立公園第 14巻第 3号、 24-25

3) 環境庁自然保護局編集(1981):自然保護行政のあゆみ、 76-94

4) 財)伊勢志摩国立公園協会 (1968):伊勢志摩国立公濁 20年史、 46-48

5) 石神甲子郎 (1968):伊勢志摩国立公園指定の患いで、伊勢志摩国立公園 20年史、 218-226

6) 厚生省国立公園部(1950):国立公園部だより、国立公国 9、30-31

7) 厚生省国立公園部 (1952):伊勢志摩国立公園計画、国立公園 32、26-27

8) 財)国立公園協会編 (2006):自然公園の手引き、 49-51、78-82
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宜主1

「レジ ャ ー 活 動」と「レクリエーション」に関するランダム化比較試験の

システマティック・レビュー

O上岡洋晴(東京農業大学地域環境科学部教養分野)

津谷喜一郎(東京大学大学院薬学系研究科医薬政策学講座)

高 橋美絵(身体教育医学研究所)

本 多卓 也 春日朔子(東京大学教育学部身体教育学コース)

山田有希子(東京厚生年金病院図 書 室 )

異喜志まり(横須賀市立市民病院図書室)

下嶋 聖(東京農業大学地域環境科学部造園科学科)

レクリエーション

1 . 目的

本研究は、「レジャー活動 J と「レクリエーション Jの心身に及ぼす影響に

ついて、ランダム化比較試験(RCT) のシステマティック・レビュー(SR) を行

うことにより、 1)効果を明らかにすることと、 2)研究の質を評価することを目
的とした。

レジャー活動、キーワード.ランダム化比較試験、

2. 方法

英文キーワード検索として、 rleisure a配ctiv吋it守y and ra加nd由om1凶1吋1Z却ed c∞on附1t泊tr叫 c吋d trial J と

r recreation and ran凶1吋domi位ze吋dcontrolled t汀na悶alJ、手和口文キ一ワ一ド検索としては、 「レジャ

ーとランダム化 比較試験 J rレクリエーションとランダム化比較試験」として

行った。データベースは、 rOVID Full textJ、rWeb of ScienceJ、rPubMedJ、rScopusJ、

「医学中央雑誌」、 rJDream IIJ であった O 検索は、 2006年 6月から 9月の期間
に実施した。

適格基準は、研究デザイン :RCT、出版言語:無制限、対象・サンプル数:無制限、

観察期間:無制限、評価指標:無制限であった。除外基準は、「ランダム化比較試

験ではないことい 「 レ ジ ャ ー や レ ク リ エーションの言葉が論文中にあっても、

その定義がなく、身体活動や運動、リハビリテーションが主な介入方法である

ことん「無関係な内容であること j であった o RCT研究の質を評価するために、
rPEDro ScaleJ 1)および上岡ら 2).!::高橋ら 3)の先行研究に基づいて、 17項目から

なる 評 価 指 標 を作成した。各項目について、「実施していれば l点 j、「実施して

いな いか、記述がなければO点 J の 17点満点で評価した。

3. 結果と考察

「レジャー活動 J と「レクリエーション」のキーワードを合わせて、英語検

索では rOvid Full TextJ が 196件、 rWeb of ScienceJ が 18件、 rPubMedJ が 36件、

r ScopusJ が 13件、日本語検索では「医学中央雑誌」が 119件、 rJDream IlJ内

の rJMedPlusJが 8件ヒットしたが、最終的に該当する論文は 3編だけであった D

該当論文が少なかったことは、 RCTデザインで実施することが困難だという

ことだけではなく、「レクリエーション J と 「 レ ジ ャ ー 活 動 」 と い う 用 語 に つ

いて、学術的なコンセンサス(とくに医療・保健・福祉や関連する学際領域)が

国際的に得られていないため、「運動」や「リハビリテーション」などの用語

にマスクされている可能性が高いためと考えられる。

Siedliecki勺土、運動器の慢性的な痔痛を有する患者 60名を対象として、 自分で
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好きな音楽を聴く群(PM)、実験者がリラクゼーションになると想定した音楽を
聴く群(SM)、対照群(c)に割り付けし、 1日 1時間、 7日関連続で聴かせた結果、 C

と比較して PMと SMが、有意な痔痛と抑うつの軽減、活気の向上があったが、 PM

と SMの間には有意差はなかったことを報告している(質の評価 :8点)。
Fitzsimmons勾は、介護福祉施設に入所している抑うつ傾向にある高齢者 40名を

対象として、車椅子連結自転車を利用して 2週間(1日 1時間で週 5回)レク
リエーションをする群(R) と 対 照 群 (C) に割り付けした結果、 Rで抑うつの
程度が有意に軽減したことを報告している(質の評価 :8点)。

Parkerらのは、 脳卒中患者(466名)に対して、退院後に 6ヶ月間の一般的な
自宅での作業療法を行う群(t回 30分以上で 10回以上)と、レジャー活動を行
う群(レジャー活動に必要な動作要素も含む)、何もしない対照群の 3つに害IJ

り付けをして、気分や日常生活動作の程度、レジャー活動の参加の程度を 6ヶ
月後まで追跡して調べた結果、 3群問に有意差がなかったことを報告している
(質の評価:11点)。

研究の質において 3研究に共通しているのは、「レジャー活動とレクリエー
ションの明確な定義づけがなされていなしリ、「有害事象の記述がない」という
事項であった。

4. 結論

「レジャー活動 J と「レクリエーション」が、心身に及ぼす影響について明
らかにした RCTは 3編と少なく、統合が不可能であり、効果に関する一定の結
論を下すことはできなかった。国際的に「人を対象とした治療や健康増進の研
究に従事する学識経験者 j に対して、「レジャー活動」と「レクリエーション」
が、それ自体で独立した介入手法となりうる明確な定義を示す必要性があり、
合わせて効果についてのエピデンスを示すために RCTの蓄積が望まれる O

[附記]
本研究は、平成 18年度厚生労働省厚生労働科学研究費補助金(循環器疾患等

生活習慣病対策総合研究事業) I温泉利用と生活・運動・食事指導を組み合わせ
た職種別の健康支援プログラムの有効性に関する研究、主任研究者:上岡洋晴

(H18一循環器等(生習)一一般 - 036) Jの一部として実施した。

[参考文献]

1)Physiotherapy Evidence Database: Access， http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/index.html 
2)上岡洋晴，津谷喜一郎他:温泉の治療と健康増進効果に関するシステマティック

・レビュー，日本温泉気候物理医学会誌， 69:155-166，2006.
3)高橋美絵，上岡洋晴他:中高年者の健康増進を目的としたランダム化比較試験

による運動・生活指導介入のシステマティック・レビュー:介入研究の課題と

介入モデルの検討，日本老年医学会誌(投稿中). 
4)Sied1iecki SL: Effect of music on power， pain， depression and disability， J Advanced Nurs， 54: 

553・562，2006.
5)Fitzsimmons S: Easy rider wheelchair biking: a nursing-recreation therapy clinical trial for the 

treatment of depression， J Gerontol Nurs， 27:14・23，2001.
6)Parker CJ et al.: A multicentre randomized controlled trial of leisure therapy and conventional 

therapy after stroke， C1in Rehabili， 15:42・52，2001.
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E三回

メディア・ピオトーフ鳴築に関する基樹慨究

土屋薫(紅戸川大学)

1.はじめに

産業革命以降、 2∞年にわたって、我々の生活を慨IJなものにしてきた技術革薪と工業化の進展は、

我々に、分業化に対する絶対的制言仰を植え付けた。それが完全なものでないことは、祉会政策 e十
画)の目標値としての「新国民生活指標J (1992)が有効なツールと成り得ていないことからもわか

るだろう。

産業一般に通じる分業化に基づく方1去論は、ものごとをリニアに、大規模に展開するには向いてい

る。だが、個々人の生活における豊かさを追求しようとしたとき、この方程式は十分な解を与えてく

れなし、言し換えれば、イi酎直観の多様化した現代社会において、我々の求めている「国平」は必ずし

も一つではないし、時に必ずしも他人と同じではなし、つまり、幸福の「かたち」は人それぞれによ

って異なるし、 llE解Jは「し、くつも」荷主するのである。

もちろん、福拙童家の実現としづ文脈に則した社会指標の開発も社会政策上重要な要件ではあるが、

今やそれとともに、満足感の得られる場を「日々の生活の中Jに創り出してし、くこと自体も求められ

ているのではないだろうか。そしてそれは、産業政策に基づく方法論とは別な形で、 「目に見えるJ

しくみを提示することでもある。またこれは、生活ー殻の中でもとりわけ産業に牽引されてきたわが

国のレジャーのパラタずイムを見つめ直す重要な千見長なので、はなかろうカも

そこで相関では、先行研究に基づき、 「能醐噸光行動をサポートするデジタル・アーカイブに

よる情報提供」という桝且みからさらに議論を進め、それを包括するしくみとしての「メディア・ビ

オトーフりについて構想し、その構築可能性について明らカ吋こすることを目的とする。

2.これから¢場枕における情報提供の「かたち」

レジャー活動の中でも観光を例に取ると、ポスト・マス・レジャーの時代には、 「もうひとつの観

光J (オールタナティブ・ツーリズム)のひとつとして、エコツアー(ツーリズム)が登場するが、

この「移行」が「自醐句に」為されるものではないのは先行研究でも指摘されている通りである(土

屋 2C剃 a)。そこには、個人のライフヒストリーの結果として、環境備委品購に積極主匂こ関わろうと

する態度が要求される。たとえ「団偶者行では何かもの足りなし、」と思ったとしても、それだけでは

「他にどうしてしW、かわからなしV 品、う制兄に置カれるに過ぎなし、のである。

そのとき意味を持つのが、能毅盟あるし、は発見型の観光行動を支援してし、くツーノレとしての情報媒

体であり、その核になるのが、データベースである。また、 「一人十釦と呼ば恥るような、価値観

の多様化した現代において、十づ士に機能を発揮は尋るデータベースを構築するためには、たとえば

Iwi脳同iaJに見られるような自己増殖型のアーカイブ方式出有効であろうと予想される。

またMRi話好による重畳表示を使えば、利用客が、自身のレテ守イネスに従って、知りたいと思う情

報を獅輯匂こ手繰ってし、くことができるしくみをつくることが出来る(土屋 2∞15)。利用者に与え

られたに酌、もよらなしリ気づきは、次の観光行動の霞揚がけとなる。この気づきと憲勝づけの連鎖

は、現場から遡及して自分の求めるものを探し当てることを可能にするわけで、施設集約型ではなく、

観光客の立ってしも地保をそのまま「勧とスポット」に変えることになる。

一76



3. rメディア・ピオトープ」の意味するもの

「ビオトープ」とは生物学に由来する概念で、たとえ一つ一つは小さな生態系で、あったとしても、

それらを大切に保全していくことによって、その生態系内のみならず、小さな生態系間のネットワー

ク生成も含めて、多樹生が維持され、生態系全体に資する、とし、う考え方である。 rメデ、イア・ビオ

トープ」とは、これをメディア空間にあてはめた概念で、マスコミに代表される巨大メデ、イアや携帯

謡音に代表されるプライベー卜なメデ、イアの聞に位置する「中間的な存在Jだとし、う(水越 z∞15)。

それでは、ここでいう「中間的Jとは、どうし、う意味だろう。先に挙げた h皿技術による重畳表示

も、生態系になぞらえるならば、観光客と観光情報との聞に見られる直接的な捕食関係(=小さな生

態系のごく一部)として捉えられる。またメディアそのものに着目すれば、各種メデ、イアにおける観

光情報の採り上げ方やメディア相性品、ったマクロな状況(=生物社会全体)に目が向くだろう。

ただし、観光情報そのものに焦長を合わせると、話は少し違ってくる。

一つのキーワードに関して各種メディアはそれぞ、れ情報を持っているし、またそれらの情報は、そ

れぞれの観光地へと直接結びついている。逆に言えば、観光地とし、う「源泉Jから流れ出した観光情

報という「水Jは、様々なルートを通って、われわれの「口」に入る。さしずめ、瓶詰めにされたり、

ろ過されたり、消毒されたり、冷凍されたり、といったところだろうが、ここで大事なことは、 「水

を飲みたし、」ときに、おいしい「水」が飲めるか、ということである。

ここで言う「中間的」とは、メデ、イアベースぞ毛利用者ベースではなく、情報流通ベースの+見育、を意

味するものとして瑚卒することができるだろう。

4.観沌版「メディア・ピオト}プ」の「かたち」

通例われわれは、観光に出かける前段階として、まずテレビや雑誌・友人の話などからイメージを

持ち、番組や記事・評判の中からキーワード、やスポットをチェックし、さらに本や雑誌・インターネ

ットといったもので、調ドてして、といったリニアなステップを踏んで、してのではないだろうか。

観光地と観光客を観光情報で、つなぐとき、そこに多様性を維持するためには、マーシャル・マクル

ーハンの議論を借りるならば、 「多様なメディアによるアクセス・ルートを同時並行的に確保する」

としづ方向性が伺える。そして、それを実現する「かたち」として考えられるのは、観光地から発せ

られた情報が観北客へ直接届けられる前に再構築し直して提供する、とし、うことではなし、だろうか。

開禽築される「場」として最適なのは、もちろん、多様性を保持し得る存在としての「まち」であ

り「ひと」であろう。そして、 「ひとJと「まち」と各種メディアによる情報を飲み込んで多様な情

報提供ので、きる「メディア・ビオトープ」を構築する可制性を持つ事例のーっとして注目されるのが、

神田神関町周辺なのである。
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圧三E 教員養成大学学生における「野外活動Jの意識に関する研究

~教員志望者と非教員志望者に着目して~

O 佐藤修大(大阪体育大学) 松永 敬子(大阪体育大学)

鈴木 祐志(大阪体育大学大学院) 井海 悠樹(大阪体育大学大学院)

教員養成大学 野外活動 自然体験活動 教員志望者 意識

1.緒言

平成 14年度から実施されている新学習指導要領は、「生きるカの育成」をテーマに行わ

れている生きるカj とは、「変化の激しい社会で主体的に対応できる能力、自分で課題

を見つけ、自ら問題を解決できる能力など、全人的な能力」と定義し、育成が課題とされ

ている。この新学習指導要領は学力低下の原因とされ、見直しが求められていた。しかし、

平成 17年 7月中央教育審議会義務教育特別部会は、審議会経過報告として、継続して「生

きる力Jの育成と重要性を確認する報告をした c この生きるカの育成の方策として、体験

活動が重要視されており、「自然体験活動」などの「野外活動Jが注目されている。学習指

導要領上では、学校教育における野外活動の位置づけが、学校行事として i(旅行)・宿泊

的行事J!健康安全・体育的行事・旅行・集団宿泊的行事」などの項目にあてはまる。科目

としては、体育科の「野外活動」と表記されており、「自然とのかかわりの深いスキー、ス

ケートや水辺活動などの指導については、地域や学校の実態に応じて積極的に行うことに

留意するものとする。」という記載がある。総合的な学習の時間においては、実施上の留意

点として「自然体験やボランティア活動、就業体験などの社会体験、観察・実験・実習、

調査・研究、発表や討論、ものづくりや生産活動など体験的な学習、問題解決的な学習を

積極的に取り入れること。 Jという表記がある O そして、ほとんどの小中学校で宿泊体験学

習(林間・臨海など)などの自然体験・野外活動実習が行なわれている事や、近年注目さ

れている環境教育の一環としてなど、学校教育にとって野外活動は今後さらに深いかかわ

りができてくるものと考えられる。

学校で行なわれる野外活動は、組織的、計画的に、一定の教育目標を持って行われるも

のである。そのため、野外活動の実施には、指導者の存在が不可欠であり、指導者つまり

教員の資質は、野外活動の成果を大きく左右するものである。野外活動の指導者の具体的

な役割は、全体の企画・運営に携わる事、プログラムの進行や生活面の管理などの役割を

指揮統括する事、特定の活動種目をするための専門的な知識や技術指導をする事が挙げら

れる(文部科学省青少年の野外教育の振興に関する調査研究協力者会議・報告 1996)。

野外活動をより効果的かっ安全に行なうための、参加者に対する研究は数多くある。し

かしながら、指導者に関する研究は少なく、特に将来の指導者である教員養成大学学生の

野外活動の意識に関する研究は、中林ら(1998) が行なっているが、研究の数はあまり多

くない。そのため、教員養成大学学生の意識を明らかにすることは、将来の学校教育にお

ける野外活動のために意義が大きいものといえる。しかし、教員養成大学においても、実

際に教員を志望しない学生もいるため、教員免許取得後、教員を志望する者に特に焦点を

あてた。
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2. 研究目的

本研究の目的は、教員養成大学に在籍する学生に注目し、教員志望者、非教員志望者の

「野外活動」に対する意識を明らかにすることによって、今後の学校教育における野外活

動の指導者の資質を向上するための基礎的資料を得ることを目的とする。

3. 研究方法

本調査は各教員養成大学にて平成 17年 11月 21日~平成 17年 11月 26日に留置法(手

渡し)による質問紙調査を実施した O 調査対象者は A大学体育学部学生 196名(回収率

98.5則、 B大学教育学部学生 79名(回収率 97.5則、 C大学教育学部学生 91名(回収率

95.0%)である。分析は教員志望者の意識を明らかにするため、非教員志望者との比較分

析を行なった O

4. 結果および考察

1)調査対象者の特性
表1 調査対象者の特性

性別は 49.7%が男性、 50.3%が女性と 性別

なり、ほぼ同じ割合となった。次に免許 (n=358) 

取得意志は 9l.0%が教員免許を取得す守胃守辛

る意志があり、 9.0%が免許取得意志がな (n=358) 

いと回答し、ほとんどの回答者が免許取

得意志があるという結果がえられた O し

かし、教員免許の取得意志がありながら、

免許取得意思
(口二357)

実際に教員志望ではない学生が 34.3% 免許取得者の希望進路
(nニ325)

を占める事が明らかになり、本研究では

教員志望者 65.7%と、非教員志望者

34.5%のグループの比較分析をさらに進めた。

2)野外活動に対する意識

(九)

男性 49. 7 

女性 50.3 
計 100.0

A大学体育学部 54.2 
B大学教育学部 21. 8 
C大学教育学部 24.0 

計 100.0
取得する 91. 0 
取得しない 9. 0 

言十 100.0 

教員志望 65. 7 
非教員志望者 34. 3 

許 100目 O

「野外活動は好きか」という質問に対して、 r4.とても好き」から Il.まったく好きでは

なしリの 4段階で回答を求め点数化し平均値で比較した結果、教員志望者の平均値が 3.18、

非教員志望者の平均値が 3.20 と両者平均よりも高い値を示し有意な差は認められなかっ

た(t =0.254)。次に「学校教育において野外活動は重要か」という質問に対して 14.とて

も重要である」から 11.全く重要ではなしリの 4段階で回答を求めた結果、教員志望者の

平均値が 3.35、非教員志望者の平均値が 3.20となり、 5%水準で有意な差が見られた(t 

=-2. 028)。

3) 野外活動を行う教員に必要な資質

「里子外活動を行う上で教員に必要な資質については項目の中から選択を求めた質問に

対する上位 5項目の結果は、教員志望者、非教員志望者ともに、「野外活動や自然について

の知識や経験が豊富にある事」を最も多くが選び、「責任感があること J1野外活動が好き

である事」の順で多かった。全体的に、野外活動に関する技術や知識に関する項目が上位

を占め、次に教員の人間性に関する項目、最後にプログラムの企画・運営に関する項目が

重要視される結果となった。

尚、発表当日は結果及び考察のより詳しい報告を行なう o
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E五
地域 スポーツイベントにおけるプログラムの満足度に関する研究

一小学生を対象にしたレクリエーション・スポーツプログラムの事例ー

0鈴木 祐志(大阪体育大学大学院) 松永 敬子(大阪体育大学)

井淳 悠樹(大阪体育大学大学院)

地域スポーツイベント レクリエーション・スポーツプログラム 満足度

1 .緒言

スポーツイベントとは、「スポーツの競技力の発揮や普及・交流、および興行を目的に開

催される大会や行事J(スポーツ白書 2006) とされている。スポーツイベントには、国際

的なイベントからローカルなイベントまで犠々な形で行われている。国際的なスポーツイ

ベントは、オリンピックやワールドカップなどがメガスポーツイベントとして注目を集め

ており、さらにスポーツビジネスとしても成立している。一方で、地域におけるスポーツ

イベントは、スポーツだけでなく、レクリエーションやニュースポーツなども取り入れ、

地域住民の健康増進やクオリティ・オブ・ライフの向上や、スポーツ及びレクリエーショ

ンの普及・振興の役割を担っている。また、イベント開催の地盤整備による地域経済への

波及効果やスポーツイベントの参加者集客による経済効果が注目され、地域活性化と強い

関わりを持つようになってきている。さらに、地域スポーツイベントの開催による人材育

成や地域コミュニティの形成、子どもの基礎体力づくりなど青少年の健全育成への効果も

期待される。最近では、大学においても地域貢献などを目的とした活動が行われている。

そのような中、大阪体育大学生涯スポーツ学科スポーツマネジメントコースの松永研究室

でも、ゼミ活動として地域貢献プログラムを地元の町とタイアップして行っている。

継続的にイベントを開催するにあたり、参加者の満足度に自を向けることは非常に重要

である。へスケットら (1994. 1998) は企業に様々な利益をもたらす価値連鎖を起こす根

幹となるものが、顧客満足であるという主張を繰り返していた。特に著名な研究結果とし

て知られているのが、顧客満足とロイヤルティの関連性に注目したゼロックス社の事例で

ある。ゼロックス社の製品とサービスに対する満足度調査を実施し、最高 5点から最低 1

点までの 5段階尺度で月に 4万人もの顧客から回答を求め、分析を進めたところ、 15.非

常に満足」と評価した顧客と、 r4. 満足」と評価した顧客とでは、最購買率が 6倍も異な

ることが明らかになったのである。つまり、同じ「満足」という結果であっても、 r4. 満

足Jと r5 .非常に満足」の両者では、企業にもたらす利益は大きく異なり、顧客の満足

度を、いかに r5. 非常に満足」に引き上げる戦略が重要化を示唆したものといえる。こ

の研究は、スポーツイベントにも置き換えることができ、本研究においても地域スポーツ

イベントでの実践を試みた。今回の調査は、「子どもゆめ基金」の助成事業として 2003年

から A町と大阪体育大学の共催事業として行っていたイベントが「子どもゆめ基金Jがな

くなり、 2005年からリニューアルされたイベントで、今後のイベント継続のためにもリニ

ューアル後の第 1回目が重要であることをふまえて研究を進めた。

2. 目的

本研究では、へスケットらの研究によって得られた知見に基づき、事例研究として地域
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スポーツイベントにおいて、特に r5 .非常に満足」と回答している参加者の保護者の満

足度を中心にイベントの事前・事後調査の比較分析を進めることにより、今後の地域スポ

ーツイベントの継続のために、より充実したプログラムを提供するための基礎的資料を得

ることを目的とする。

3. 研究方法

本研究では、 A町で行われた、小学 l年生から 6年生を対象とした地域スポーツイベン

トに参加した子どもの保護者を対象に、 2005年 8月 8日のイベント初日に留置法(手渡し)

による事前調査、また最終日の 8月 12日に事後調査の質問紙を配布し、後日研究室に郵送

するという郵送法による質問紙調査を実施した。回収率は、事前調査が保護者回収数(率)

53部 (83%)、事後調査が保護者回収数(率) 41部 (64%) であった。

4. 結果及び考察

本研究は、子どもの地域スポーツイベン卜などの 表1保護者の特性 (%) 

参加について最終的に決断を下す保護者に調査を行

った。 性男11

表 lはイベントに参加した子どもの保護者の事前 年

調査(以下、事前)と事後調査(以下、事後)の特

性を示したものである。性別は、全体的に母親であ

事前 事後
(n=53) (n=41) 

男雇 1.9 7.3 
女性 96.2 92.7 
20代 3.8 4.9 
30-34歳 15.1 14.6 
35-39歳 30.2 34.1 
40-44歳 30.2 24.4 

る女性の割合が多くを占めた。また、イベントでは、 45議以上 5.6 9.7 

1 . 2年生を Aコース 3 ・4 ・5 ・6年生を Bコースとして実施したが、地域のスポー

ツ活動が多くなる 5、 6年生の参加が少ないイベントであるため低学年の保護者の割合が

高いことが推察される。

表 2は、プログラム効果に対する事前の期待度・事後の満足度に対して、 r5 非常に期

待・満足」、 r4. やや期待・満足」と回答した保護者の割合を示したものである。その結

果、事前調査におけるプログラムへの期待度は、すべての項目において非常に高いことが

わかる。事後調査でも、全体的にみると満足度は非常に高い。しかし、先行研究でも指摘

されているように、同じ満足でも r4. やや満足j という回答者は最購買率の割合が低い

という点に注目し、 r5. 非常に満足」と回答している対象者に焦点を当て、さらに分析を

深めることにより、より満足できるプログラム内容を展開する必要がある。

尚、発表当日は結果及び考察のより詳しい報告を行う。

表2プログラム効果に対する期待度・満足度
事前調査

マF布了
5 非常に期待する 4.やや期待する

新しいできる・できた
協調性を身に付ける・できた
積極性を身に付ける・できた
礼儀作法を身に付ける・できた
忍耐力を身に付ける・できた
運動不足の解消・できた
運動能力を高める・できた
同世代とのふれあい・できた
他世代(リーダ竺)とのふれあい・できた

35.3 47.1 
35.6 41.1 
44.0 41.8 
47.1 37.1 
49.0 37.1 
62.3 32.1 
50.3 32.0 
60.7 31.5 
77.0 20.7 

(%) 

4.やや満足

34.2 
33.3 
43.6 
20.5 
25.6 
31.7 
30.8 
35.9 
5.1 

※事前翻査r1全〈期待しない」からr5.非常に期待するJ、事後調査r1.非常に不満Jから「非常に満足Jまでの5段階尺度を用いて、
今回ははやや期待するJr非常に期待するJ.r4やや満足Jr非常に満足』を表記。
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巨亙

「レクリエーション講習会参加者の特性とニーズについて」

~平成 17年度大阪府レクリエーション協会アンケート調査より~

0横山 誠(財団法人大阪府レクリエーション協会)

相奈良 律(財団法人大阪府レクリエーション協会)

1.緒言

レクリエーションという言葉は、英語の create(つくる)に「再びj を意味

する接頭辞 rre-Jがついたもので、再びつくる、つまり「っくりなおす」とい

う意味である o 原義は、壊れたものがっくり直されること、人間でいえば壊れ

た状態(病気)が癒えること、疲労から元気を回復することである。(日本レク

リエーション協会， 2000) 

我が国におけるレクリエーションのニーズは、スクエアダンス、フォークダ

ンス、青少年の野外活動、職場レクリエーション、レジャー・レクリエーショ

ン等、時代と共に変遷してきた。近年では、多様化する社会のニーズに応じる

べく、(財)日本レクリエーション協会は 21世紀をめざすレクリエーション運

動のビジョン「緊急総合 5カ年計画」を発表し、①生涯スポーツ②芸術・文化・

学習活動③ネイチャーレクリエーション④福祉レクリエーションと 4つの推進

目標を立てた (997)。各都道府県のレクリエーション協会においても、この推

進目標に沿ったさまざまなイベントや事業、指導者養成等を展開している。し

かし、それらの事業に対する参加者の特性やニーズの把握、プログラム評価を

充分に実施できているとは言い難いのが現状である。

横山ら (2003)によれば、(財)大阪府レクリエーション協会(以下、大阪府

レク協会)の講習会参加者と特性として、レクリエーション・インストラクタ

ー養成課程認定校学生の参加者が過半数を占めており、学生、一般共に福祉領

域からの参加者が多いことを明らかにしている。また、今後期待する講習内容

については、福祉レクリエーションに関する内容に大きな期待を寄せられてい

るものの、性別や年代で期待する内容が違うことも明らかにしている。

本研究の目的は、大阪府レク協会のケースを取り上げ、特に大阪府レク協会

が主催する指導者養成に関する講習会の参加者の特性とそのニーズを明らかに

し、今後のレクリエーション事業の方向性と指導者養成プログラム開発の基礎

的資料を得ることである。
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2.研究方法

本研究は、 2005年度大阪府レク協会が主催する 7つの指導者養成に関する講

習会参加者に対して質問紙調査を実施した。質問項目は、性別、年齢、所属、

情報源、これまでの参加回数、その日受講した講習会の感想、満足度、今後期

待する講習内容等で、調査期間は 2005年5月から 12月、有効回答標本数は 780
であった。

3.結果と考察

調査対象者の属性は、男性 25.1%、女性 74.9%であり女性が圧倒的に多いと

いう結果であった。年代別では 10代 19.8%、20代 21.4%、30代 10.8%、40
代 16.8%、50代 19.6%、60歳以上 11.7 %、所属別では、学生 33.8%、社会人

66.2%であった。所属のうち学生の約 60%が福祉領域の学生で、社会人でも 65%
を超える方が福祉関係者であることが明らかとなり、福祉関係者からのニーズ

やレクリエーションに関する興味関心が高いことが示唆された。(図1.2. 3参照)

h 、
図l.男女比 図2.年代 図3. 所属

情報源については、「府レク協会だより (37.6%)Jと「学校や職場 (33.4%)J
からが大きな割合を占めた。また、これまでの参加回数を見てみると「初めて」

の割合が約3割で逆に約7割がリピーターという結果であった。その要因につ

いて、学生は資格取得のための現場実習、社会人は自己研鏡、特に福祉関係者

は情報やレク財の入手という参加が多いことが考えられる。

感想と満足度については、「とても楽しかった」から「全く楽しくなかった」、

「大変満足」から「大変不満足」までの 5段階評定尺度を用い調査を行った結

果、「とても楽しかった」と「楽しかったと」、「大変満足」と「満足」という回

答は9割を超える結果となった。
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区宝

社会福祉におけるレクリエーションの展開と課題

~文部科学省検定教科書を通して~

滝口真(西九州大学健康福祉学部)

1 .はじめに

昨今、福祉施設における生活支援のあり方は、ユニットケア(大収容施設を数名の利用

者単位にグループ構成し、各グループ毎に生活支援を綿密に行い、食事・入浴・排准など

の介護を行なう)、及びグループホーム(自立可能な認知症高齢者が 1ユニット 9名まで

を条件とし、小集団で生活する福祉施設。新設の場合は 2ユニットまで許可されている。

利用者対職員比率は 3: 1であり、きめ細かい生活支援が可能となる。昨今はホスピスケ

アの重要性も指摘されている)など、利用者への個別援助が重要視されてきている1)。

このような福祉援助の動向のなか、近年のレクリエーション援助においても、利用者個

人の生活歴をアセスメント(事前評価)し、援助計画したうえで、レクリエーション実践

および評価を行なうことが求められてきているが 3)4)。そこで、本報告では、社会福祉援

助技術(ソーシヤルワーク)におけるレクリエーションの位置付けを高等学校福祉科用文

部科学省検定教科書から確認し、社会福祉分野におけるレクリエーションの展開と課題に

ついて若干の報告を試みたい O

2. 高等学校福祉科用文部科学省検定教科書の概要

1)監修及び著作者(掲載順)

監 修:大橋謙策(日本社会事業大学学長・日本学術会議第 18期社会福祉・社会保障

研究連絡委員会委員長・前日本社会福祉学会会長)

著作者:大橋謙策(前掲)・福山和女(ノレーテル学院大学)・千葉和夫(日本社会事業大

学)・宮城 孝(法政大学)・滝口 真(西九州大学)・斉藤くるみ(日本社会事

業大学)

2) 検定意見通知と経緯(主なもの掲載)

①平成 14(2002) 年 8月 29日 文部科学省検定教科書『社会福祉援助技術』検定意

見通知(文部科学省初等中等教育局)

②平成 15(2003) 年 3月 20日 文部科学省検定済

③平成 16(2004) 年 1月 20日 発行(発行所:中央法規出版)

3. 文部科学省検定教科書の第 3章「レクリエーションの考え方と展開」について

1) 第 3章 第 1節 2高齢者・障害者へのレクリエーション活動援助

(1)高齢者・障害者の生活時間

①基礎生活 (30万時間)、②社会生活(10万時間)、③余暇生活 (30万時間)

※人生 80年 =70万時間への生活支援がレクリエーション援助として理解されている。

( 2) 高齢者・障害者へのレクリエーション活動援助の展開過程(当日配布資料参照)
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2) 第 3章 第 2節 2 レクリエーションの計画策定

(1)利用者の欲求と活動歴の確認

表 1 : Aさんへのレクリエーション活動援助の取り組み一一事前評価(アセスメン卜)シート

記入者氏名 :ooxx 記入年月日 00年 xx月ムム日(口)

動務先:ムム市xxデイサービスセン女 (職種名:福祉レケリエーション・ワーカー)

利用者と記入者との関係，

セン貴一利用者と握助者(福祉レ7リエ ション・ワーカー)

利用者氏名 (イニシャル) A. M (男性・@74綾)

特記すべき疾病・障害の程度:

白内障.うつ傾向.高血圧.左耳難聴

移動 排池 食事 更衣 入浴 視力 聴力 会話 麻痩 情緒・落ち輝幸

自立 自立 自立 自立 部 白内障 左耳 問題 左右 うつ傾向
A 
D 自立 右 0.5 難聴 なし なし
L 

左 0.3 上上

下下

人間交流 集団活動 個人活動

レ
ヲ

現在司うつ傾向 以前はあったが，現在はなし なし1) 

工
会話少ない

ン

ヨ
，、〆

余 暇 歴 レクリ工ーション活動援助にとって必要な情報

情連報関

生け花.書道‘園芸 仲間とおしゃべりすることが好きであった。

ごく最近まで生け花や書道を趣味としていた。

家族梅成 経済状況 家族・親戚の援助・支援 住宅状況

利用者を 長男夫婦と孫2人の 年金生J孟 主たる介護者は長男の嫁 2階建で 4LDK，

取
5人家族 バリアフリーなし

~ ) 

巻環境なく
現在利用している福祉サービスおよび社会資源 仕事歴

ど xxデイサービスセン51-，配食サービス。 主婦噌内職(洋裁)

今まで，セン空 の利用はなし。

出典:(財)日本レフ 1)工ーション協会組織部人材担当「福祉レヲリ工ーション・ワーカ一通信教育養成課程資料」を一部加筆修正。

m
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表 2 :レクリエーション活動援助の目標設定シート

M
 

A
 

名氏者用茎
P
1 i記入年月 IOO1l'XX月ムベ 記入者氏名 100 X X 

①レウリ工ーションニーズの評価

(プラス条件)

②レウリ工ーシヨ/ニーズの評価

(マイナス条件)

1) ADLの側面

白常生活において問題立し。

2)心理的側面

よく話をされる。以前は話し好きだったC

3)過去の活動歴

生け花司書道‘園芸

4)現在の活動

なし

5) その他の関連情報

長男夫婦と孫2人の 5人家族.

年金生活.主婦であった。

1) ADLの側面

白内障(右 0.5.左 0.3)守左耳量産聴(会話は問題

なし)

2)心理的側面

うつ傾向

3) その他の関連情報

特に最近になって自宅にこもり，うつ傾向であ

る。

③考えられる到達目標

(考えられるだけいくつもあげましょう)

④到達目標の整理と順序づけ

-デイサービスセン空ーにおいて、生け花と書道の余

暇歴を活かし. r生け花と書道クラフjに入会する

ことで.仲間との交流を図る。

・デイサービスセン空ーにおいて司生け花と書道教室

を開き吟教室の講師となる。

-デイサービスセン空ーにおいて，仲間づくりを行い

うつ傾向を改善する。

・デイサービスセン宮ーのヴル プ同士の観光旅行(日

帰りまたは 1泊2日)に参加して.気分転換を図る 0

・デイサ ビスセン空ーにおいて守生け花と書道を行

い仲間同士の交流を図る。

・デイサービスセン合ーにおいて、「生け花と書道ワ

ラフJで仲良くなった友達とともに地域への作品発

表を行う。

1)デイサービスセン空ーにおいで司仲間づくりを行

い守うつ傾向を改善する。

2) デイサービスセン空 において，生け花と書道を

行い，仲間関士の交流をはかる。

3) デイサ ビスセンヲーにおいて.生け花と書道の

余暇歴を活かし吐[生け花と書道ヲラブJに入会し

で仲間との交流を図る。

4)デイサービスセン合 のクル プ同士の観光旅行

(日帰りまたは 1泊2日)に参加して、気分転換を

l 図る
5) デイサービスセンターにおいて、生け花と書道教

室を開き，教室の講師となる。

6) デイサービスセン空 において.r生け花と書道ク

ラブ」でイ中良く立った友達とともに1也域への作品

発表を行う。

出典:(財)日本レヲリ工ーション協会組織部人材担当「福祉レクリエーンヨン・ワーカ一通信教育養成課程資料」を一部加筆修正。
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4. おわりに

上記の通り、検定教科書から示されるレクリエーションの理解とその展開を踏まえた上

で、以下に若干の考察を試論する。

①社会福祉分野において、一般的には「レクリエーション=グノレープワーク Jとして理解

されてきた経緯がある。しかし、今後の福祉領域におけるレクリエーション援助は、利

用者個々の価値観への確認と個人への生活支援がより一層求められてきている。つまり、

非日常的且つ集団的活動として理解されてきたレクリエーションが、社会福祉領域にお

いては、日常生活全体を視野に入れた個別支援型レクリエーション援助として理解され

てきており、レクリエーションイメージとその内容の転換が求められてきている。

②援助者の経験論によって支持されてきた福祉現場における実践が、公的介護保険制度及

び障害者自立支援法の導入によって、利用者やその家族から選ばれるサービスのあり方

へと変革してきた。このことは、サービスにおける費用対効果が検討され、ケアの科学

化が追及されることに繋がる。すなわち、レクリェーション援助の効果検証が求められ、

特にレクリエーション援助の実践と評価に大きな関心が寄せられてきている。

③②の実現のためには、本報告で示したA-PIEプロセスを援助の基軸に置き、明確な目

標設定と実践及び評価への検証など、循環型サービスの展開とその評価が求められる。

④ 先述の平成 14(2002) 年 8月 29日、文部科学省検定教科書『社会福祉援助技術』検

定意見通知において(文部科学省初等中等教育局)、福祉サービス利用者の「エンパワ

メント」が強調された。このことは、利用者がパックメニューとしての福祉サービス

を画一的に受けるのではなく、個々人が置かれている生活背景とその周辺の生活環境

等の力動性を総合的にアセスメント(事前評価)し、利用者がサービスの主体者であ

り、自らの生活課題を解決する最大の援助の所在は、自らの能力向上によるものであ

ることを、レクリエーション援助の中で意識づけし、具体的行動に移せるよう支援す

る計画的援助がより一層求められよう。

<注>

1)例えば、社会福祉法人九州キリスト教社会福祉事業団特別養護老人ホームいずみの園

が早期から少人数構成へのケアを試み、高い水準のケアサービスを展開し、全国的に

も注目を集めている。年間の施設見学者は 1500名を超え、施設フェスタ開催時には、

地域住民が 2000人を超え、地域福祉交流を積極的に展開している。

2) 拙論.痴呆性老人専用棟におけるレクリエーション援助に関する研究一利用者の余暇

歴と個別援助技術の関連を中心として一.福祉文化研究第 7号. 日本福祉文化学会.

pp.35-43. 1998年. (平成 9年度老人福祉施設実践研究奨励賞受賞). 

3) 拙論福祉レクリエーション援助の全体像J.福祉レクリエーションシリーズ 1 W福
祉レクリエーション総論j]. (財)日本レクリエーション協会監修.中央法規出版.

p p .25・133. 2000年.

4) 拙論. I高齢者のレクリエーション援助 J.Wレクリエーション援助j 滝口真他編.

金芳堂. p p .88-98. 2002年.

月
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E三回

レクリエーション組織とプロスポーツクラブとの

パートナーシップ事業に関する報告

竹田 隆行(日本文理大学)

はじめに

これまで、わが国のスポーツは学校体育、企業スポーツによって発展してきた。そのた

め、スポ}ツは学校、企業で行うものであり 地域社会でのスポーツ環境は整備されてい

なかった。地域スポーツは、行政サービスとして地域住民に提供されるか、特定のスポー

ツを仲間内で楽しむと言う形が一般的であった。しかし、少子化社会の進展により部活動

の休廃部、長引く不況による企業スポーツの休廃部により、スポーツ活動の場が減少、さ

らに地域社会の機能低下などが指摘される中、スポーツに寄せる期待は高まりを見せ、新

しいスポーツ環境の整備が求められている。

このような背景の中、文部科学省は、 2000年に「スポーツ振興基本計画」を発表した。

この基本計画は、生涯スポーツの社会の実現に向け、 2010年までに全国の市町村に少なく

とも一つは総合型地域スポーツクラブを育成することを目標としており、多種目、多世代、

技術レベルの多様性を目指している。地域では、スポーツレクリエーションスポーツのよ

うに誰もが気軽にできるスポーツが注目されつつある。

レクリエーション組織の現状

レクリエーション組織は、これまで地域スポーツの中で地道に活動を続けてきた。多く

の組織は、経営資源が乏しく小さな組織である。ボランティアを含めた人的資源は大きな

組織に負けない情熱を持っているのが特徴である。レクリエーションスポーツは、誰もが

気軽にできるものが多く、やってみれば結構のめり込むものも多い。問題は、認知度が低

いことが上げられる。認知度を上げるためには、マーケティングが必要であるが、経営資

源の少ない組織ではマーケテイング活動は難しい。一般的にマーケティングとは、売れる

商品をっくり出すことである。そのためには、市場調査、プロモーションが重要な役割を

果たす。既にできあがった商品(スポーツ)を売り出すためには、プロモーションが大き

な役割を果たす。レクリエーションスポーツの普及には、プロモーションが欠かせないが、

プロモーションには多額の費用がかかるため現実は難しい。

プロスポーツクラブの現状

大分トリニータは、基盤となった企業もなく全くのゼ、ロからスタートしたという J リー

グでも異質のチームである。大分という地方都市のためスポンサー確保も非常に難しく、

J 1クラブで一番収入の少ないクラブである(Jクラブ個別経営情報開示資料)

入場者の内訳 l士、 30代、 40代が中心で家族連れが 7割という特徴がある (2005Jリーグ

観戦者調査)。大分トニータの試合の開問時間は、他のクラブよりも 1時間早い'3時間前

となっている。スタジアムに入っても試合開始までの 3時間待たなければならない。特に

子供達にとってはかなり苦痛な時間となる。クラブ側としてもオーロラビジョンで映像を

流したり、様々なイベントを行い、試合開始までの場つなぎに苦労している。

n
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ステークホルダーとその関係性

従来スポーツ組織におけるステークホルダーは、組織と競技者、コーチ、指導者でしか

なかった。レクリエーション組織とプロスポーツクラブは、 「するスポーツ見るスポ

ーツ J と異なるスポーツ分野、または競合する組織として考えられてきた。しかしながら、

視野を広げると住民や他のスポーツ組織、メディア、スポンサーなどもステークホルダー

(利害関係者)として考えられる。

今回報告する事業は、平均 2万人集まるスタジアムでレクリエーションスポーツの参加

体験型コーナーを設けたことで、 1)レクリエーションスポーツの認知度を高めることが

できた、 2)試合開始までの時間つぶしを解消できたというものである。

パートナー事業に関する関係者の評価

大分県レクリエーション協会関係者と大分トリニータ関係者、レクリエーションコーナ

ーを利用した子供の保護者にヒアリングを行った。 ヒアリングの結果を下記にまとめた。

.レクリェーション組織の評価

・大分トリニータのゲームの観戦者、平均 2万人にピ一アールができた 0

.子供達が楽しそうに遊ぶ姿を見るとうれしい。

-試合ごとにスタップを集めるのが難しい

-プロスポーツクラブの評価

・子供達にとって、試合開始までの時間つぶしになる。

.イベント費用がかからない

・スタッフがボランティアや学生のためサービスの質が一定しない

-利用した子供の保護者の評価

・子供達が試合開始まで遊べるのでうれしい。

・スタジアムを利用したウオークラリーをしてほしい。

.サッカーに関連の種目があればいい。

まとめ

レクリエーション組織、プロスポーツクラブ、保護者の評価は良かった。今後の課題と

して、種目のマンネリ化を避け、コーナーを運営するためのスタップの確保があげられる。

そして単なるイベントではなく、愛好者に育てていくことが重要である。そのためには、

講習会や競技大会などのチラシやポスターの掲示など勧誘活動が重要である。

今回の報告は、これまでのスポーツ組織は、参加者や関係者といった内側のステークホ

ルダーしか意識しなかったのに対して 外側のステークホールダーを意識した結果できた

事業である。幸いにもお互いの問題点をカバーできるものであり、結果、観戦者にも喜ば

れるといったものであった。サッカーだけでなく他のスポーツ組織と協力すればレクリエ

ーション組織の活動の幅も広がり、さらに多くのステークホルダーとの事業提携に広がる

のではないかと考えられる。
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区三回

福樹織におけるレクリエーションに関する専門家の導入をめぐる提言

~セラピューティックレクリエーションを中心に~

キーワード:

楽しさ・おもしろさ

EPL但njoyingPersonal Living) 

O錦持武((社福)伸生会;関東明克大判泊

鈴木英』揺(東海大学)

鈴木秀雄(関東明境大学人間環境学部)

セラピューティックエクササイズ(官lerapeutIcExercise) 

1.研究の目的

介護の社会化をはかる意図から 2∞0年 4月に施行

された升曹関検制度は、 2∞5年6月に改正され、その

主な見直しの一つに、分護予防を艶見した仕姐みへの

転換州立置づけられた。特に、筋力向上キ制到・骨折

予防など、身体運動による介護状態への予防あるいは

その進行の抑制(いわゆる要介護予防運動1りなどの

導入が掲げられている。

福祉関車施設では、現在でも、ややもするとレクリ

エーションの本質から本離した活動が、あたかも疑い

なくレクリエーションであるかのように実践されて

いることがみられる。このことから、今までのレクリ

エーションが“古い"とその誤りを指摘するよりも、

これからの福祉領域におけるレクリェーションは、む

しろ“レクリエーションの新ししサ足え方"のもと、多

様な視長から、深く、広がりのある真のレクリエーシ

ョン観のもとで身体運動の社会化を進めていく必要

があろう。

ll.研究の方法

本研究は、福祉領域におけるレクリエーションに関

する専門家の導入をめぐる課題を明確にする目的か

ら、実体験(レクリエーション指導者養成講座および

講習会の受講;向調整の講義・演習・実践科目の担当;

レクリエーション関連資格講習会への参画および指

導者としての役割;大学におけるレジャー・レクリエ

ーション科目群およびセラピューティックレクリエ

ーション科目群の担当;担会教育主事課程科目群の担

当ゴ護支援帯唄としてのレクリエーションプログ

ラムへの関わり;大学における当該専門科目等履修生

としての関わり;レクリエーション協会および関連協
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会の役員およひ専門委員;要介護朝方運動スペシャリ

スト(TES)および問コーディネーター(TEC)公認資格

養成講座の受講およひ宅融市としての関わり等)に基づ

き、現行の指導者養成制度からうかがえる限定化され

たレクリエーション観をひも解くものである。

班.レクリエーション観の誤りの是正

いまだに通所介護(デイサービス)において、日程

表には「午後の活動;レクリエーションjなどと表記

されていることが多し、。ここでのレクリエーションで

は、それらは即ちゲーム、唱歌とし、う捉え方が強く存

在している。レクリエーションを集団活動と捉えたり、

担当者がゲームや歌をリードしていくものとされて

いる。本来、ゲームとは、ソーシャルゲーム(Social

Game)の意味で、集団で何かをする場合に、集団の

雰囲気を和らげる意図(アイスプレーキング)や集団

のなかで個人が心根の優しい思いやりをもって人を

処するホスピタリティとしての姿勢が求められると

き、それらを醸し出す手法として、楽しさやおもしろ

さを創造する目的で活用されるものがこのソーシャ

ノレゲームで、ソーシヤノレゲームそのものの意味や意義

を理解せずに、単にレクリエーションと置き換えるこ

との誤りが樹皇く柄主している。このように誤った認

識や限定化して捉えてしまっているレクリエーショ

ンに対する考え方が，現在の樹止関連施設には根深く

残っている。

本来、レクリエーションの意味は、「単なる遊びか

ら創造的活動までを含む一連の段階的な広がりのな

かにあって、 q漁暇に、②自由で選択され、告凍しむ

(おもしろさを含む)ことを主たる目的としてなされ

る活動・経験のすべてを含むJ2)ものであり、概念的



にはとても広い領域・範障を扱うものである。

つまり、レクリエーションとは、一つの狭い枠のな

かに閉じ込めて捉えるのではなく、その活動や意識に

おける心身の動きも重要となる。樹I描設に限らず、

今まで、社会のあらゆる場面におけるレクリエーショ

ンは、集団に対する指導や演出補助的機能、あるし、は

楽しさやおもしろさを集団のなかで得ていくための

指導者養成形態3)であったといえる。この形態は、時

に強制的で、拘刺句な構図をつくり易く、対象者の心

の状態とは何ら関係なく、決められたE寺聞にすべての

人が同じ方向を向いた形態のプログラムが導入され、

楽しむことを強いられる結果ともなる。レクリエーシ

ョンを正しく捉えるとき、その人の心身の状態が極め

て重要となることは言うまでもない。

樹止の現場で、今後、介護予防の身体運動が展開さ

れていくなか、介護職員げ清福祉士等)によるレク

リエーション的支援として、次の3項目 4)について十

分に考慮することが必要であり、課題となる。

それらは;

1) Q 0 L (Enhancing the Quali勿ofLife)

生命、生活、人生の質的向上の支援

2) ADL伯尚vitiesofDa:ily Livillg) 

日常生活動作の支援

3) E P L (Enjoying Personal Livillg) 

自身の生活に対する喜びの支援

である。

従来、介護の現場では、 QOLの向上と ADLの拡大

は、盛んにPlj.1設Lてきたが、 EPLが生活のなかでしっ

かりと認識できるよう展開してし、かなければならな

し、レクリヱーションの役割には、人間の基本的営み

(基礎的欲求)としての役割、生活の活性化としての

役割、介護のなかでの役割、楽しさ・ゆとり・喜びと

しての役割などが存在するからである。 QOLの向上

とADLの拡大とともに、要介護者の生活に対する個

人の喜びを支援する場合、し、かに生活櫛Eから醐見す

るか、いわゆる日常生活から抜け出し、またし、かに社

会機能から醐覚するか、いわゆる労働や仕事から抜け

出し、単なる遊びでもなく仕事でもなし、領域に身を置

き、楽しみ、ゆとり、豊かさを実感して、実生活に回

帰するための支援を進めていくことが大切である。
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人は楽しさや喜びの実感をもって、介護予防の身体

運動に取り組んだとき、その活動(運動)自体をより

身近なものとして捉えることができるようになり、そ

の習慣化・日常化が実現する。介護予防の身体運動の

指導に携わる者は、「しなければならない運動j とし、

うやや強制的な意識を、やがて「したい、やりたい運

動」の意識へと心の状態を好転させ、さらに創造的で

広い身体運動の獲得に至るまで導き、いざなうことが

求められる。

介護予防の身体運動に限らず、介護のすべての領域

においてレクリエーションの正しい認識があってこ

そ、本来、 1人ひとりが求める介護のあり方が直瀬句

にも間接的にも具体的にみえてくる。

知上のことこそ、“レクリエーション観の誤りを是

正しレクリエーションの本来の意味を明確に瑚手"し

たレクリェーションの専門家が、福祉領域における活

動支援に関わることが求められる理由である。

N.介護の予防に必要となる身体運動の領域向理解

共同研究者である鈴木秀雄5)は、要介護予防運動を

セラビューティックエクササイズ(叩lerapeutic

Exercise)と表記し、セラヒ。ューティック(恒lerapeutic)、

すなわち「治療的、療法的、療育的Jな意味とエクサ

サイズ(Exercise)1"身体運動」を意味するとしている。

以下の鈴木が表現する用語群:セラビューティック

主万件平交および掛軒高2言語は、ともに登録

商標である。

鈴木のセラピューティックエクササイズの定義は、

「健常(自立している)者のみならず、障害を有して

いる人や要介護状態の人が、意図的あるいは計画的な

運動(身4羽詰訪)を行うことにより、心と体の積極的

な健康の轡尋・回復・維持・向上を主たる目的とする

運動であり、その運動法であるとしている。そして、

セラヒ。ューティックエクササイズは、楽しさやおもし

ろさを含み持つレクリエーション的効果と治療的効

果の並存を求めるセラピューティックレクリエーシ

ヨンとの重なりを時に有しており、リハビ、リテーシヨ

ンとセラピューティックエクササイズとの関係も同



様である。リハビリテーションは、障害や痴丙あるし、

は心身の課題を有している対象者に改善や快方を求

めてなされるものであり、その個人が健康で、生活が

自立していれば、リハビリテーションの必要性はなく

なる。予防を前提とし、未然に防ぐための行為が、た

とえリハビリテーション訓練と同じような内容・方法

であっても、それはセラヒ。ューティックエクササイズ

の領域に位置するからである。つまりセラビューティ

ックエクササイズは、課題が明らかに医療として実施

されればリハビリテーションとなり、楽しみゃおもし

ろさが意図されればセラビューティックレクリエー

ションとなる。同じ内容の身体運動で、あっても、その

実施の意図により、それぞれに変容していくのであ

る。」勿論、セラピューティックレクリエーションの

領域が身榊守側面を中心とすれば、それはセラビュー

ティックエクササイズの範轄となることは言うまで

もない。

福抱描設における身体運動のフ。ログラムを考える

とき、この領域と 3者の関係性をしっかりと認識し、

正しく理解しておく必要がある。

レクリエーションそのものに対する効果の認識は、

1961年に全米医師会が、レクリエーションは健康に

関連するひとつの専門分野であると規定し、レクリエ

ーションサービスは、①より積樹句な健康に貢献する、

⑫丙気の刊方に貢献する、⑮丙気の治療に役立つ、④

身附句、感糊句、社会的、知的な可能性を回復させる

のに役立つ6)ということをステートメントとして発し

ている。鈴木によれば、「セラヒ。ューティックレクリ

エーションとは、レクリエーションそのものに治療的

効果(癒し)が強く内在するとし、う保障のもとに、レ

クリエーションを治療的側面と階梯的(関断切に結

合させてとらえ、なおかつ、種々の欲求である楽しみ

や喜びを含んだ社会的、心瑚句、身体的価値を喪失す

ることなく、レクリエーション本来の特質、特性、価

値を保持しつつ、自身の裁量でレクリエーションへの

関わりが強制されずに自由にできる自立・自律伏態、

即ち“レクリエーション的に独立 (Recreationaly

Independent) "できるためのプログラムを展開して

いこうとするものである。 J7)とされている。

高齢者の介護予防のための身体運動は、レクリエー
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ションがその個人の働康の維持増進に積極的に働く

ことから、セラヒ。ューティックレクリエーションによ

って、さらに高められていくことになる。だからこそ、

楽しさやおもしろさの割合や度合いの少ないセラピ

ューティックエクササイズを、ある程度の妥協キ湯捗

を含みつつ段階的に、楽しさやおもしろさが十分に存

在し得るセラビューティックレクリエーションへと

移行させていくことが求められる。

セラピューティックエクササイズの分野において、

レクリエーションの専門家は、レクリエーションの目

的的活用と手段的利用について明確に理解しておか

なければならなし、。

VI.まとめ

福祉領域においてレクリエーションに対する捉え

方が、未だ、旧態依然の昭和30年代"'50年代あたり

の経済成長の中で活用されたレクリエーションのま

まで諮哉されていたり、限定化して捉えられたりして

いる現実を是正するとし、うことは、その領域へのセラ

ビューティックレクリェーションの導入にあたって

は最も重要である。佐会における誤りの認識を是正す

るには、長い期聞を必要とする。例えば、エアロピク

スダンスがブームのように導入され、エアロビクスダ

ンスそのものが、あたかも「エアロピクス」であるか

のように勘違いされたまま社会に普及した。エアロピ

クスが有酸素運動であると正しく理解されるまでに

は、かなりの時聞を要したが、是正された理由は、唯

ひとつ、当該の専門家が正しい表現と正しし、概念の導

入に向かって地道な努力をしたことによるもので、あ

る。

福祉領域において介護予防のための身体運動が積

極的に実施されていく今こそ、現存のレクリエーシヨ

ン観の軌道修正をはかり、レクリェーションに正しい

理解を普及していくことが最優先課題である。レクリ

エーションそのものの正しし嚇総化なくしては、セラ

ヒ。ューティックレクリエーションの正しい普及も不

可能である。近年、アメリカでのセラビューティック

レクリエーションの研究を進めたり、その専門家とし

てのその専門性を標帯するとき、日本におけるレクリ

エーションの現状の理解とレクリエーションの本質



的理解をしなければ、既存のレクリエーションに上乗

せした、レクリエーション活動の展開に終始すること

にならざるを得=ない。

横浜市市民活動支援センターにおいて日本レジャ

ー・レクリエーション学会セラビューティックレクリ

エーション専門分科会の研修会(2001年9月7日(金))

が開催され、 fセラピューティックレクリェーション

の瑚平とその解き明かしJと題し、鈴木がセラピュー

ティックレクリエーションに関する制度化について

具体民説搬を提案した経緯もあるが、正しいレクリエ

ーションの普及とともに、セラピューティックレクリ

エーションに関する制度化と資格化も待ち望まれて

久しい。この研陵会はさらに、 「日本においてレクリ

エーション本来の正しい概念化をすすめることが難

しい状況であるならば、セラヒ。ューティックレクリエ

ーションの正しし、概念普及を通して、日本におけるレ

クリエーションそのものの正しい概念の啓発を進め

ることも説いている。レクリエーションの部分概念で

あるセラビューティックレクリエーシヨンを専門的

に導入するにあたっては、レクリエーションのスコー

プ(範囲)とシークェンス鍾続性・順序)を理解す

ることが求められている。」とも鈴木は述べている。

介護を受けることを必要としないために予防的方

法のひとつとして行われていく身体運動だからこそ、

セラビューティックエクササイズとしづ手段的な活

動として始まることになる。決して QOLの向上と

ADLの拡大のみを目的とせずに、 EPLの1量得を強く

意識し、楽しさやおもしろさ、喜びに満ち溢れた活動

への好転がはかられ、身体運動の習慣化・日常化が定

着されてし、くためにも、真のレクリエーション観を有

する人材が関わっていくことが必要となる。

介護支援専門員の立場から、レクリエーションを理

解し、レクリエーションによる支援形態を助言するな

らば、福祉領域におけるレクリエーションに関する専

門家の導入をめぐる提言として、特にしっかりとセラ

ヒ。ューティックレクリエーションを理解した専門家

によるレクリエーションプログラムの導入と展開こ

そが必要である。セラビューティックレクリェーショ

ンの専門家が導入するプログラムが必ずしもセラピ

ューティックレクリエーションプログラムを意味し
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なくてもよい。なぜなら、レクリエーションに治療的、

処対句、療育的側面がしっかりと内在しているのであ

り、プログラムの視転が明確にセラピューティックレ

クリエーションの目的と方法を持って実行されるこ

とこそが重要である。

福祉レクリエーションなどと言葉の表現はどのよ

うにも可能であるが、実態として障害を有しょうが健

康であろうが、レクリエーションの本質に変化はなし、。

あてがいぶち的な押し付けのレクリエーションが

福祉領域で提供されてはならないことが重要な提言

の一つでもある。医駒子為とは異なること、提供者に

主体があるのではなくプログラムを享受するものに

その主体があることを肝に銘じておかなければなら

ない。一般社会での辞書的なレクリエーションの理解

から、専門用諦句なレクリエーションの理解にむけて、

専門家であると自認するものは、レクリエーションは

実践が優先するのだとばかりに、論理的な背景を軽ん

じではならないこともまた提言の一つである。

《引用文船)

1) 鈴木秀雄「健康づくり実践編~要升護予防運動の

す~すめ~J W社会側剣 (社)全国紅会側攻協会

連合会， 2005年4月一2006年3月， p.16. 

a 鈴木秀雄『レクリエーション指導法その理論と

活動レクリエーション的効果と治療的効果の並

存を求めて』誠信書房， 1996年3月， p.3. 

a 鈴木秀雄「レクリエーション指導者養成及び資格

認定に関わる課題レクリエーションの今日的視

点からの人材育成J W生活・労働・余H制第6号

生活科学論研究会， 1997年7月， p.12. 

4) 鈴木秀雄『レクリヱーション指導法その理論と

活動レクリエーション的効果と治療的効果の並
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I C -071 

元気高齢者に対する要介護予防的運動の積極的導入を図るための視点

~運動形態からの提案~
O 問中光(洗足学園短期大学)

Key words : 鈴木英悟(東海大学非常勤)

要介護予防的運動、意識的運動 鈴木秀雄(関東学院大学)

1.研究の目的

長寿国として知られる日本は、平均寿命が

80歳をこえ、一面では慌盛で大変豊かな生活

を手に入れたが、 2010年(平成22年)には、

全人口に占める高齢者の比率が 21%を超え

る“超高齢社会"に突入するとされ多くの課

題が浮き彫りになってきている。

現在、要介護認定の高齢者は400万人を越

えており、今後の介護保険費の増大を防ぐに

は、保険システムを利用しなくて済む“元気

高齢者"を増やす方策を構築し、その取り組

みを定者させる必要がある。病気にならない

ため、あるいは健康を害さないための予防を

重視した社会の実現が期待されることからも、

健康の維持・増進や体力の向上を主眼に置く

一貫性のある総合的なシステム作りを急がね

ばならない。今後、団塊の世代も含め多くの

高齢者が生き生きと暮らすことが、社会全体

の活力を維持することに繋がると考えられる。

本研究の目的は、元気高齢者の増加に繋が

る要介護予防的運動の積極的な導入を検討す

ることとする。

2.要介護予防的運動の検討

要介護予防とは、要介護状態の発生をでき

る限り防ぎ遅らせることと、要介護状態の悪

化をできるだけ防ぎ、活動的な生活が送れる

よう支援することである。すなわち、老年症

候群である認知症、転倒、うつ病、閉じこも

り等の予防を行い、要介誰状態になる以前の

高齢者、もしくは近い将来介護が必要となる

おそれのある高齢者予備軍に対し、「運動器の

機能向上Jや「栄養改善Jなどの介護サービス

を実施し、生活機能の低下を防ぐことである。

介護サービスが、生活機能や身体諸機能の

維持・改善であるにもかかわらず、依然とし

て、サービス利用が家事援助に陥り、自立を

援助するための身体機能の維持・改善ではな
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く、さして身体を動かなくてよい状況を生み

出している可能性があると懸念されている。

要介護状態になる原因は、疾病の結果とし

て機能が低下することで起こるだけではなく

日頃の生活習慣と密接に関係していることか

ら、要介護予防は疾病予防とともに機能低下

予防を包括的にとらえていくべきである。

介設が必要な状態になるのを予防するとい

う視点からは、要介護状態の原因となる生活

環境の改善や身体機能の低下を予防するため

の支援を積極的にすすめ、意識的運動の導入

を運動習慣がない高齢者にどのようにアプロ

ーチしサポートするかが今後の焦点となる。

元気高齢者の増加のためには、 65歳未満の

高齢者にも積極的な運動の提供を導入するた

めの社会システムの実現左、個人の意識の啓

発が重要である。今後の要介護予防において

も、介護や支援を必要とする高齢者を対象と

するだけでなく、特に元気高齢者の増加を目

指すにあたり“要介設予防的運動"の積極的

な導入(下図①の領域を中心とするもの)を

図ることが必要である(国 1) 0 

3.意i識的運動の具体策の検討

1)運動実施率への名称変更の提案

文部科学省、のスポーツ振興基本計画(平成

12年8月告示)によれば、“スポーツ実施率"

という名称のもとに、成人がスポーツを 1週

間に 1回 30分程度行う割合を、当初の約

37.2% (平成 12年)から 50%(平成22年)

に引き上げることを目標に掲げた。しかし、

目的的なスポーツ実施に重点を置く傾向によ

り従来のスポーツ観のもとにその振興策が展

開されている。しかし手段的なスポーツ実施

も視野に入れた視点からは、その名称も“ス

ポーツ実施率"から“運動実施率"へと考え

方をシフトする必要がある。このことにより

スポーツは、 “余暇活動の中でしか行われな



運動を制限し結果として機能が低下するとし、

う悪循環の連鎖を断つことが求められている。

通常、筋力のピークは 20歳代であり、そ

の後の加齢に伴う筋力の減少率は、 60歳まで

は、年間減少率が 2%程度である。減少率は

さらに 60歳代では、 15%に、 70歳代では、

なんと 30%にも遣するとの報告がある。1)

普段の生活で運動設が減少し、筋力を使う

ことが不足してくると、加齢とともに筋力や

身体諸機能は著しく低下し、気が付けば足腰

や腕のカが弱り、生活するために必要な機能

が徐々に失われるという'許態が起こっている。

生活機能や身体機能の低下を防ぐための運動

や筋力向上は、日頃からの積み重ねが重要で、

あり、継続することが健康を維持する基本で

あるc 日常生活の中で運動を積極的・意識的

に取り入れることを通して、元気高齢者の増

加を図るためには、高齢者健康づくり事業(例

えば、 “健康運動クラブの創設"など)を充

実し、さまざまな運動形態を刺激し運動の拡

幅化・深奥化が実現できるよう具体策の検討

が求められている。

日開文献1
1)鈴木秀雄「要介護予防運動のすすめJf社
会保険~ (子卦全国社会保険協会連合会刊、

20侃年 12月号、 NO.665、p.27. 

いもの"という概念の導入によれば、仕事や

通勤、通学などあらゆる日常生活の中に現れ

るものとは表現できない。しかしその畳j誌を

自ら積極的に導入するという観点から、意識

的な運動を生起させることが必要である。高

齢になっても生き生きとした生活を維持する

ためには、日常的に運動する機会を増やし、

運動実施率を高めることが重要である。日常

生活の中でいかに工夫し積械的に運動を実施

するかが重要である。

積極的に運動をするという視点は、運動習

慣が日常生活化することから“あそび"から

高次元lこ車H織化されたスポーツへの誘いに結

びっくため、結果的に文部科学省がいうスポ

ーツ実施率も向上するといえるからである。

2)要介護予防的運動における

運動形態からの提案

要介護予防のための運動実践は，健康の維

持・増進や生活機能及び身体機能の低下を防

ぎ、 ADL(日常生活動作)の向 kを図ること

である。それらの機能低下を防ぐ身体づくり

を行うことが必婦であり、高齢による衰弱、

転倒、骨折、老化による認知症などの老年症

候群の発生を予防することと、その進行を抑

える運動プログラムの導入と社会化が必要で

あるc 老化による運動機能の低下がその後の

市区町村の予算措置置による新事象

② 65歳 以 上 の 人 へ の

介護予防事業
の
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即
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障害者のスポ}ツにおける Equi守と Equalityの視点、

~英国の事例から~

O 田中暢子(英国ラフパラ大学大学院スポーツ・レジャー政策研究室)

鈴木秀雄(関東学院大学人間環境学部)

キーワード:Equity、Eq岨1ity

I.はじめに

イングランドにおいて、スポーツは政策的ツー

ルとして果たす役割が大きい。プレア首相は、2002

年の政策文書‘G沼田 Pl釦'の中で、「スポーツは

多くの政策目標を達成させる上で、政府に貢献す

ることが多い」と述べている。たとえば、マイノ

リティ・グループに属すとされている障害者のソ

ーシャル・インクルージョン(SocialInclusion)も、

そのひとつである。障害者をスポーツとしづ社会

活動に参画させ、地域の一員として位置づけるこ

とを試みたのである。ブレア政権の政網とされて

いる第三の道で Giddens1)は、平等はインクルー

ジョンを指し、不平等は排除と定義した。そして、

インクルージョンは市民権の尊重を意味すると述

べている。

Equityと両国1ityは、市民のスポーツ権利を向

上させ、また障害者のスポーツ推進のキーワード

として、障害児教育やスポーツイングランド(体

育協会と同様の役割を担う協会)などで用いられ

ている。しかし教育とスポーツ協会とでは、 Equity

とEq回Iityの基盤となる慨念に微妙な違いがある。

リーダース英語辞典によれば、 Equityは公正、

Equalityは平等と訳される。但し、 Equityについ

ては公共政策の FairnessやJusticeも時として公正

と訳されており、混乱を避けるため、本稿では英

語表記で示すこととした。 Eq回 lityについても同

犠に英語表記とした。

本研究では、この Equityと両国lityの概念の逃

いに注目し、イングランドにおける障害者のスポ

ーツ動向を概観する。

H.イングランドにおけるスポ}ツ参加率
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1995年 の 障 害 者 差 別 禁 止 法 (Disability 

Discrimination Act)の施行は、障害を理由とした

差別の全面倣廃を掲げ、障害者のスポーツにおい

ても、絶対的なスポーツ権利を保障した。これに

より、障害者のスポーツの振興は、スポーツイン

グランドが取り組むべき最重要課題として再認識

された。さらに、2000年の政府文一応‘SportingFuture 

for Al1'により、スポーツ参加率の低い他の市民

層(たとえば移民など)と共に、障害者も全レベ

ルのスポーツ活動に参画する機会が保障された。

しかし、前掲のスポーツイングランドの 2001

年と 2∞5年の報告によれば、障害者は依然として

周年齢層の健常者と比ベスポーツ活動への参加率

が低く(参照:図1)、また障害児においては、参

加する種目の数も少なかった。この衝幣的な報告

は、改めて障害者に対するスポーツ活動の参加促

進を取り組む必要性を再確認させた。

図 1イングランドにおける障害者と健常者のス

ポーツ参加の比較(参考文献2)を参考に作成)
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注 1 平均値は 100
注 2:全年総射の月 1回程度のスポーツ努力日率は 43%、
週 3回またはそれ以上は 14.4%に対する比較lffif



m.障害児教育に関わる者の Equity と

Equalityの見解

障害者のスポーツ権利においては、政策の歴史

と共iこ(参考:表1)、障害児に対する体育の概念

変遷は注目に値する c 1981年の教育法(Education

Act)は、特別なニーズ (specialeducationa1 needs : 

SEN) とは何かを示し、教育現場におけるEqua1

Oppo武田町を提唱した。

表 1イングランド及び英国のスポ}ツ関連法案

年 法令や政府文字干 目的・特色

1944 Disabled Persons Act 雇用

1975 Sex Discrimination Act 平等

1976 Race Discrimination Act 平等

1981 Education Act SEN 

1992 National Curriculum for 児童権利

Physica1 Education 

1993 'Peoplewi 

Spo比 Policyand current i 

planned action' 

1995 Disab込町DiscriminationAct 人権

2000 IζSporting Future for A11' 政府文書

2001 Inclusion ofPupils wI也 SEN 

Specia1 Educationa1 Needs 

and Disability Act 

註 1 で示したものは政府発行文需である。

しかし、法案成立後から 1990年代にかけて、

民族や社会・文化的背長、または障害の種別や程

度によって、単一的な Equalopportun町(それは

個人の背景を考慮せず、時として自動的に提供さ

れる機会)を提供することはできないと議論され

るようになった。この論点、は、児童一人ひとりに

違いがあること (Differency)、また、たとえ Equal

oppo出血tyを提供したとしても、 Equalな成果を

得るとは限らないことだった 3)。こういった f違

しリへの認識は、児童のスポーツ参加へのアクセ

スや能力に至るまで、広範囲に及んだ。具体的に

は、児童個人の身体能力や過去の運動体験、個人

のニーズ、家庭・生活環境に留まらず、学校の体

円
t

・
ハ可
υ

育施設の整備、体育に関する学校の方針などであ

る。すなわち、個人因子(障害児個人の運動能力

など)だけでなく、環境因子(障害児を取り巻く

学校環境〔施設や教師の考え方など))によっても、

平等で同じカリキュラムを提供するには限界があ

るというもので、あったc

このEqua1oppoぬIDItyがもっ限界への気づきこ

そが、児童一人ひとりの個性、可能性、身体能力、

関心ごと、ニーズ、社会環境を重視させ、やがて

Equityといった考え方の重要性を高めていくこと

となるの

図 2 障害児教育における Equi勿と Equalityの

関係

1992年の体育に関するナショナノレ・カリキュ

ラム (Nationa1Curriculum for Physica1 Education : 

以下 fNCPEJ と略す)は、 Equity.Eq国 lity・イ

ンクルージョンを理念に置く。このカリキュラム

は、障害を持つ児1琶を含む全児童に対し、広範で

バランスの取れた体育授業を受ける権利を保障し

た4)。ところが、教師たちは時間に余裕がなく授

業の準備不足がある結果、十分な体育指導をでき

ない現状が学校現場にあった5)。言い換えれば、

NCPEは、社会的に、そして道穂的に全児童(障

害児も含む)が体育授業を受ける権利を示した。

しかし、カリキュラムの質や内容は、学校や教師

に依るといった危険因子が内在していた3)。

ブレア政権下では、社会的排除対策と可能性の

再分配を達成するため、教育への投資を最優先課



題としている。しかし先に論じてきたように、平

等な機会、いわゆるEq回1ityに留まらず、そして

障害児のニーズやタレント性を教師らが発見し育

てられるEquityが実践されているかは疑問である。

したがって、障害児の体育教育における社会的排

除は、完全なる解決を見ていないのが実情である c

IV.スポーツイングランドの定義するとこ

ろの EquityとEquality

スポーツイングランドによれば、 rEqui匂fとは、

スポーツと "Eq田1A∞ess"におけるフェアネス

である:不平等に対する気づき、そしてそれらに

対し対策を講じること 6)とし、一方、 rEq:国lity

とは、個人を平等に遇することである」と定義し

た7)。

(1) Equity 

2000年、スポーツイングランドは、スポーツに

おける不平等としての課題(iss田)解決に向けて、

競技団体に‘EqllityGuideline'を作成した。この

中のターゲットグ、ノレープは、①移民窃障害者(知

的障害、視覚障害、聴覚障害、脳性麻痩、車椅子

乗用者、切断〔拙pllteeJ)③女性の 3グ、ループで

ある。そして、 5段階のEqllity実現のための過程

として、①Eqllity計画案、②情報収集、③協議、

④定款の作成及びEquity計画の実施案、母Equi句f

計画の実践・モニタリング(監視法}・評価を示し

た。このガイドラインには、 rEquityとはフェアネ

スに関することである:権力、公平性、差別がな

い状態での資金と権利の活用(分配)(または再分

配)。すなわち、ソーシヤル・インクルージョンを

通じ、機会の公平性、個人の人権の是認といった

フェアネスも含むJとする、よりビジネス的な観

点の定義も掲載されている。

Equityを実践するスポーツ協会にとって、情報

収集と分析は重要である。なぜならば、ターゲッ

トグ、ループに対し、組織としての社会支援の価値

基準を定める鍵となるからである。Rawls8)は、

社会的協働の公正な条項(官lefair terms of social 

cooperation)は、協働している人々が取り結ぶ合

意によるべきと考えた。したがって、民主的社会
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のもと存在する合意の観念は、いかなるときも公

正であり、その合意は分析を基探にして決定され

る。障害者のスポーツが道語的に必要だとされて

も、公正な条項により、例えば、移民を支援対象

とし障害者を対象外としたり、同じ障害者でもメ

ダル獲得が見込まれる車椅子の蹴技選手は支援す

るが、その期待がもてない脳性まひ者は支援しな

いと決定できる。つまり、支援対象の決定は、組

織の価値に効果が期待できるものが催先事項を占

める。 Covellら9)はスポーツ組織と社会a任のジ

レンマについて議論する中で¥法的な要求があろ

うとも、また道徳的に社会支援を行いたいとして

も、全てを支援対祭とすることは資金・運営の観

点、からも厳しいと示唆し、スポーツ政策の限界を

指摘した。

一方で、 2004年のスポーツイングランドの声明

によれば、障害者のスポーツが十分に受け入れら

れていない背景に、多くの競技団体が障害者のス

ポーツは無関係であると考えていることに起困す

るとの見解を示した。これにより、スポーツイン

グランドは、障害者のスポーツを競技団体にメイ

ンストリーム (mair盟国am) させるため、障害者

差別禁止法の理解を探めるよう、競技団体に再び

働きかけている。

Equi勾，Guidelineにより、各スポーツ協会が障害

者のスポーツを推進するプロセスが示された。し

かし前述したように、Eqllityを推進する構造には、

公正な条項のもと、社会的排除といった新たな問

題を誘発させる仕組みも存在するc 今後、ガイド

ラインに沿ったEquityの実現には、スポーツ協会

はどのように費用を負担し、そして支援の度合い

をし、かに許容するかなど、突き詰めるべき問題は

数多いと思われる。また、スポーツ競技団体によ

って、資金・政治における力関係の差があること

も今後更なる議論がなされるべきであろう。

(2) E午.uility

‘Equity Guideline'から4年遅れて、スポーツ

イングランドは ‘EquaIity s出 I也rd' を示した。

Equity Guidelineが、イングランドの競技スポーツ

団体を中心に働きかけているのに対し、Eq四lity



Standardはコミュニティのスポーツ協会やクラブ

を主な対象として発信されている。

Eq田1ityStan也rdは、スポーツの参画レベル(参

加型のレベルから競技レベルまで)ごとに、期待

される成果と課題とが、具体的に箇条書きで示さ

れている。そして、市民をスポーツに参加させる

機会の場を創造することを、アクティブコミュニ

ティのスローガンのもと、優先的に取り組む事項

とした。これには、地域のスポーツ活動を推進す

るリーダーやボランティアの育成を通じ、市民と

コミュニティ間の連携とスポーツの椛造化を促進

させたいとの狙いがあるからである。つまり、地

域に根付いた慣の高いサービスや、スポーツへの

アクセスを浸透させるには、まずは地域において、

多くの人にスポーツの門戸を広げることが効率的

であるとの考えの現われである。

v.おわりに

スポーツカウンシルが 1993年発行した 'People

with disabilities and sport: Policy and current/planned 

action' において、「スポーツの振興とは、基礎的

なスポーツを学び、あるいは個人の選択と競技レ

ベルにおいて、スポーツ活動に参加できるよう機

会を提供するプロセスや社会構造を系統化してい

くことである J と定義している o 2000年の

‘Spo出ngぬturefor all' のマニフェストでは、体

育の授業を受けるに始まり、参加型のスポーツ活

動レベル、和極的にスポーツ活動を行うレベル、

競技レベルに至るまで、障害児者双方のスポーツ

権利が広く示された。

積概的に政策を進めている英国でさえ、lIì~害者

のスポーツはいまだ発展の途上にある。 Equityも

両国li旬両者とも、スポーツ振興を系統化させる

重要な因子である。そのため、この二つの用語は

時として、インクルージョンの視点に立ったとき、

区別されず用いられることもある3九しかし、障

害児教育とスポーツ協会とでは、その領域の特徴

が反映し、異なる解釈をもたらしていた。障害児

教育においては、Eq田li勿はEqualOpportunityを

提供すること、そして Equityは児童一人ひとりの

違いを敬うことであり、ふたつの言葉は"教育の権
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手0"を基盤に置いていた。他方で、スポーツ協会に

対しては、市民権としてのスポーツ参加の促進だ、

けではなく、 Equi町はマネージメント的視座も基

盤に置き、 Eq田lityは地域に活動の場を根付かせ、

市民のスポーツ参加を拡大することを重点に置い

ていたc

イングランドには、社会階層による強固な社会

的不平等が内在する。そのため、障害者も含めた

マイノリティ・グループに対し、"スポーツにおけ

る不平等"2;:戦い、そしてソーシヤル・インクルー

ジョンを促進させるために、Equityや両国1ityと

いった概念は今なお必要である。昨害者のスポー

ツの発展には、個人に対する支援と社会構造の変

化の両者に対する和概的な政策と理解がさらに求

められるc
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余暇活動における水の事故に関する研究

~特に新聞の掲載記事分析を中心に~

キーワード: O鈴木英悟(東海大学非常勤講師)

余暇能力(Leisurab出ty)

自由裁量舌動と自己責任

自然4Lと物の自由使用

釦持武(社会福祉法人伸生会;関東判完大学大判完)

鈴木秀雄(関東学院大学人間環境学部)

公徳心 (Senseof Public Duty) 1) 

1.はじめに

梅雨明けと共に本格的な夏を迎え、海水浴シー

ズンが到来する O 一例として、海水浴者数日本ー

とされる江ノ島片瀬海岸では、海開きを皮切りに、

402 万 8 千人 (2006 年 7 月 ~8 月の 2 ヶ月間 ;2005

年同時期間:383万 7千人、藤沢市観光協会調べ)

もの海水浴者が余暇活動を楽しんだ。夏本番のこ

の時期、海、河川、湖沼やプールなど水のある場

所で過ごす余暇活動が増加することから、他の季

節と異なり、水の事故の発生数(率)が高くなる。

警視庁の「平成 17年水難事故統計J(平成 18年 6

月 9日発表)によると、同年の水難事故発生件数が

1，363件(平成 16年比 142件減少)、水難者が 1，663

人(平成 16年比 168人減少)、死者・行方不明 825

人(平成 16年比 67人減少)にのぼった 2)と発表

した。また、平成 17年に水死者が多発した場所

は、海、河川、用水路、の順に多く、水死者が“水"

に入った理由を精査すると、魚とり・釣り、水泳中、

歩行中の順であった。同庁によると、この 10年

間おおまかな傾向としては水難事故の発生件数は、

減少傾向であるとしているが、 2006年のお盆時期

(8 月 11 日 ~17 臼まで)の 1 週間の全国での海や河

川!などで発生した水の事故は、 2005年のお盆時期

に比べ 71件も多い 169件、死者は 32人多い 77

人(中学生以下 13人)であり、件数、死者共、過去

5年間で最も多く、 2006年の統計結果が待たれる

が、事故発生件数も確実に 1000件を下回ること

はない。毎年同じような悲惨な事故が繰り返され

るが、余暇活動としての海水浴等も自由な活動で
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あるだけに、このような水による事故を未然に防

ぐための安全に対する意識、また自然のメカニズ

ムを知ることにより「危険を予知」し「危険を回避j

する具体策(心構え等)、を広く普及するための対

策を早急に講じる必要性があろう。

II. 研究の目的

余暇活動の中で起こる“水の事故"に関連する

新聞掲載記事を中心に、①*の事故の全貌、②水

辺活動の種類や形態、③事故とその発生原因、を

明らかにし、事故を未然に防ぐためには「どのよ

うなことが必要なのか」、また、危険な場所あるい

は二次災害が想定される場所で余暇活動を行って

いる者に対し、どのような形態で指導し、危険を

未然に防ぐ、即ち、「危険予知能力J及び「危険回避

能力Jの獲得のための知識・技能を高める手助けと

してし、かなる啓発活動を進めていくべきかについ

て、明らかにすることが本研究の目的である O

なお、本研究に携わった 3名はいずれも日本赤

十字社水上安全法、同救急法、同幼児安全法の全

ての指導員資格あるいは、複数の関連資格を有し、

この領域でのボランティア活動も長きにわたり展

開していることから本研究を共同研究として進め

たものである。

m.研究の方法

わが国において一般的に余暇活動としての水辺

活動が盛んになる梅雨明けから l日盆(8月 15日を

含む期間)に水による事故の件数が増加すること



から、その時季に発生する事故の全容を明らかに

するため、調査方法として、 7月初めから 9月末

までに掲載された主要な関連新聞記事を調査・分

析した。

N. 分析

事故とその発生原因を探るため、掲載された主

要な水の事故関連新聞記事(参考とした新聞記事

には共同研究者の記事掲載を含む)をもとに、そ

れぞれの事故の主要ケース(全容、水辺活動の種類

と形態等)を、シート化《項目:何処で(Where)、

何を(What)、誰が(Who)、誰と (Whom)どうした

(How)、し、つ(When)、なぜ(Why))) し、それらの

事故事例を分析した。シートの詳細は、発表時に

提供する。

v.考察

新聞記事から、事故とその発生原因を探ると、

多発する事故から読み取ることができる課題が浮

かび上がってくる:

まず、水辺活動での事故の発生場所の分析結果

からは、圧倒的に流水である ActiveWater(海、

河川、用水路)での事故が、 1と水である Still

Water(通常のプール、湖沼等)の件数より多く、警

視庁生活安全局地域課が平成 18年 6月 9日に発

表した「平成 17年中における水難の概況」 3) の調

査においても同様の結果(流水 670件、 91.8%;11:

水 60件、 8.2%)が示されている。

一般的な止水等で行なわれる余暇活動は、多く

の場合、一定の水の管理(水混、水底、水質、水深、

水流)、監視体制(危険物の持ち込み、危険行動等)

が整えられている条件下で活動が行なわれるもの

であり、たとえ余暇活動を行っている個人が、危

険や事故から自分自身を守る知識、技能が十分と

いえなくとも、監視員・指導員等の「指導・注意の

喚起」等により重大な事故を未然に防ぐこともな

されている O しかしながら、流水のもとで行われ

る余暇活動は、様々な自然界(台風、落雷、集中豪
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雨、地震、離岸流、水中・海中生物等)の影響に

より環境要因が刻一刻と多様に変化しているにも

関わらず、それを気づけないことや、察知できた

としても現場対応の遅れが起こってしまい事故が

生起する。“原則的に自由使用である自然公物"

を積極的に利用し、余暇活動を楽しむためには、

個人が上述した自然環境の変化を素早く察知し、

危険を未然に防ぐことができる、「危険予知能力」

及び「危険回避能力」の知識・技能を身につけるこ

とが重要である。もちろん余暇になされる活動は、

自己責任の範晴で行なわれるものであり、その個

人が活動に対する責任を常に有していることを明

確に自覚し、活動現場に出る以上、自然環境の変

化に対する情報も乏しくなることは常であるのだ

から、危険を予測し回避するしっかりした知識と

技能の獲得が求められる O

自己責任の範囲書であるとばかりに個人の責任に

全てを委ねることだけでは、事故の回避は困難で

あるのだから、多発し続ける事故に対し、行政も

関係団体とのより綿密な連携や素早い情報提供の

システムを確立していくことが喫緊の課題である。

去る 8月 17日に起きた酒匂川(神奈川県)の増水に

より、 2人が死亡した事故の教訓から、神奈川県

の定例会見(8月 22日)で松沢知事は、「増水の危

険性を下流側に伝えるシステムが十分でなかった。

下流域の市町や漁協との情報共有を図る態勢づく

りが必要J4) と述べ、流域 7市町と異常増水時の

連絡方法など事故防止策を話し合う連絡会議を設

置することを決めた。

システムの構築・導入は重要ではあるものの、逆

にシステムが十分であるからといって事故が皆無

になるというわけにはいかないであろう。また、

それにより事故を完全に防ぐことが出来るとは言

い難い。前述したように、むしろ市民のこの類の

事故防止に関する明確な認識、いわゆる“自由裁

量活動における自己責任"という考え方が広く啓

発されなければ、指示があるまで何事も大丈夫で

あるという安易で危険な状態で活動を展開するこ



とになりかねない。次に、水上活動として用具や

器具・機材を用いる中で発生する水の事故のケー

スとして、近年、水上バイク等のレジャー用小型

船舶による事故の問題である O 第九管区海上保安

本部(新潟市)の「まとめJ5) によると、ここ数年

水上バイク等を楽しむ人は増加傾向にあり、遊具

の無謀な使用や、スピードを上げて暴走すること

に対する苦情件数の増加、遊泳客との、接触事故

等が問題となっている。岩手県では水上バイクに

ついてはスピード等を取り締まる条例を設けてい

るが、実際に水上バイク等のスピードを制限する

法律がないため、海上保安庁では「海事関係法令違

反Jを適用できるかを検討している。これらの問題

は、操縦者のマナーとモラル、即ち、公徳心(Sense

of Public Duty)が問われるものであり、しっかり

と規則を守る“自己規制"を自由裁量活動として

の余暇活動の中で確かな意識を持つことが必要で

あり、その啓発が不可欠である。

VI.啓発活動の意義とその必要性

重二i:::.、余暇時間の拡大と共に、余暇活動の多

様化が進んできた。しかし、残念ながら余暇活動

において自己中心的な行動が多方面で散見される c

余暇活動は当然自由裁量活動として行なわれ、余

暇活動の中で使用される自然公物も原則的に自由

使用である。その活動・行為は、自己責任の範曙

に委ねられるからこそ活動を行なっている個人が、

しっかり規則を守る「“自己規制"の意識を高め

る」必要と啓発の意義がある o JJo;tエ」自然の中

に身を投じ、余暇活動を楽しむ場合、自然の摂理

を十分理解することが不可欠であるし、我々人聞

は、猛威を振う自然の驚異・危険に対し、必ずし

も意のままにコントロールすることはできないの

であるからこそ、自然のカと自身の知識・技能・

技術との兼ね合いでどう自らの命を守るか6)とい

う力につながる、「自身の技術・能力を客観的か

っ冷静に見つめる力Jが必要になってくる。主主

i三、二次的災害等に巻き込まれないためにも「危
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険予知能力」及び「危険回避能力」の正しい知識・技

能を身につけるための啓発活動が重要となってく

るし、余暇活動としてフィーノレド(現場)に出て

しまえば、活動に狂するあまり天候等に対するf

報入手も乏しくなり迫りくる危険性を察失知日でで、きず

適切な行動に至らないことになる。そこで、「“野

外(自然界)での安全な活動に対する個人の余暇能

力"を高めるとともに、“いざという危険を伝え

る効果的な公共の警報・伝達システムの構築・導

入"J等により、余暇活動における水の事故の軽

減にむけた啓発も必要といえる C

本研究者全てが日本赤十字社の安全事業に携わ

っていることから、水の安全な活用による余暇活

動に対する今後の指導や啓発活動に微力ではある

が参画し続けていきたいと考えている。共同研究

者による水難事故を防ぐ「心得J7}の概要は、自己

管理能力に乏しい子どもへの監視体制のあり方の

不備や、用具の開発に伴う体力の代替機能のrc8_1= 

により個人があたかも体力をつけたかのような

思い違いなどが重大な事故につながる根源と警

鐘を鳴らしているのである(次頁の全体記事参照)0

【引用文献1

1 )鈴木秀雄rOUTDOOR& NATUREJNo.16， 

巻頭言、 2006年 8月、神奈川県野外活動

協会(ONRAA-K)刊.

2 )警視庁「平成 17年水難事故統計j、2006年

6月 9日.

3 )警視庁生活安全局地域課「平成 17年中に

おける水難の概況J2006年 6月 9日発表.

4) 0神奈川新聞「流域で連絡会議を~酒匂)11培

水事故で~J 2006年 8月 23日、朝干IJ.O読

売新聞「酒匂川増水:流域 7市町と連絡会~

事故防止策を協議~J2006年8月24日朝干11.

5 )毎日新聞「第九管区海上保安本部(新潟市)

海保まとめJ2006年 9月 14日、朝刊.

6) 7)東京新聞「水難事故を防ぐ心得J2006年

8月 1目、朝刊
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第36回日本レジ‘ャー・レクリ工ーション学会大会
ポスター発表演題

.A一②会場/4号館 4-101教室

P-l 森林浴におけるリラックス効果

0井川原弘一〔岐阜県森林研究所〕

P-2 大学生の余暇活動について

0相奈良 律[(財)大阪府レクリ工ーション協会〕

横山 誠[(財)大阪府レクリエーション協会〕

P-3 レクリエーション活動におけるエコロベース

の検討

~障害者エコベース大会の追跡調査~

0高橋仁美〔同志社大学〕

来田 宣幸〔京都大学〕

西山 龍之〔京都市障害者スポーツセンター〕

清水 潔〔日本エコロベース協会〕

P-4 レジャー志向性尺度の開発に関する研究

0佐橋 由美〔大阪樟蔭女子大学〕

多留 里香〔大阪樟蔭女子大学〕

P-5 障害者スポーツセンターにおける知的障害者

の余暇支援の報告

。永井由美子〔大阪市舞州障害者スポーツセンター〕

茅野宏明〔武庫川女子大学〕

P-6 障害者とレクリエーション

~A県立総合リハビリテーションセンター
における余暇教育プログラム~

0竹園 恵〔武庫川女子大学大学院〕

出原由美子〔武庫川女子大学大学院〕

茅野宏明〔武庫川女子大学〕

P-7 老人病院における余椴支援

~特殊疾患療養病棟への余暇支援の試み~

0今井 悦子[(医法社)慶成会青梅慶友病院)

草壁 孝治[(医法社)慶成会青梅慶友病院〕

左近 慎平[(医法社)慶成会青梅慶友病院〕

P-8 体操による健康の自己管理能力を高めるため

の取り組み

~心身の影響を見る「気づきスコア」を使って~

0三浦 玲子〔芝浦工業大学非常勤〕

小椋一也〔芝浦工業大学非常勤〕

佐々木明男〔芝浦工業大学〕

津田 弘子〔側マベリックトランスナショナル)

小嶋 紀子〔繊マベリックトランスナショナル)

• B-①会場/4号館 4-102教室

P-9 大学生にみる自由時間の構造とその類型化

0永松 昌樹〔大阪教育大学〕

緒方 真理〔大阪教育大学大学院〕

P-l0児童の放課後における自由時間の意識と行動

0長手良平〔大阪教育大学大学院〕

永松 昌樹〔大阪教育大学〕

P-ll介護保険制度など環境の変化にともなう特

養老人ホームにおけるレクリエーション・

プログラムの変遷と今後の課題

0高井 盤子〔福祉レクリエーション・ワーカー〕

マーレー寛子〔平安女学院大学〕

P-12花と緑のまちづくりにおける地域住民の認

識に関する研究

~長野県小布施町を事例として~

0朝日 隆太〔東京農業大学地域環境学部〕

麻生 恵〔東京農業大学地域環境科学部〕

P-13自然学習における教材の作成

~磐梯朝日国立公園・磐梯山を対象とした

地形+情報模型パズル~

0菱沼 みほ〔東京農業大学地域環境科学部〕

栗田 和弥〔東京農業大学地域環境科学部〕

P-14武尊山百漫歩(100km)トレイルの道づくり

と管理運営に関する課題

0平方 敦〔東京農業大学地域環i責科学部〕
岸 昌孝 (NPO法人利根川上下流連携

支援センター〕

栗田 和弥〔東京農業大学地域環境科学部〕

P-15輪島市三井地区における農村景観の保存・活用手法に

関する研究

O大西広司〔東京農業大学〕

鹿島善晴〔東京農業大学〕

恵谷浩子〔東京農業大学大学院〕

麻生 恵〔東京農業大学〕

P-16棚田における景観体験構造に関する研究

0高梨 夏美〔東京農業大学地域環境科学部4年)
麻生 恵[東京農業大学地域環境科学部〕
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ポスター発表概要

P-1 
森林浴におけるリラックス効果

井川原 弘一(岐阜県森林研究所)

森林浴は1982年に林野庁によって提唱された日本独自の概念であり、わずか20数年で私た

ち国民の聞に広く定着した。このことから考えると森林浴に対する国民のニーズは極めて大

きいものと考えられる O 森林浴による気分転換効果やリラックス効果に対する期待は大きい

ものの、これまでは何となく癒されたという認識に過ぎなかった。そこで、これらの効果を

科学的に検証するために 4回の森林浴実験を行った。

気分転換の測定には、 POMS(気分転換プロフィール検査)を用いた。森林の中を歩く前

と歩いた後での気分状態を測定し比較すれば、森林浴による気分状態の変化を評価すること

ができる。また、リラックス効果は生理指標であるコルチゾール(ストレスホルモン)濃度

を測定することで評価した。

これらの実験結果から森林浴の効果について得られた知見を以下にまとめる O

0森林浴には、気分転換をもたらす効果がある O

0森林浴には生理的なストレス状態を緩和する効果がある。

(散策時の条件によって効果に違いはある)

O日頃からストレスを感じている人ほど効果は大きいと考えられた。

P-2 
大学生の余暇活動について

0相 奈良律 横山誠(財団法人大阪府レクリエーション協会)

「余暇Jは、社会学小事典(1977)によれば、生活時間から労働時間と生理的必需時間を

差しヲ I~、た時間として定義され自身が自由にデザインできる時間活動である O その活動は、

人々の生活水準の向上や休日の増加による自由時間の増大など、現代社会における生活構造

やライフスタイルと密接に関連している。また、「モノ」の豊かさから「ココロ」の豊かさ

へと人生の価値観の重点が移る中で、余暇の積極的な活用は生活自体を充実させるためにも

注目すべきことである。

本研究では、学生の余暇意識及び余暇活動への実態を調査するために、「余暇活動に関す

る」アンケート調査を2006年度のレクリエーションに関する授業を履修した学生を対象に実

施した。質問項目は、性別、年齢、領域(体育系・福祉系等)、日常の余暇意識、余暇活動

内容、余暇活動に必要な資源、今後取り組みたい余暇活動等で、調査はレクリエーション授

業の初講に実施され、有効回答標本数は274であった。

調査対象者の属性は、男性65.3%、女性34.7%、年代別では10代83.9%、20代16.1%、領

域別では、体育系48.2%、福祉系9.1%、教育系5.1%、その他37.6%であった。日常の余暇

意識については、とても意識する方だと思う 15.3%、思う 38.7%、どちらともいえない27.7
%、思わない15.7%、全く思わない2.6%という結果となり、半数以上は日常において意識し

ていることがわかった。余暇活動については上位順に、テレビを見る85.4%、仲間と過ごす

77.7%、携帯電話・携帯メールをする73.7%となっており、仲間との交流によって精神的に

リラックスしたいという傾向がみられた。
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P-3 
レクリエーション活動におけるエコロベースの検討

障害者エコロベース大会の追跡調査

高橋仁美(同志社大学)

西山 龍之(京都市障害者スポーツセンター)

来田 宣幸(京都大学大学院)

清水 潔(日本エコロベース協会)

知的障害者を取り巻く環境において、運動不足による肥満が課題として挙げられる。知的

障害者には運動が苦手な者が多く、筋力トレーニングやフィットネスエクササイズ、あるい

は、チームスポーツやルールが複雑な種目を継続的に実施することは困難であった。しかし、

京都市障害者センターでは「エコロベース」を運動プログラムに取り入れ、 5年間にわたり

継続してきた。その結果、これまで困難であるとされてきた知的障害者によるチームスポー

ツが定着し、運動量も確保されるようになった。エコロベースは、ベースボール型のニュー

スポーツであり、ルール理解が容易であり、知的障害者向けにルール変更することが可能で

あった。また、使用する道具が安全に配慮されていた。そこで、本研究では、京都市障害者

センターにおける 5年間の運動フ。ログラム実践を追跡調査することによって、知的障害者の

運動継続にかかわる要因について明らかとすることを目的とした。文献およびインタビュー

に基づいて、障害者がエコロベースを通じて連帯感や友好を深めながら、スポーツ参加の拡

大と技術向上の過程を明らかとすることを目的とした。

P-4 

レジャー志向性尺度の開発に関する研究

O佐橋 由美(大阪樟蔭女子大学人間科学部) 多留 里香(大阪樟蔭女子大学人間科学部心理学科)

Key words:れじゃーにおける志向性、レジャー参加のスタイル、レジャーの質、 well-being

レジャー活動は個人のエネルギー投入あるいは自我関与の強さによって大きく、カジュア

ルレジャー、シリアスレジャーの 2タイプに分けられよう。これまでの研究は、このうちシ

リアスレジャーの参加が個人のwell-being向上に直接的に寄与することを示唆している O 本

研究は、どのタイプのレジャー活動への動機づけが強いのかを探る志向性尺度を作成して、

この志向性が実際にどのタイプのレジャー活動参加に繋がり、ひいてはレジャーの質、生活

全般の満足度にどう影響するのか、量・質両面への影響を検討するものである。

28項目からなる志向性尺度 (4件法)とともに参加状況を把握する52項目のレジャー行動

目録、レジャーの質を測定するための退屈感尺度 (LBS) やレジャー内発的動機づけ尺度

CILM)、さらに全般的なwell-beingを測定する尺度からなる質問紙を、女子大学生に授業時

間内に実施した。レジャー志向性尺度の検討にあたっては、志向性28項目に対して因子分析

を行い (N= 102)、①長期的展望一向上 ②活動性 ③主導性 ④対人関係志向 ⑤自然志

向の 5因子を抽出し、レジャー志向性は 5つの観点から把握されることを確認した。また、

相関分析によりこれら各観点、における傾向性がレジャー参加のスタイル、レジャーの質、全

般的なwell-being Iこ及ぼす影響を検討したところ、 5因子のうち特に ①~③因子の影響度

が大きいことがわかった。即座の楽しみを抑えても長期的な展望に立ち自己の向上に励む志

向をもち、身体的・社会的な意味で活動的で、他人に追従するのではなく、自ら率先して計

画・行動する個人は、どちらかといえばシリアスレジャーに分類されるであろう活動への参

加度が高く、レジャーの質も高く、全般的なwell-beingレベルも高かった。
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P-5 
障害者スポーツセンターにおける知的障害児の余暇支援の報告

永井 由美子(大阪市舞洲障害者スポーツセンター) 茅野宏明(武庫川女子大学)

生活支援、就労支援とならび、余暇支援は知的障害児者の重要な支援項目の三本柱のーっ

とされている O 知的障害児者にとって、余暇活動に関する知識や技術を習得することは余暇

活動の範囲や生活の幅を広げ、 QOLの向上にも役立つO しかし、障害の特性ゆえの余暇技

術獲得の困難さや環境不整備などの様々な要因のために、適切な余暇支援を受けている知的

障害児者は少ないのが現状である。知的障害児者には、障害の特性や個々のニーズを考えた

分かりやすい支援方法が必要であり、余暇活動能力を高めるための重要なポイントである。

それゆえに、対象者のニーズ、必要な介入方法、サービス、方向性が明白で、明確な目標設

定が可能であるセラビューティックレクリエーションサービスの考え方が適格な支援方法で

あると考えられる。

A市にある B障害者スポーツセンターには、平成17年度には、延べ63000人(団体専用利

用を除く)の知的障害児者が余暇活動のために来館した。その数は全体の約24%を占める O

B障害者スポーツセンターで、知的障害をもっ 9歳男児を対象にセラビューティックレクリ

エーションの基礎にもとづいた余暇支援について実践報告する。

P-6 
障害者とレクリエーション

~A県立総合リハビリテーションセンターにおける余暇教育プログラム~

0竹園 恵(兵庫教育大学大学院) 0出原 由美子(武庫川女子大学大学院)

茅野宏明(武庫川女子大学)

A県立総合リハビリテーションセンター内自立生活訓練センターは、肢体不自由者が自立

厚生への訓練を受け、社会復帰するための適性機能の回復を目的とした施設である。近年、

身体障害の重度化、高齢化によりニーズは多様化している。社会リハビリテーションを中心

とし、医療・職業リハビリテーション等の各領域から、個々の問題解決に向かい社会適応訓

練や自立生活訓練を行っている。訓練のプログラムには体育訓練、学習、作業療法、理学療

法などがあるが、プログラムのーっとして余暇教育プログラムが行われているO 余暇教育プ

ログラムは、スタッフとの対話を中心とし個々のニーズに合わせ、余暇活動への取り組みを

支援するものである。

本プログラムを通じて障害者、主に身体障害者のレクリエーション活動に注目した。利用

者が希望する余暇活動をまとめ、その中から実際に余暇活動に取り組んだ事例を挙げるとと

もに今後の課題について報告する。
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P-7 
老人病院における余暇支援~特殊疾患療養病棟への余暇支援の試み~

0今 井悦子 草 壁孝 治 佐近慎平(医療法人社団慶成会青梅慶友病院)

A老人病院では「豊かな最晩年をつくる」ことを事業目標に掲げている。進行性疾患及び

重度意識障害状態の特殊疾患患者は、高度な医療を継続的に必要とし、疾患の進行による能

力低下をソフトランディングすることが重要とされ、終末期には日常的に全面的な介護が必

要となるケースが多い。特殊疾患患者の家族は患者のおかれた現状を受け止めつつも、残さ

れた時間を共にどのように過ごせばよいか、困惑されることも少なくなL、。

そこで、平成15年7月より「特殊疾患療養病棟での余暇支援プログラム」をスター卜した。

主な流れは、レクリエーションワーカーが(以下RW)がリアリティーオリエンテーション

を行ない、多職種で歌・生演奏やマッサージ、体操を実施する。その他にもコミュニケーショ

ンを図る時間として、お茶を飲みながら患者や家族とスタッフで、世間話や季節感を共有し、

生活の質を高め穏やかな時間を過ごす。その際、 RWが中心となり相互交流を促す。

患者は常に自身の身体状態と向き合うことでの身体的・精神的苦痛感はあるが、プログラ

ム中は心身の安定が見られた。また家族自身も出来ることを探し、プログラムの実施日に合

わせた面会が増えた。今回は 3年にもわたり現在も継続している、特殊疾患療養病棟での余

暇支援プログラムについて報告する。

P-8 
体操による健康の自己管理能力を高めるための取り組み

~心身への影響をみる「気づきスコア」を使って~

0三浦玲子 小椋 一也 佐々木明男(芝浦工業大学)

津 田弘子 小嶋紀子(株式会社マベリックトランスナショナル)

キーワード:体操指導、心身への影響、気づきスコア、自己管理

健康体操の実施が身体面の健康維持だけでなく、心の面の健康にも影響し、参加者自身が

それに気づくことが自分の健康状態を客観的に見つめ、自己管理することにつながるのでは

なし、かと考えた。今回はその基礎資料を得ることを目的とする O

健康維持には運動の継続的な実施が大きな課題といえる。運動を実施する場合の参加方法

として、定期的に行われる体操教室等に参加する場合(集団型)と、自分の都合に合わせて

自由に行なえるフィットネスクラブ等に通う場合(個人型)と、大きく二つのタイプに分け

られる。今回は定期的な体操教室の運動に参加している人たちを対象に、運動前後の身体の

調子、心の調子がどのような状態かアンケートにより確かめたいと思う。また、それは参加

者自身が自己の心身への影響を把握するための「気づきスコア」を試案しているところであ

る。
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P-9 
大学生にみる自由時間の構造とその類型化

0永松 昌樹(大阪教育大学) 緒方 真理(大阪教育大学大学院教育学研究科)

本研究の目的は、大学生を対象に自由時間行動を構成する因子構造を明らかにすることに

あるO 教員養成系大学の l年生を対象に749名からデータを収集し自由時間行動について集

計ならびに統計分析を施した。日本レジャー・レクリエーション協会が開発した「娯楽型」・

「発散型」・「生産型」・「休養型」の 4タイプ分類をもとに因子構造を明らかにすること

により、より詳細な類型化を図ろうと試みた。

大学生は一過性ではあってもその時間を楽しもうという意識が強く「発散型」の自由時間

行動を示す者が多かった。しかしながら「生産型」行動においても「自分で何か作ることが

好きであるJや「自分の趣味について専門家なみに他の人に説明できる」、「自由に使うこと

のできる時間に、自分の将来に役立つことをしている」という“探求"的色彩の濃い行動が

好まれていることも示唆した。

インターネットや携帯電話の発展から自身に役立つ情報をいち早く入手できる現代では情

報収集の知識を有効に活用し自由時間を過ごす大学生が大半となろう O さらにそれらを自身

内だけに留め置くだけではなく情報発信するケースも増えていることが推察される。卒業後

の進路に対する明確な意思の有無や日々の生活に対する充実感の大小などが自由時間を過ご

す上でも生活や行動力に影響を及ぼす。

P -10 
児童の放課後における自由時間の意識と行動

0長手 良平(大阪教育大学大学院) 永松 昌樹(大阪教育大学)

今日、子どもの体力・運動能力の低下が社会的問題になってきている。その原因の一つに、

子どもの運動経験や外遊びの減少が考えられるO 近年、二極化傾向を示し、継続して運動や

スポーツに参加する子どもと参加しない子どもが存在する。特に児童期の中・高学年の場合、

運動に積種的に参加している子どもは習い事としてスポーツに参加する傾向が顕著である O

そこで本研究では、神戸市で実施された児童の自由時間に関する意識と行動調査を活用し、

スポーツに関する習い事にみられる現状と児童の運動に対する意識について考察し、運動経

験の少ない子どもがどのようにすれば運動参加することができるかを検討することを目的と

した。習い事の現状は男子で野球、女子で水泳の参加率が最も高かった。習い事の傾向は学

年が上がるに連れてスポーツ系の習い事からその他の習い事に移行していた。これは中学受

験のための塾や予備校へ移行していることを示している。スポーツ系の習い事参加の阻害要

因はその他の習い事参加群で、「生活時間要因」が阻害要因である傾向が強く、習い事をし

ていない群では、「不足要因」と「態度的要因」が阻害要因である傾向が強いことがわかっ

た。子どもが遊びゃ自由時間を過ごすとき、 3間(時間・空間・仲間)が必要である。個々

での不足要因としては 3聞の中でも空間や仲間を示しており、子どもは特に、空間的要素が

不足していると感じている。
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P-ll 
「介護保険制度など環境の変化にともなう特養老人ホームにおけるレクリエーション・プロ

グラムの変遷と今後の課題」

0高井 1 肇子(福祉レクリエーション・ワーカー) マーレー寛子(平安女学院大学)

A特別養護老人ホームで集団レクリエーション活動のプログラムを提供しはじめでは年が

経過した。その問、入居者の顔ぶれも職員の顔ぶれも相当かわっていき、施設を利用する人

たちが重度化するにつれてプログラム内容もかなり変化していった。 2000年介護保険制度の

導入により、 Aホームのような従来型施設でもユニットケアーの試みがなされた。そのため

にレクリエーション活動の場所の確保が難しい時期が続いた。また介護報酬改正で職員の配

置が少なくなり、業務におわれる職員に余裕がなくなってレクリエーション活動への参加、

協力も減り、レクリエーションのもつ機能に対しての認識がさまざまになってきた。レクリ

エーション活動の中では日頃はケアする側とケアされる側がそれぞれの立場を忘れて、楽し

い場を共有し、共感しあう仲間としての関係を築き上げていく。利用者にとって安心の場の

提供でもある。一人ひとりがよりよく生きるためのレクリエーション援助はこういった変化

の中、どういう方向をめざせばいいのかこれからの課題である。

P -12 
花と緑のまちづくりにおける地域住民の認識に関する研究

~長野県小布施町を事例として~

0朝日 経太(東京農業大学地域環境科学部造園科学科)

麻生 恵(東京農業大学地域環境科学部)

本研究の対象地である長野県小布施町は良好な景観の形成に関する「環境デザイン基準」

を策定しており、景観・まちに関して意識が高く、まちづくりについては全国でも高く評価

を受けている。この地は、昭和51年に北斎館が開設されたことによって観光客が訪れるよう

になり、現在のまちづくりを行うきっかけとなっている。その中で、地域住民は小布施町を

住みやすくするという目的のもとに「花づくり」という花によるまちづくりを前唐沢町長の

発案により、昭和55年から積極的に行っている。そこで、本研究では小布施町において花づ

くりがどのような仕組みになっているのかを解明した。また、花づくりによって作られた地

域花壇・オープンガーデンの場所を地図にプロットし、量・面積をもとに 3つのゾーンを組

み、空間把握を Lた後に地域住民はその空間をどのように認識しているのが把握できた。そ

れらを踏まえ、今後小布施町を事例にして、これからのまちづくりの手法のーっとして、他

の市町村等が花を使いまちの修景効果を高める際の指針(知見)を導くことを目的とした。
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P -13 

自然学習における教材の制作

~磐梯朝日国立公園・磐梯山を対象とした地形十情報模型パズ、ル~

O菱沼 みほ(東京農業大学地域環境科学部造園科学科)

栗田 和弥(東京農業大学地域環境科学部造園科学科)

近年環境問題が深刻化する中で我が国では環境教育に注目し、 2003年「環境保全活動・環

境教育推進法」が成立され、各地でさまざまな取り組みが行われている。現在の環境教育は

持続可能性と併せて考えられることが多く、本制作では環境教育に含まれる自然学習に焦点

を当てた。

自然学習では学んだ経験を行動に移す為にさまざまな教材が博物館やビジターセンターな

どで展示されている。それらは対象としている地域の自然環境や文化、歴史等がさまざまな

表現方法で説明され、学習を深める為の重要なものとなっている O

本制作は、磐梯朝日国立公園・磐梯山を対象とし、裏磐梯ビジターセンターにおいて活用

および検証する事を前提に制作した。裏磐梯ビジターセンターには年間10万人が来館し、年

齢層も豊かであるので、制作したものを展示し、使用される教材の使われ方を明確にしたい。

そして自然環境に対して興味・関心を持ち、フィールドで行動することで体験に繋がるきっ

かけとなったり、現地での学習の手掛かりになることを目的に、磐梯山の地形模型を基本に

その他情報を盛り込んだノfズ、ル教材を制作した。

P -14 
武尊山百漫歩(100km) トレイルの道づ、くりと管理運営に関する課題

。平方 敦(東京農業大学地域環境科学部造園科学科)

岸 昌孝 (NPO法人利根川上下流連携支援センター)

栗田 和弥(東京農業大学地域環境科学部造園科学科)

日本には人々を魅了する遊歩道(トレイ jレ)がある。群馬県では、北部に位置する川場村、

片品村、みなかみ町および沼田市にまたがる武尊山を周遊する100kmのトレイルを、既存の

古道を活用しつつ新しい資源として、あるいは環境教育の場として「杜と対話していた時代」

から学ぶ「里山・森林トレッキングJができる周遊歩道を創造する「武尊山百漫歩(100km)
トレイル」計画が行われている。これらは長距離ながら周遊することができる数少ないトレ

イルで、従来の登頂を目的とした登山道と異なって、むしろ水平に移動するトレッキングを

行う歩道としても注目されている。本研究では、このトレイルの整備がまだ着手されていな

いことに着目し、行政主導ではなく予算が潤沢にはない条件で、地域住民ゃいくつもの団体

の協働による道づくりであることから、トレイルを整備する上で、また、整備後の管理・運

営に関わるであろう具体的な担い手や団体の取り組みへの姿勢などについて、計画実現に向

けて役立たせることを目的としてそれらの課題を検討した。
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P -15 
輪島市三井地区における農村景観の保存・活用手法に関する研究

0大西 広司(東京農業大学) 鹿島善晴(東京農業大学)

恵谷浩子(東京農業大学大学院) 麻生 恵(東京農業大学)

本研究の対象地である石川県輪島市三井地区は、豊かな山林を背景に茅葺き屋根の民家が

点在する美しい田園地域である。近年「文化的景観」の制度が成立するなど、農村景観に対

する関心が高まる中で、地域固有の景観の保存や活用がますます求められているO その為に

はまず、地域の景観特性を把握し、その価値を評価する必要性がある。三井地区に関しては、

平成 4年度観光資源保護調査として「能登・三井茅葺き民家調査」、また平成17年度文化的

景観・民族技術調査として「輪島三井大沢・上大沢調査」が行われている。しかし、それら

は茅葺き民家に特化した記述が多く、集落景観に関してはその構造を大きく捉えた段階にす

ぎなし」そこで、本研究では三井地区内の 9つの集落に関して、景観の現況を把握し集落レ

ベルの特徴や価値を抽出した。その結果、三井地区では住居の外壁や屋根の素材が統一され

ていることや、適切な生産活動が行われていることなどが魅力ある農村景観の維持へつながっ

ていることが明らかとなった。一方で改善すべき景観阻害要素も把握された。そして、それ

らをふまえ、今後の文化的景観選定も視野に入れた保存・活用の方向性や課題を検討した。

なお、本研究は東京農業大学造園科学科自然環境保全学研究室の活動として行われたもので

ある。

P -16 
棚田における景観体験構造に関する研究

0高梨夏美(東京農業大学地域環境化学部造園科学科)

麻生 恵(東京農業大学地域環境科学部)

本研究の目的は、日本の棚田においてより効果的な体験をするための棚田のあり方を明ら

かにするものである。

背景として、棚田でのさまざまなイベントや農業体験が数多くなされるようになり、棚田

を対象とした観光に力を入れる地域も多くなってきた。まだ残されている棚田をこれからも

存続させ、さらにより良い体験が出来るようにすることが必要である。そのために農家の方

をはじめとしてボランティアや観光客など多様な主体にとって、良好だと感じる棚田体験が

どのようなものであるかを明らかにする。主体の違いにより、良好な棚田体験には違いが出

てくると思われるので、それをふまえて各主体にあわせた棚田体験のプログラム、棚田の整

備方法(遊歩道や展望台の整備)のモデルを作ることを目的とする。

具体的な研究方法としては、棚田サミットや大山千枚田の収穫祭等の参加者に対してアン

ケートを行ない、人々が感動したり望んでいる棚田での体験を明確化する。今後さらに棚田

による観光や地域活性化に役立つものをつくる。
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日本レジャー・レクリエーシヨン学会会則

〈第 1章総則〉

第 1条本会を日本レジャー・レクリエー

ション学会(英語名 :JapanSociety of 

Leisure and Recreation Studies) と

L 、う。

第 2条本会の目的は、レジャー・レクリ

エーションに関する調査研究を促進し、

レジャー・レクリヱーションの普及・発

展に寄与する。

第 3条本会の事務局は、埼玉県入間郡三

芳町藤久保1150-1淑徳大学国際コミュニ

ケーション学部西田俊夫研究室内に置

〈第 2章事業〉

第 4条本会は第2条の目的を達するため、

次の事業を行う。

(1) 学会大会の開催

(2) 研究会・講演会等の開催

(3) 機関誌の発行ならびにその他の情

報活動

(4) 研究の助成

(5) 内外の諸国体との連絡と情報の交

換

(6) 会員相互の親睦

(7) その他本会の目的に資する事業

第 5条学会大会は、毎年 1回以上開催し、

研究成果を発表する。

〈第3章 会 員 〉

第6条本会は正会員の他、賛助会員、購読

会員、および名誉会員を置くことができる。

(1)正会員は第2条の目的に賛同し、

正会員の推薦および、理事会の承認

を得て、規定の入会金および会費を

-114-

納入した者とする。

(2) 賛助会員は、本会の事業に財政的

援助をなした者で理事会の承認を得

た者とする。

(3) 購読会員は、本会の機関誌を購読

する機関・団体とする。

(4) 名誉会員は、本会に特別に貢献の

あった者で、理事会の推薦を経て総

会で承認された者とする。

第 7条会員は、本会の編集刊行する機関誌

(紙)等の配布を受け本会の営む事業に参

加することができる。

第 8条 会員にして会費の納入を怠った者お

よび会の名誉を投損した者は、理事会の議

を経て会員としての資格を停止されること

がある。

第 9条 会員は原則として、いずれかの支部

に所属するものとする。

く第4章役員〉

第10条本会を運営するために、役員選出規

則により正会員の中から次の役員を選ぶ。

理事25名以上30名以内(内会長 l名、副

会長若干名、および理事長 1名)、監事 2

名

第11条会長は、本会を代表し、会務を総括

する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故

がある時、または会長が欠けたときは、

会長が予め指名した順序により職務を代

行する。

3 理事長は、理事会を総括し、理事は会

務を執行する。

4 監事は、会計および会務の執行状況に

ついて監査する。

第12条役員の任期は 2年とする。但し、再

任を妨げない。役員の選出についての規則

は別に定める。



第13条本会に名誉会長および顧問を置くこ

とができる。

2 顧問は、本会の会長または副会長であっ

た者および本会に功労のあった者のうち

から理事会の推薦により会長が委嘱する。

〈第5章 会 議 〉

第14条本会の会議は、総会および理事会と

する。

第15条総会は、毎年 1回開催し本会の運営

に関する重要事項を審議決定する。

2 総会は、会長が招集し、当日の出席正

会員をもって構成する。

3 議事(会則改正を除く)は、出席者の

過半数をもって決定される。

第16条理事会が必要と認めた場合、もしく

は正会員の1/3以上の開催請求があった場

合、臨時総会を聞くことができる。

第17条理事会は理事長が招集し、幹事若干

名および事務局員を選出し、会務を処理す

る。

2 理事会は、運営の円滑化をはかるため、

常任理事会を置くことができる。

く第 6章 支部および専門分科会〉

第18条本会の事業を推進するために、支部

ならびに専門分科会を置くことができる。

2 支部ならび、に専門分科会についての規

則は別に定める。

〈第7章 会 計 〉

第四条本会の経費は、会費、寄付金および

その他の収入をもって支弁する。

第20条会員の会費は次の通りとする。

(1) 入会金 2，000円

(2) 正会員年度額 8，000円

(3) 賛助会員 11 20，000円以上

(4) 購読会員 11 8，000円
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第21条 本会の会計年度は毎年4月に始まり、

翌年3月に終わる。

附則

1.本会の会則は、総会において出席正

会員の%以上を得た議決により変更す

ることができる。

2.本会則は、昭和46年3月21日より施

行する。

附則

本会則は、昭和46年3月21日より一部

改訂する。

本会則は、昭和51年5月1日より一部

改訂する。

本会則は、昭和55年5月11日より一部

改訂する。

本会則は、昭和56年11月8日より一部

改訂する。

本会則は、昭和57年6月12日止り一部

改訂する。

本会則は、昭和58年10月30日より一部

改訂する。

本会則は、昭和59年6月9日より一部

改訂する。

本会則は、昭和62年10月17日より一部

改訂する。

本会fl.ljti"平成3年11月10日より一部

改訂する。

本会則は、平成5年10月17日より一部

改訂する。

本会則は、平成8年11月24日より一部

改訂する。

本会則は、平成10年11月23日より一部

改訂する。

本会則は、平成17年12月10日より一部

改訂する。



日本レジャー・レクリエーション学会

理事会の運営に関する規定

昭和57年 6月12日制定

昭和58年10月30日改訂

平成7年12月10日改訂

平成11年4月26日改訂

1.会則第17条の規定により、理事会の運営は、会則に定められているほか、この規定に基づ

いて行うものとする。

2.理事会は、原員Ijとして年に 1回以上開催するものとし、理事長がその議長となる 4

3.理事会の招集に当たっては、書面によって付議事項を明示しなければならなL、c
4. 理事会は、理事の過半数の出席により成立し、議決は出席者の 2分の l以上の賛成を必要

とする。

ただし、表決に当たっては、予め書面(署名捺印)を以って当該議事に対する意向を表示

した者を、出席者とみなす。

5.常任理事会の構成および業務は次のとおりとする。

(1) 常任理事会構成員は若干名とする。

(2) 常任理事会は、理事会の決定の方針にもとづき、日常業務の執行にあたる。

(3) 常任理事会の議事録(概要)はできるだけすみやかに各理事に送付するものとするo

i 理事会は、業務を遂行するために次のような専門委員会を置く

(1)総務、 (2)研究企画、 (3)編集、 (4)広報渉外、 (5)財務

また専門委員会の委員は、理事会の承認を得て必要により会員の中から委嘱することがで

きる。ただし当該専門委員の理事会への出席はできない。

7.理事会には、専門的に研究、調査および審議を必要とするような場合には、特別委員会に

は、理事以外の適任者を委嘱することができるがその人選は理事会の承認を必要とする。

8.その他理事会の運営に必要な事項は、理事会で決定することができるものとする。

日本レジャー・レクリエーション学会
専門分科会設置に関する規定

昭和57年6月12日制定

平成 7年12月10日改訂

1.会員iJ第18条規定により、本会会員が専門分科会を設置しようとする場合は、この規定に基

づいて行うものとする。

2.専門分科会の設置は、原則として研究分野を同じくする本学会正会員20名以上の要請があっ

た場合とする。
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3.専門分科会の設置を求めようとする正会員は下記により本学会会長に申請するものとする。

1.設立経過および主旨 2.名称

3.発起人代表者 4.発起人名簿

5.連絡事務所 6. その他

4.専門分科会は次の事項について各年度ごとに本部に報告する O

1.活動状況の概要 2.その他必要と認められる事項

η
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(趣旨)

日本レジャー・レクリエーション学会役員選出細則設置の趣旨

“学会の活性化"と“学会の継続性"とのバランスから、次の項目について配慮した:

1)理事役員の半舷上陸という観点から、理事総数の半数にあたる15名を正会員による直接選挙(順位標

記の 5名速記による無記名投票)とした

2 )改選前理事10名を、現行理事会での互選とした

3 )学会運営の強化を計るために、理事長推薦理事5名以内を設けた

4)会長、副会長、監事は、選挙後初めての理事会で選出することとした

5 )会長、副会長は理事以外からの選出ができることとした

6 )理事長は、新役員に選出された理事(2 5名)により、選挙後初めての理事会で互選により選出する

こととした

7 )被選挙権及ひ矛理事就任については、辞退を認めた

8 )役員の欠員に対し、補充選挙は行わないこととした

(会長については本則に従い、理事については補充選挙は行わない)

9 )選挙管理委員会を設置し、その委員会(5名)の推薦を理事会とした

10)会則の改正(第10条)を必要することとなった

11)学会の活性化の側面的効果として、選挙権(人)及び被選挙権(人)の確認事項により、正会員に手

続きの明確化をはかった(会費等手続き期日の指定)

日本レジャー・レクリエーション学会役員選出細則

第l条 この細則は、会則第12条に規定する役員の選出に関し、必要な事項を定める。

(選出の時期)

第2条 すべて役員の選出は、その任期の前年のうちに行わなければならない。

(選出の種別と人数)

第3条 この細則により選出される役員の種別と人数は、会則第10条の規定により次の通りとする。

(1)会長 1名

(2) 副 会長 若干名

(3) 理 事 25名以上.30名以内

(4)監 事 2名

(資格の制限)

第4条選挙権、被選挙権は、選挙実施前年の12月31日までに正会員としての資格を有し選挙実施年の6月30日現

在、当該年度の会費を納めている正会員とする。ただし 6月30日以降に正会員の資格を失った者を除く。

2 被選挙権の辞退は認めるが、あらかじめ選挙管理委員会に文書で選挙公示後10日以内に届け出るものと

する。
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(選出の形態)

第5条 会長、副会長、監事、現行理事から選出される理事(以下「改選前用事」という。) 及び理事長推薦

理事を除く役員は、正会員の直接選挙により選出する。

(選出の方法)

第6条 役員の選出方法は、次の通りとする。

(1) 会長、副会長、監事は、初めての理事会において選出するO

(2) 理事のうち、新理事15名を正会員による順位標記の 5名速記で、郵送による直接無記名投票とし、

改選前理事10名を現行理事会での互選とし、新理事長による推薦理事5名以内を新理事長の任命

によって選出する。

2 会長、副会長は、理事以外からの選出ができる。ただし理事以外から選出された会長、副会長は、就

任と同時に速やかに会則第10条の規定により理事となる。

3 改選前理事は、新理事の選挙の前に選出し公表する。改選前理事に選出されない現行理事も細則第 4

条の規定を満たす限り新理事としての被選挙権を有する。

4 f宅事長は、新役員に選出された理事 (25名)による初めての理事会でのり:選による。

(投票の有効性〉

第7条投票のうち次のものは、無効とする。

(1) 規定用紙以外のもの

(2) 定数を越えて記入したものは、その区分全部

(3) 氏名以外の文字または記号を記入したものは全部

(当選の決定)

第8条 選拳による新理事 05名〉の決定は、有効投票の最多得票者から15名とする。ただし同点者がある場

合は、順位標記による総得点の高得点者とし、なお同点の場合は111員次高順位ごとの得票数の多い者と

する。理事就任時に辞退者があるときは、次点者を繰り上げる。次点者に同点者があるときも同じ得

点の算定による。順位ごとの得票数によっても同点のときは選挙管理委員会で推薦決定する。

2 I順位標記による得点の算定は、高順位1位を 5点、とし順次下位を減数し 5位を 1点として積算する。

(辞退の届出)

第9条 選挙により選出された新理事が、その就任を辞退しようとする時は、通知が到着した日から 5日以内

に正当な理由を示して選挙管理委員長に届け出なければならない。

(補充選挙〉

第10条 任期途中において役員に欠員が生じても、補充選挙は行わない。

(選挙管理委員会)

第11条 役員(会長、副会長、監事、改選前理事、理事長推薦理事を除く)の選挙を実施するため、選挙管痩

委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、 5名をもって構成する。

3 委員の選出は、理事会の推薦による。
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4 委員の任期は、役員選挙年度の 5月1日から翌々年の 4月30日までの 2年間とする。

5 委員会に委員長を置く。委員長は、委員の中から互選する。委員長は、この細則にしたがって選挙を執行す

る責任と権限を持つものとする。

6 委員会は、投票の期日、方法等を選挙の 1ヵ月以前に、公示しなければならない。

7 委員会は、順位区分(1位-5位)を明らかにした氏名記入用投票用紙を作成する。

8 委員会は、被選挙人名簿及び投票用紙を、選挙の14日以前に正会員届け出住所に送付しなければならない。

9 委員会は、得票数が決定したとき得票数順に上位30位までの一覧表を作成し確認印を押し、その結果を公示

するとともに、理事会に報告する。

(細見IJの改廃)

第12条 この細則の改廃は、理事会の過半数の賛成を得て総会の議決による。

2 この細則の変更は、会則の変更に準ずるものとする。

付員IJ

l この細則は、平成10年度の役員改選から適用する。

2 この細則は、平成8年11月24日から施行し、従来の役員選出内規及び申し合わせ事項は廃止する。

日本レジャー・レクリエーション学会

現行理事会から選出される理事の選出に関する申し合わせ

(趣旨)

第 l条 本学会の役員選出細則第 6条第 1項第 2号の規定により現行理事会から選出される理事(以下

「改選前理事」 という。)の選出にあたり、この申し合わせを定める。

(選出の時期)

第2条改選前理事の選出は、役員改選前年度の最初に開催される理事会以前とする。

(選出の形態)

第3条改選前理事の選出の形態は、現行理事による直接選挙とする。

(選出の方法)

第4条 改選前理事の選出の方法は、現行理事による順位標記の10名連記で、郵送による直接無記名投票による。

(投票の有効性〉

第5条投票のうち次のものは、無効とする。

(1) 規定用紙以外のもの

(2) 定数を越えて記入したものは、その区分全部

(3) 氏名以外の文字または記号を記入したものは全部

(当選の決定)

第6条 改選前理事の当選の決定は、改選前理事選出理事会(役員改選前年度の最初に開催される理事会)において
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郵便投票を開票し決定する。

2 改選前理事 00名)の決定は、有効投票の最多得票者から10名とする。ただし同点者がある場合は、

順位標記による総得点の最高得点者とし、なお同点の場合は順次高順位ごとの得票数の多い者とする。

理事就任時に辞退者があるときは、次点者を繰り上げる。次点者に同点者があるときも同じ得点の算

定による。順位ごとの得票数によっても同点のときは、役員改選前年度の最初に開催される理事会に

おいて、出席者の投票により決定する。

3 I順位標記による得点の算定は、高順位 1位を10点とし順次下位を減数し10位を 1点として積算する。

(選挙管理)

第7条選挙管理事務は、事務局が行う。

付則

(施行期日)

1. この申し合わせは、平成10年度の役員改選から適用する。

2. この申し合わせは、平成9年5月初日から施行する。

3.第2条の規定に関わらず、平成10年度の役員改選に伴う改選前理事の選出の時期は、役員改選前年度の

最初に開催される理事会以前でなくてもよいものとする。

日本レジャー・レクリエーション学会

新役員に選出された理事 (25名)による理事長の選出に関する申し合わせ

(趣旨)

第 1条 本学会の役員選出細則第 6条第 4項の規定により選出される理事長の選出にあたり、この申し

合わせを定める。

(選出の時期)

第2条 理事長の選出は、現行会長により招集される役員改選後の最初に開催される理事会(以下「新理事会」と

いう。)において互選する。

2 理事長が選出されるまでは、新理事会の議長は現行会長が暫定議長となる。

(選出の方法)

第3条理事長の選出の方法は、現行会長及び会長、副会長、監事の選出に関する申し合わせ第 2条により

構成され ている候補者選定委員会の意見を聴収し審議・決定する。

付則

(施行期日)

1.この申し合わせは、平成10年度の役員改選から適用する。

2. この申し合わせは、平成9年 5月26日から施行する。
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会長、副会長、監事の選出に関する申し合わせ

(趣旨)

第 l条 本学会の役員選出細則第6条第l項第 1号の規定により選出される会長、副会長、監事の選出にあたり、こ

の申し合わせを定める。

(候補者の選定)

第2条 会長、副会長、監事の候補者の選定は、役員改選後の最初に開催される理事会(以下「新理事会」という 0)

以前に、現行の会長、副会長、理事長、及び常任理事会で選任された常任理事若干名を含む7名により候補

者選定委員会(以下「委員会」という。)を構成し、それぞれ複数の候補者を選定する。

2 委員会は現行会長が招集し、委員長は初回の委員会において互選とし、委員長が議長となり以後の委員会を

必要に応じ招集する。

(候補者の推薦)

第3条 会長、副会長、監事の候補者の推薦は、委員会が新理事会に推薦する。

(選出の形態)

第4条 会長、副会長、監事の選出の形態は、委員会の報告に基つ、き新理事会により審議・決定する。

(選出の方法)

第5条 会長、副会長、監事の選出の方法は、最初の新理事会において新理事による単記の直接無記名投票によるO

2 新理事が最初の新理事会に欠席する場合は、前項の投票は郵便による投票ができる。

(当選の決定)

第6条 会長、副会長、監事の当選の決定は、それぞれ有効投票の最多得票者からとする。ただし同点の湯合は、委

員会の推薦により決定する。

付則

(施行期日)

1.この申し合わせは、平成10年度の役員改選から適用する。

2. この申し合わせは、平成9年5月26日から施行する。
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日本レジャー・レクリエーション学会
役員選出方法及びプロセス(図説)

〔注〕図説中の①~⑤の数字は、新役員の選出される順序を示す。

員
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学会会則第10条及び第四条、役員

選出細則第 6条第 1項第l号、会長、
副会長、監事の選出に関する申し合
わせ第 5条第 l項及び第 2項、の各
規定による会長(1名)、副会長
(若干名)、監事 (2名)の選出投票
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〈各役員選挙投票用紙〉
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「レジャー・レクリ工ーション研究」投稿規定

1. 投稿資格

昭和46年 3月21日制定

昭和57年6月12日改訂

昭和58年 7月1日改訂

平成元年 2月2日改訂

平成8年 4月I日改訂

平成15年 2月8日改訂

本誌に寄稿できる原稿の筆頭著者は、本学会々員に限る。但し、編集委員会が認めた場合は、

この限りでなL、
2.原稿種類と審査

(1) 原稿に用いる言語は原則として、和文もしくは英文とする。但し、編集委員会が認めた場

合は、この限りでな L、。

(2) 原稿の種類は、レジャー・レク 1)エーションを対象とした研究領域における総説、原著、

研究資料、実践研究、評論、その他とし、他誌に未投稿、未発表のものに限る。なお、上

記のうち総説、原著、研究資料、実践研究は、編集委員会が依頼する複数の査読者による

審査を経た学術論文である。

(31 原稿の定義は以下の通りである。

1 )総説とは、レジャー@レクリエー γ ョンを対象とした研究領域に関わる特定のテーマを、

文献レビューなどに基づいて大詰的かっ客観的に総括したもの。

2 )原著とは、客観性、論理性、普遍性を備えた学術的価値の高い内容を持つオ!J s，/ナルな

研究成果をまとめたものO

3)研究資料とは、学術的な資料性が高い研究成果などで、客観性・論理性・普遍性などに

検討の余地が残されているものの、速報性等があり公表する価値が認められるものO

4 )実践研究とは、実践的な事例調査をまとめた研究成果などで、客観性・論理性・普遍性

などに検討の余地が残されているものの、速報性等があり公表する価値が認められるも

のO

5)評論とは、ある特定の事項に関する評価、善悪、優劣などを批評し論じたもの。

6)その他の原稿とは、書評や紹介記事、用語解説、シンポジウム・講演会の記録などで¥

編集委員会が掲載を認めたもの。

(4) 原稿の長さは、原則として、総説、原著については刷り上がり 12ページ以内、研究資料、

実践研究、評論については同 6ページ以内とするc1ページは2.016字に相当)。ただし、

やむを得ない場合には規定ページ数の1.5倍まで認める O その他の原稿については、編集

委員会で認められたページ数とする。

(5) 原稿の採否および、掲載時期については、編集委員会が最終的な決定を行う O なお、学術論

文の採否については、査読者による審査結果に基づ‘く。

(61 大会発表論文集への投稿規定は別に定める。
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3.原稿の提出

(1) 原稿の提出にあたっては以下に従うこと。

1)投稿原稿は、別に定められた原稿作成要領に従い、原文の鮮明なコピー 3部を提出す

る。原文は、郵送事故などに備えて投稿者が保管する。

2)投稿原稿は、各部ごとに、標題、抄録(総説、原著、研究資料、実践研究の場合)、本

文(註・文献を含む)、図(写真を含む)、表の順にまとめ、ダブルクリップ等で留め

て提出すること。

3)原稿の郵送は簡易書留や宅配便など、配達記録が証明できる方法で行う。本学会なら

びに編集委員会は、郵送事故には責任を持たない。

4)提出先は、日本レジャー・レクリエーション学会事務局とする。

5)原稿および図表は原則として返却しない。

6)投稿の際には、本誌掲載の「レジャー・レクリエーション研究投稿票」に必要事項

を記入し、投稿原稿と合わせて 1部提出する。なお、投稿票にコピーを用いても構わ

ない。

4.費用

(1) 審査料・掲載料は原則として無料とするが、次の場合には投稿者にその実費を負担して

もらうことがある。

1)カラー印刷など特殊な印刷を要したり、分量が規定を超過する場合など。

2 )別刷を必要とする場合。別刷りは50部までは無料とするが、それ以上必要な場合には

50部単位で購入できる。

5. その他

(1) 原稿の作成に当たっては、別に定める原稿作成要領に従う O

(2) その他、当規定の問い合わせは、学会事務局宛に行う。
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「レジャー・レクリ工ーション研究j原稿作成要領

(平成15年 2月8日制定)

1.原稿の作成

(1) 原稿は、原則としてワードプロセッサーなどを使用し、下記にしたがって作成すること。

1)用紙はA4判を縦長に使用し、横書きで作成すること。

2 )書式は、和文の場合には 1頁に800字詰め (25字x32行)、欧文の場合にはダブルスペー

ス (30行)とする。また、それぞれ左40mm、右80mm、上下30mm程度の余白を残すこと。

3)欧文、数字、小数点、および斜線(j)は半角文字を使用すること。

4)句読点は、マル (0)およびテン(、)を使用すること。

(2) 原稿の採用決定後に、フロッピーディスク等に保存された文章ファイルの提供を要請する。

(3) 手書で原稿を作成する場合には、 400字詰原稿用紙 (20字x20行)を用いること。

2.原稿の体裁

(I) 投稿原稿は、①標題、②抄録、③本文(註・文献を含む)、④図、⑤表の111買番で体裁を整

える。

1)標題ページには、①原稿の種類、および②タイトル(和文・英文の両方)を記入する。

このページに著者名や所属などは一切記入しな ~\o

2)抄録ページには、総説・原著論文・研究資料・実践研究では、英文投稿・和文投稿にか

かわらず、英文抄録 (250語程度)と和文抄録 (500字以内)添える。これらは、刷り上

がり時に本文と一緒に印刷される。評論およびその他の原稿については抄録は必要なし、

3)本文ページには、本文・註・文献などを記入する。なお、本文の作成にあたっては以下

の点に留意すること。

①本文の中央下にページ番号を記入する

②本文の左側に、可能な限り、 5行おきに行番号を記入する。

③母国語ではない言語による投稿では、投稿前にネイティヴによる文章校闘を受けるO

④和文原稿では必要以上の専門外来語の使用を控える。用いる場合は、片仮名書きとす

る。

⑤見出し記号を用いる際は、大見出しから順に、1.、 2.…、(1)、 (2)…、1)、 2)…、

①、②…とする。

⑥学術用語は、学術会議制定の用語に準じ、度量衡単位は81単位 (m、cm、側、 kg、g、

mgなど)とする。

⑦本文中の文献表記は、引用箇所の後に、 3)、 2)4) 8)、5--7)のように、該当する文献番

号を上付きにする。註をつける場合も同様にする。

⑧本文欄外に図表の挿入箇所を朱筆により明示する。

⑨謝辞、および付記(研究費交付等)は本文の末尾におく。

⑩註は、本文の末尾と文献の聞に、註1)、註 2)・・・というように番号順に一括し

て記載する。
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⑪文献は、筆頭著者の姓のアルファベット順に並べるか、ないしは引用順に、 1)、

2)、 3)…と通し番号を付ける。

⑫文献の記載方法は以下を参考にする。

〈学術誌・雑誌の場合〉

著者名、論文名、雑誌名 巻号:ページ数(始頁一終頁)、西暦年号 の順

〔例 1J西野仁・知念嘉史、 ESMG経験標本抽出法)を用いた日常生活におけるレジャー

行動研究の試み、レジャー・レクリエーション研究38:1 -15、1998

[例 2JEeva Karjalainen and Liisa Tyrvainen， Visualization in forest land-

scape preference research: a Finnish perspective， Landscape and Urban 

Planning 59(1): 13-28， 2002 

〈単著などの場合〉

著者名、書名、発行社、発行地:ページ数(始頁一終頁)、西暦年号 の順

[例 3Jヨゼフ・ビーバー(稲垣良典訳)、余眼と祝祭、講談社、東京:120pp、1988

[例 4JSimon Bell， Element of visual design in the landscape， E & FN Spon， 

London. 11-30. 1993 

〈共著書などの場合〉

著書名、論文名、(編集者名、「書名」、発行社、発行地)、ページ数(始頁終頁)、西

暦年号の順

[例 5J下村彰男:リゾート景観の保全と創造、(日本造園学会編、「ランドスケープの

計画」、技報堂出版、東京)、 217-227、1998

[例 6JRichard Broadhurst and Paddy Harrop， Forest tourism: Putting pol-

icy into practice in the Forestry Commission，CIn Xavier Font and John 

Tribe Eds.， Forest tourism and recreation， CABI publishing， New 

York) ，183-199，1999 

4)図・表の作成にあたっては以下の点に留意すること。

①図・表は、それぞれ 1点につき 1枚の用紙を使用する。

②表は、表 1、Table2のように通し番号を付け、題名を表の上部に記載する。

③図は、図3、Fig.4のように通し番号を付け、題名を図の下部に記載する。

④図表の作成にあたっては、刷り上がり時の巾 (2段にまたがる場合は横幅最大14cm、

1段の場合は6.5cm)、および縮尺を考慮し、明瞭に作成する。

⑤写真を掲載する者は、原稿の採用決定後にEL版以上の紙焼き写真を提出する。

⑥採用決定後、オリジナルの図表を提出する際には、裏面に、図表の番号、上下の印、

および筆頭著者名を鉛筆で薄く書き込んでおく。

⑦特殊なオリジナル図表は、トレーシングペーパーをかけるなどして、できるだけ汚

損対策を施す。
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ペ). !I IJ" ~-

i!lM~正答

T 

g 結 芳

全量r1fg
;/5' ~ {}' jiJf厚

白ぎ~，麦tè lJ)

原 痛の 4言語厚
総説、原著、研究資料、実践研究、評論、

その他(具体的に:

初稿 2 稿 3 

標題 枚 枚

反 痛の1Xlt 抄録 枚 枚

本文 枚 枚

図 枚 枚

表 枚 枚

原稿の動き 初稿 2 稿 3 

著者→編集委員会

編集委員会→審査者

審査者→編集委員会

判 定

編集委員会→著者
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受付年月日

受付番号

TEL. 

FAX 

E-mail 

稿 N IfI~ の

枚 フO::tど-/fJIザ

枚

枚
カラ -f!7府

枚

枚
$!f!T!/者E設

稿 初校印刷

著者送付

著者校正

2校印刷

2校校正

3校印刷

(投稿票 1/2) 

有・無

有・無

部



(投稿票 2/2) 

ポ'0Jt :lf I!i 

f尉 !J1ザゲ再TJ

以下の項目の確認後口にチェック(〆)してください。

標題ページ 口原稿の種類は記入しであるか

ロタイトル(和・英)は記入しであるか

口著者名・所属は未記入でないか

本文ページ 口本文の体裁は原稿作成要領に即しているか

口註の体裁は原稿作成要領に即しているか

度肩N膚 痔6 口文献の体裁は原稿作成要領に即しているか

デ I :;/ク ロページ番号(本文中央下)を記入したか

グズ外 口行番号を記入したか(本文左)

口母国語でない場合、文章校聞を受けたか

口見出し記号は原稿作成要領に即しているか

口図表挿入箇所の表示をしたか

図 表口図表1点につき 1枚の用紙が使用されているか

口図のタイトルは適切か

口表のタイトルは適切か

イタグ y ク菱Eの1sjJは投稿者が記入すること。
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投稿募集

自文の投稿は、常時受け付けて2

~(こと投稿下さい。

編集委員会
繍ミ

「レジャー・レクリ工ーション研究」への投稿について

研究論文の審査、修正作業には最短でも 2ヶ月程度の時間を要する点を考慮して、投稿して

ください。

投稿は、常時受け付けております。会員の皆様の積極的な投稿をお願いいたします。

.投稿論文送付先

干354-8510 埼玉県入間郡三芳町藤久保1150-1

淑徳大学 国際コミュニケーション学部

西田俊夫研究室内

日本レジャー・レクリエーション学会編集委員会
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小椋一也(学会常任理事) 山崎律子(学会常任理事)

片桐 義晴(学会常任理事) 横内 靖典(学会常任理事)

第36回学会大会号 (No.57)編集委員会

西田俊夫(委員長)

横内靖典

小椋一也

麻生 恵
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Editorial Committee for Papers of the 36th National Congress 
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